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　小
稿
は
清
代
北
京
の
火
災
と
国
家
に
よ
る
消
防
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
一
九
九
五
年
に
発
表
し

た
論
文（
１
）　に
お
い
て
、
明
末
福
州
を
中
心
と
す
る
火
災
発
生
状
況
と
防
火
施
設
、
及
び
防
火
行
政
に
つ
い
て
論
じ

た
。
明
末
福
州
に
お
け
る
消
火
は
、
火
元
に
隣
接
し
た
家
屋
を
破
壊
し
延
焼
を
防
止
す
る
破
壊
消
火
で
あ
り
、
用
水

消
火
は
破
壊
消
火
の
補
助
的
手
段
で
あ
っ
た
。
官
方
は
冷
舗
と
称
す
る
防
火
用
の
詰
め
所
を
設
置
し
て
い
た
。
福
州

城
で
は
、
冷
舗
に
長
鉄
鈎
・
大
麻
縄
等
の
破
壊
消
火
の
器
具
を
備
え
た
。
福
州
城
で
は
、
消
火
用
水
と
し
て
一
〇
家

ご
と
に
水
缸
・
大
桶
に
水
を
備
え
て
い
た
。
し
か
し
、
消
火
器
具
と
水
桶
は
維
持
管
理
が
な
さ
れ
ず
、
防
火
機
能
は

低
下
し
て
い
た
。
都
市
防
火
施
設
と
し
て
、
火
牆
（
防
火
用
の
塀
）
と
火
巷
（
防
火
用
の
通
路
）
が
設
け
ら
れ
て
い

た
。
福
州
に
お
け
る
消
防
組
織
は
二
つ
あ
り
、
一
つ
は
冷
舗
に
配
属
さ
れ
た
徭
役
で
あ
る
總
甲
―
小
甲
―
火
夫
と
い

う
系
統
で
あ
り
、
總
甲
等
は
夜
間
に
城
内
を
巡
邏
し
、
火
災
が
発
生
し
盗
賊
が
出
れ
ば
、
督
捕
官
と
協
力
し
て
治
安

維
持
に
あ
た
っ
た
。
第
二
は
正
規
軍
で
あ
る
衛
所
の
中
に
設
け
ら
れ
た
消
火
を
専
門
と
す
る
軍
隊
・
火
軍
（
一
五
〇

名
）
で
あ
る
。
福
州
城
に
お
い
て
は
、
官
設
の
防
火
設
備
と
消
防
組
織
は
弛
緩
し
て
お
り
、
一
五
七
七
年
か
ら
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二
〇
〇
二
年
の
周
允
基
・
劉
鳳
雲
の
共
作
は
、
清
代
の
消
防
組
織
は
官
府
の
巡
城
官
兵
と
民
間
の
水
会
の
二
つ
の
系

統
か
ら
構
成
さ
れ
、
行
政
・
軍
事
・
消
防
が
一
体
的
に
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
り
、
消
火
器
具
は
水
桶

か
ら
水
龍
へ
と
発
展
し
た
と
述
べ
る
。
こ
の
共
作
に
お
い
て
宮
中
の
火
班
を
除
き
、
清
代
の
官
府
に
は
消
火
を
専
門

に
担
当
す
る
部
門
が
存
在
し
な
い
と
す
る
点
は
印
象
的
で
あ
る（
３
）　。

　二
〇
〇
三
年
に
清
代
杭
州
の
防
火
組
織
を
論
じ
た
鄒
怡
に
よ
る
と
、
浙
江
省
の
省
都
杭
州
で
は
地
方
政
府
が
救
火

兵
丁
と
官
水
桶
を
設
置
し
て
い
た
。
地
方
政
府
に
よ
る
防
火
行
政
は
人
力
と
財
力
が
限
ら
れ
、
火
災
が
頻
発
し
消
防

に
十
分
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
地
方
政
府
は
平
時
の
防
火
行
政
を
民
間
基
層
社
会
に
委

ね
、
民
間
力
量
を
活
用
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
清
末
に
義
民
や
救
火
集
と
い
う
民
間
救
火
組
織
が
出
現
し
、

官
方
と
民
間
の
救
火
組
織
は
相
互
に
不
足
を
補
い
、
共
同
で
杭
州
城
の
防
火
行
政
を
担
っ
た
。
清
末
義
和
団
事
件
以

後
に
近
代
的
警
察
で
あ
る
巡
警
が
設
け
ら
れ
る
と
、
巡
警
は
巡
邏
時
の
火
災
発
見
と
報
知
の
職
責
を
担
っ
た
。
火
災

後
の
被
災
者
に
対
す
る
救
済
も
官
府
と
民
間
が
共
同
で
行
っ
た
が
、
官
員
の
捐
資
は
将
来
の
官
途
を
確
保
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た（
４
）　。
鄒
怡
の
研
究
は
、
清
代
に
お
い
て
官
辦
の
軍
隊
消
防
の
み
で
あ
っ
た
も
の
が
、
清
末
に
民

間
消
防
組
織
が
出
現
し
、
巡
警
が
防
火
機
能
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
清
代
都
市
の
消
防
組
織
を
考

察
す
る
さ
い
に
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
。
二
〇
〇
三
年
に
張
家
玉
・
劉
正
剛
の
清
末
広
州
の
火
災
と
防
火
を
論
じ
た

研
究（
５
）　、
二
〇
〇
五
年
に
侯
宣
傑
の
清
代
広
西
の
都
市
消
防
に
関
す
る
研
究（
６
）　が
公
表
さ
れ
、
各
都
市
で
の
火
災
と

防
火
の
研
究
が
進
展
し
て
い
る
。
中
国
の
諸
研
究
が
共
通
し
て
指
摘
す
る
の
は
、
清
初
の
消
防
組
織
は
軍
隊
と
保
甲

等
の
官
治
組
織
が
担
当
し
て
い
た
が
、
清
代
中
期
に
民
間
の
消
防
組
織
が
成
立
し
、
義
和
団
事
件
後
の
二
〇
世
紀
初

頭
に
は
巡
警
内
に
消
防
隊
が
成
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　明
清
両
王
朝
の
首
都
で
あ
る
北
京
の
火
災
と
防
火
の
専
論
と
し
て
、
邱
仲
麟
の
研
究
が
あ
る
。
邱
仲
麟
に
よ
る
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一
五
七
八
年
に
福
建
巡
撫
龐
尚
鵬
に
よ
り
、
防
火
設
備
と
消
防
組
織
が
強
化
さ
れ
た
。
明
末
万
暦
年
間
の
福
州
に
お

け
る
防
火
は
官
治
色
が
非
常
に
濃
厚
で
あ
り
、
民
間
社
会
の
消
防
活
動
が
全
く
見
ら
れ
な
い
。

　明
末
一
六
世
紀
後
半
の
官
治
色
の
強
い
都
市
消
防
組
織
は
、
一
七
世
紀
前
半
に
中
国
本
土
支
配
を
開
始
し
た
清
朝

に
お
い
て
も
存
続
し
て
い
た
。
そ
の
一
方
、
清
代
に
は
官
治
の
破
壊
消
火
行
う
消
防
組
織
と
異
な
る
民
間
の
消
防
組

織
が
誕
生
し
た
。
一
九
九
七
年
の
高
嶋
航
の
研
究
は
清
代
消
防
組
織
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
高
嶋
に
よ
れ

ば
、
清
代
の
民
間
消
防
組
織
は
、「
救
火
会
」「
水
会
」「
水
局
」
等
と
称
し
、
官
治
消
防
組
織
に
は
な
い
新
型
の
消

防
器
具
で
あ
る
水
龍
（
消
防
ポ
ン
プ
）
を
具
備
し
、
用
水
消
火
で
鎮
火
活
動
を
展
開
し
た
。
水
龍
は
明
末
に
西
洋
か

ら
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
六
七
四
年
に
天
津
の
塩
商
が
設
立
し
た
同
善
救
火
会
が
民
間
消
防
組
織
の
最
初
で

あ
り
、
以
後
天
津
で
は
官
府
の
支
援
も
加
わ
り
、
消
防
組
織
は
一
八
世
紀
前
半
に
二
〇
を
数
え
、
一
九
世
紀
中
頃
に

三
〇
、一
九
一
一
年
に
は
約
七
〇
と
増
加
し
続
け
た
。
天
津
や
江
蘇
省
常
州
府
城
で
は
、
民
間
消
防
組
織
は
関
廂
と

称
す
る
城
壁
の
外
の
市
街
地
で
成
立
し
、
城
内
の
商
業
地
に
拡
大
し
、
さ
ら
に
近
郊
農
村
に
ま
で
拡
大
し
て
い
っ

た
。
ま
た
、
上
海
で
は
乱
立
し
て
い
た
救
火
会
は
一
九
〇
八
年
に
上
海
救
火
聯
合
会
を
結
成
し
、
民
間
消
防
組
織
の

統
合
が
進
展
し
た
。
民
間
消
防
組
織
を
設
立
し
た
の
は
、
現
役
・
退
役
の
官
僚
と
商
人
で
あ
り
、
都
市
の
行
政
区
域

で
あ
る
坊
・
廂
や
宗
族
・
ギ
ル
ド
を
構
成
単
位
と
し
、
そ
の
管
理
運
営
は
董
事
・
司
月
・
司
事
が
担
当
し
、
特
に
司

事
は
水
龍
を
操
る
龍
夫
を
率
い
て
消
火
活
動
に
あ
た
っ
た
。
破
壊
消
火
か
ら
水
龍
を
用
い
た
用
水
消
火
へ
と
消
火
技

術
が
変
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
消
防
の
概
念
は
変
化
し
、
治
安
維
持
を
兼
任
し
て
い
た
消
防
組
織
は
簡
素
化
し
、
消

火
活
動
の
み
に
専
門
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
促
進
し
た
の
は
水
龍
の
導
入
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
水
龍
の

消
火
機
能
は
低
度
で
あ
り
、
火
災
の
現
場
で
は
消
火
作
業
を
妨
げ
る
こ
と
も
あ
り
、
破
壊
消
火
に
よ
る
鎮
火
は
清
末

ま
で
継
続
し
て
行
わ
れ
た
。
水
龍
は
火
災
現
場
と
は
別
の
次
元
で
信
頼
さ
れ
普
及
し
、
神
格
化
さ
れ
た（
２
）　。
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二
〇
〇
二
年
の
周
允
基
・
劉
鳳
雲
の
共
作
は
、
清
代
の
消
防
組
織
は
官
府
の
巡
城
官
兵
と
民
間
の
水
会
の
二
つ
の
系

統
か
ら
構
成
さ
れ
、
行
政
・
軍
事
・
消
防
が
一
体
的
に
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
り
、
消
火
器
具
は
水
桶

か
ら
水
龍
へ
と
発
展
し
た
と
述
べ
る
。
こ
の
共
作
に
お
い
て
宮
中
の
火
班
を
除
き
、
清
代
の
官
府
に
は
消
火
を
専
門

に
担
当
す
る
部
門
が
存
在
し
な
い
と
す
る
点
は
印
象
的
で
あ
る（
３
）　。

　二
〇
〇
三
年
に
清
代
杭
州
の
防
火
組
織
を
論
じ
た
鄒
怡
に
よ
る
と
、
浙
江
省
の
省
都
杭
州
で
は
地
方
政
府
が
救
火

兵
丁
と
官
水
桶
を
設
置
し
て
い
た
。
地
方
政
府
に
よ
る
防
火
行
政
は
人
力
と
財
力
が
限
ら
れ
、
火
災
が
頻
発
し
消
防

に
十
分
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
地
方
政
府
は
平
時
の
防
火
行
政
を
民
間
基
層
社
会
に
委

ね
、
民
間
力
量
を
活
用
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
清
末
に
義
民
や
救
火
集
と
い
う
民
間
救
火
組
織
が
出
現
し
、

官
方
と
民
間
の
救
火
組
織
は
相
互
に
不
足
を
補
い
、
共
同
で
杭
州
城
の
防
火
行
政
を
担
っ
た
。
清
末
義
和
団
事
件
以

後
に
近
代
的
警
察
で
あ
る
巡
警
が
設
け
ら
れ
る
と
、
巡
警
は
巡
邏
時
の
火
災
発
見
と
報
知
の
職
責
を
担
っ
た
。
火
災

後
の
被
災
者
に
対
す
る
救
済
も
官
府
と
民
間
が
共
同
で
行
っ
た
が
、
官
員
の
捐
資
は
将
来
の
官
途
を
確
保
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た（
４
）　。
鄒
怡
の
研
究
は
、
清
代
に
お
い
て
官
辦
の
軍
隊
消
防
の
み
で
あ
っ
た
も
の
が
、
清
末
に
民

間
消
防
組
織
が
出
現
し
、
巡
警
が
防
火
機
能
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
清
代
都
市
の
消
防
組
織
を
考

察
す
る
さ
い
に
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
。
二
〇
〇
三
年
に
張
家
玉
・
劉
正
剛
の
清
末
広
州
の
火
災
と
防
火
を
論
じ
た

研
究（
５
）　、
二
〇
〇
五
年
に
侯
宣
傑
の
清
代
広
西
の
都
市
消
防
に
関
す
る
研
究（
６
）　が
公
表
さ
れ
、
各
都
市
で
の
火
災
と

防
火
の
研
究
が
進
展
し
て
い
る
。
中
国
の
諸
研
究
が
共
通
し
て
指
摘
す
る
の
は
、
清
初
の
消
防
組
織
は
軍
隊
と
保
甲

等
の
官
治
組
織
が
担
当
し
て
い
た
が
、
清
代
中
期
に
民
間
の
消
防
組
織
が
成
立
し
、
義
和
団
事
件
後
の
二
〇
世
紀
初

頭
に
は
巡
警
内
に
消
防
隊
が
成
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　明
清
両
王
朝
の
首
都
で
あ
る
北
京
の
火
災
と
防
火
の
専
論
と
し
て
、
邱
仲
麟
の
研
究
が
あ
る
。
邱
仲
麟
に
よ
る

堀　地　　　明

3 ─ 182 ─



い
る（
９
）　。
ま
た
、
王
銘
珍
の
明
清
期
皇
宮
の
火
災
を
論
じ
た
研
究
も
あ
る
）
（1
（

　。

　本
稿
で
は
、
最
初
に
清
代
北
京
の
空
間
構
造
と
消
防
組
織
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
次
に
火
災
発
生
状
況
を
論
じ
、

ど
の
よ
う
な
組
織
が
消
火
活
動
を
展
開
し
て
い
た
の
か
を
議
論
す
る
。
続
い
て
、
乾
隆
～
道
光
年
間
の
官
治
消
防
を

考
察
す
る
。
さ
ら
に
義
和
団
事
件
後
に
設
立
さ
れ
た
消
防
隊
と
新
式
警
察
で
あ
る
巡
警
の
消
防
活
動
に
つ
い
て
論
じ

る
。
清
代
北
京
の
火
災
に
関
す
る
史
料
は
膨
大
で
あ
り
、
一
個
人
が
全
て
関
連
す
る
史
料
を
収
集
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
。
本
稿
の
統
計
的
考
察
に
つ
い
て
は
、『
中
国
火
災
大
典
』
編
輯
委
員
会
編
『
中
国
火
災
大
典
』（
上
海
科

技
出
版
社
、
一
九
九
七
、
上
中
下
）
に
収
録
さ
れ
た
史
料
を
用
い
る
。
同
書
は
中
国
公
安
部
消
防
局
と
上
海
科
技
出

版
社
の
合
作
に
よ
る
総
計
六
五
〇
〇
頁
の
大
部
な
書
物
で
あ
り
、
新
石
器
時
代
か
ら
一
九
九
四
年
ま
で
の
歴
代
王

朝
・
政
権
の
火
災
史
料
・
火
災
統
計
・
歴
代
消
防
紀
事
・
索
引
と
附
録
の
四
つ
か
ら
構
成
さ
れ
る
火
災
と
消
防
の
一

大
史
料
集
で
あ
る
。
清
代
に
関
し
て
は
、
順
治
朝
か
ら
宣
統
朝
ま
で
の
各
朝
代
別
に
全
国
の
史
料
を
網
羅
し
、
そ
の

中
で
も
首
都
北
京
の
史
料
は
相
当
の
比
重
を
占
め
て
い
る
。
収
録
さ
れ
て
い
る
清
代
の
史
料
は
実
録
・
檔
案
・
新

聞
・
雑
誌
・
筆
記
・
日
記
等
と
多
種
多
様
で
あ
り
、
個
人
の
収
集
作
業
で
は
全
て
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
規

模
と
数
量
で
あ
る
。
清
代
北
京
の
火
災
を
論
じ
る
上
で
、『
中
国
火
災
大
典
』
は
軍
機
処
録
副
奏
摺
・
民
政
部
消
防

隊
の
檔
案
史
料
を
収
録
し
て
い
る
が
、
非
常
に
貴
重
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、『
中
国
火
災
大
典
』
上
の
清
代
部
分
の

北
京
関
連
史
料
を
使
用
整
理
し
、
筆
者
が
収
集
し
た
奏
摺
と
新
聞
記
事
を
主
要
に
用
い
る
。
た
だ
し
、『
中
国
火
災

大
典
』
に
収
録
さ
れ
た
史
料
に
は
、
火
災
消
火
に
関
す
る
記
録
が
な
い
も
の
も
多
数
あ
り
、
該
書
を
導
き
の
糸
と
し

て
、
主
に
奏
摺
と
新
聞
記
事
か
ら
収
集
し
た
史
料
よ
り
作
成
し
た
「
清
代
北
京
火
災
消
火
活
動
年
表
」
を
本
文
の
末

尾
に
付
し
、
必
要
に
応
じ
て
考
察
に
用
い
る
。
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と
、
明
代
北
京
の
火
災
史
料
一
五
九
件
の
大
部
分
が
皇
宮
・
廠
庫
・
官
衙
で
あ
り
、
民
宅
火
災
の
記
録
は
非
常
に
少

な
く
、
こ
れ
は
民
間
の
大
規
模
火
災
の
事
例
が
少
な
い
た
め
と
す
る
。
邱
仲
麟
は
明
代
北
京
の
火
災
発
生
の
時
間
と

空
間
を
詳
細
に
論
じ
、
火
災
と
乾
燥
し
た
気
候
・
季
節
的
強
風
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
北
京
で
は
明
代
中

後
期
以
降
に
火
災
発
生
件
数
が
増
加
し
、
規
模
も
大
き
く
な
っ
た
。
北
京
の
火
災
は
内
城
中
軸
線
の
両
側
で
多
発

し
、
草
場
と
火
薬
局
が
あ
る
坊
区
で
も
多
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
宮
殿
火
災
が
最
も
多
く
、
内
府
と
皇
家
が
用
い
る

監
廠
と
倉
場
が
こ
れ
に
次
い
だ
。
明
代
の
消
防
組
織
は
巡
警
を
主
と
し
て
い
た
。
火
災
発
見
の
巡
視
は
、
監
視
小
屋

で
あ
る
京
城
内
の
巡
更
舖
、
及
び
皇
城
・
紫
禁
城
の
城
壁
外
の
紅
舖
に
配
置
さ
れ
た
官
員
が
捕
盗
・
夜
禁
と
と
も
に

担
当
し
た
。
防
火
消
防
は
五
城
兵
馬
指
揮
が
弓
兵
と
火
甲
を
統
率
し
て
行
っ
た
。
京
城
に
は
軍
民
各
家
に
は
消
火
用

水
で
あ
る
水
缸
・
木
桶
が
設
置
さ
れ
、
巡
更
舖
に
は
麻
塔
・
鉤
索
・
水
桶
が
置
か
れ
て
い
た
。
紫
禁
城
内
の
防
火
は

民
居
よ
り
も
厳
重
で
あ
り
、
大
き
な
消
火
用
水
の
水
缸
が
配
置
さ
れ
た
。
紫
禁
城
内
で
は
、
宦
官
一
〇
〇
余
人
を
充

当
し
た
浄
軍
が
火
災
を
巡
視
し
た
。
し
か
し
、
高
さ
の
あ
る
宮
殿
や
城
門
・
箭
楼
等
の
建
築
で
火
災
が
発
生
す
る

と
、
当
時
の
破
壊
消
火
の
用
具
で
は
消
火
す
る
こ
と
は
困
難
あ
り
、
水
桶
で
の
用
水
消
火
も
水
源
の
確
保
が
容
易
で

は
な
か
っ
た（
７
）　。
邱
仲
麟
の
研
究
は
内
城
を
中
心
と
し
た
行
論
で
、
外
城
の
民
居
火
災
の
状
況
は
不
明
で
あ
る
が
、

明
代
北
京
の
火
災
と
防
火
に
関
す
る
豊
富
な
知
見
を
提
供
し
て
お
り
、
非
常
に
有
益
で
あ
る
。

　清
代
北
京
の
防
火
に
関
し
て
は
、
紫
禁
城
に
関
す
る
研
究
が
多
い
。
劉
宝
健
は
紫
禁
城
の
防
火
器
具
・
防
火
建

築
・
防
火
機
構
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
紫
禁
城
で
は
銅
缸
が
三
〇
八
口
設
け
ら
れ
、
西
洋
式
の
激
桶
（
消
火
ポ
ン

プ
）
が
製
造
使
用
さ
れ
て
い
た
。
防
火
用
水
は
内
禁
水
河
と
井
戸
か
ら
取
水
し
、
防
火
牆
と
風
火
檐
が
設
け
ら
れ
て

い
た
。
遅
く
と
も
康
熙
年
間
中
期
に
防
火
班
が
設
け
ら
れ
、
宮
殿
内
の
巡
邏
と
消
火
を
担
当
し
た（
８
）　。
紀
天
斌
主
編

『
故
宮
消
防
』
に
は
、
史
事
録
要
と
し
て
明
清
期
の
宮
殿
火
災
・
防
火
組
織
・
防
火
設
備
等
の
文
章
が
収
め
ら
れ
て
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い
る（
９
）　。
ま
た
、
王
銘
珍
の
明
清
期
皇
宮
の
火
災
を
論
じ
た
研
究
も
あ
る
）
（1
（

　。

　本
稿
で
は
、
最
初
に
清
代
北
京
の
空
間
構
造
と
消
防
組
織
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
次
に
火
災
発
生
状
況
を
論
じ
、

ど
の
よ
う
な
組
織
が
消
火
活
動
を
展
開
し
て
い
た
の
か
を
議
論
す
る
。
続
い
て
、
乾
隆
～
道
光
年
間
の
官
治
消
防
を

考
察
す
る
。
さ
ら
に
義
和
団
事
件
後
に
設
立
さ
れ
た
消
防
隊
と
新
式
警
察
で
あ
る
巡
警
の
消
防
活
動
に
つ
い
て
論
じ

る
。
清
代
北
京
の
火
災
に
関
す
る
史
料
は
膨
大
で
あ
り
、
一
個
人
が
全
て
関
連
す
る
史
料
を
収
集
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
。
本
稿
の
統
計
的
考
察
に
つ
い
て
は
、『
中
国
火
災
大
典
』
編
輯
委
員
会
編
『
中
国
火
災
大
典
』（
上
海
科

技
出
版
社
、
一
九
九
七
、
上
中
下
）
に
収
録
さ
れ
た
史
料
を
用
い
る
。
同
書
は
中
国
公
安
部
消
防
局
と
上
海
科
技
出

版
社
の
合
作
に
よ
る
総
計
六
五
〇
〇
頁
の
大
部
な
書
物
で
あ
り
、
新
石
器
時
代
か
ら
一
九
九
四
年
ま
で
の
歴
代
王

朝
・
政
権
の
火
災
史
料
・
火
災
統
計
・
歴
代
消
防
紀
事
・
索
引
と
附
録
の
四
つ
か
ら
構
成
さ
れ
る
火
災
と
消
防
の
一

大
史
料
集
で
あ
る
。
清
代
に
関
し
て
は
、
順
治
朝
か
ら
宣
統
朝
ま
で
の
各
朝
代
別
に
全
国
の
史
料
を
網
羅
し
、
そ
の

中
で
も
首
都
北
京
の
史
料
は
相
当
の
比
重
を
占
め
て
い
る
。
収
録
さ
れ
て
い
る
清
代
の
史
料
は
実
録
・
檔
案
・
新

聞
・
雑
誌
・
筆
記
・
日
記
等
と
多
種
多
様
で
あ
り
、
個
人
の
収
集
作
業
で
は
全
て
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
規

模
と
数
量
で
あ
る
。
清
代
北
京
の
火
災
を
論
じ
る
上
で
、『
中
国
火
災
大
典
』
は
軍
機
処
録
副
奏
摺
・
民
政
部
消
防

隊
の
檔
案
史
料
を
収
録
し
て
い
る
が
、
非
常
に
貴
重
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、『
中
国
火
災
大
典
』
上
の
清
代
部
分
の

北
京
関
連
史
料
を
使
用
整
理
し
、
筆
者
が
収
集
し
た
奏
摺
と
新
聞
記
事
を
主
要
に
用
い
る
。
た
だ
し
、『
中
国
火
災

大
典
』
に
収
録
さ
れ
た
史
料
に
は
、
火
災
消
火
に
関
す
る
記
録
が
な
い
も
の
も
多
数
あ
り
、
該
書
を
導
き
の
糸
と
し

て
、
主
に
奏
摺
と
新
聞
記
事
か
ら
収
集
し
た
史
料
よ
り
作
成
し
た
「
清
代
北
京
火
災
消
火
活
動
年
表
」
を
本
文
の
末

尾
に
付
し
、
必
要
に
応
じ
て
考
察
に
用
い
る
。
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火
災
発
生
の
実
情
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
表
二
は

火
災
で
燃
え
た
建
築
物
が
判
明
す
る
も
の
を
宮
殿
と
壇

廟
・
官
衙
・
寺
廟
・
店
舗
と
住
宅
で
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
店
舗
と
住
宅
が
最
多
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

が
、
官
衙
の
火
災
も
比
較
的
多
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

表
三
は
火
災
発
生
月
が
明
ら
か
に
な
る
三
〇
三
件
を
月
別

に
一
覧
に
し
た
。
一
～
五
月
と
一
二
月
の
六
カ
月
間
で

二
〇
六
件
を
数
え
、
半
年
間
に
三
分
の
二
の
火
災
が
発
生

し
て
い
る
。
寒
冷
で
強
風
が
吹
く
一
月
か
ら
四
月
の
件
数

は
一
五
五
件
と
多
く
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
六
月
か
ら
九

月
は
四
八
件
と
少
な
い
。

　表
四
は
『
中
国
火
災
大
典
』
所
収
の
史
料
を
主
と
し

て
、
清
代
の
京
師
で
発
生
し
た
火
災
を
誰
が
鎮
火
し
た
の

か
、
す
な
わ
ち
消
火
者
は
ど
の
よ
う
な
者
か
を
一
覧
に
し

た
も
の
で
あ
る
。
順
治
～
同
治
年
間
の
消
火
者
は
全
て
官

兵
な
い
し
は
官
員
で
あ
り
、
皇
城
で
は
火
班
な
る
消
防
組

織
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
侍
衛
が
皇
城
・

内
城
・
外
城
で
消
火
に
あ
た
っ
て
い
る
。
光
緒
～
宣
統
年

間
の
消
火
主
体
は
各
庁
汲
桶
・
消
防
隊
・
巡
警
な
ど
の
官

表 3．清代北京の月別火災発生件数
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月
33 41 39 42 28 13 6 13 16 27 21 23

『中国火災大典』（上海科技出版社、1997）清部分より作成。

表 4．清代北京の空間別消火者
皇城 内城 外城

順治－同治年間
（1644－1874）

官兵・太監・火
班・王大臣・侍
衛・章京・司員

御前大臣・侍衛・戸
部尚書・侍郎・歩軍
統領

侍衛・巡城御史・
副指揮使・司坊官
役・営弁

光緒－宣統年間
（1875－1911）

内外城水会・歩
軍統領・洋人水
龍・消防隊

内外城水会・官庁救
火兵丁・歩軍統領・
各庁汲桶・地方官水
龍・巡警 ･消防隊

内外城水会・各庁
汲桶・巡警・消防
隊

『中国火災大典』（上海科技出版社、1997）清部分を主とし、他の史料を加えた。
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　一

　火
災
発
生
状
況
と
消
火
者

　表
一
は
『
中
国
火
災
大
典
』
清
代
火
災
紀
事
よ
り
作
成

し
た
。
順
治
～
同
治
年
間
（
一
六
六
四
～
一
八
七
四
）
の

二
一
〇
年
間
と
光
緒
～
宣
統
年
間
（
一
八
七
五
～

一
九
一
一
）
の
三
六
年
で
時
期
を
区
分
し
て
い
る
の
は
、

典
拠
と
な
る
史
料
の
性
質
が
異
な
る
た
め
で
あ
る
。
順
治

か
ら
同
治
の
二
一
〇
間
年
は
実
録
・
奏
摺
の
官
書
が
主
で

あ
り
、
光
緒
～
宣
統
の
三
六
年
は
『
申
報
』『
大
公
報
』

等
の
新
聞
、
及
び
檔
案
史
料
で
あ
る
。
時
代
が
下
る
ほ

ど
、
収
集
さ
れ
る
火
災
記
録
は
増
加
す
る
。
表
一
よ
り
清

代
北
京
に
お
け
る
火
災
発
生
件
数
の
趨
勢
を
正
確
に
考
察

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
順
治
～
同
治
年
間
は
皇
城

と
内
城
の
火
災
記
録
は
多
く
、
外
城
の
記
録
は
少
な
い
。

光
緒
～
宣
統
年
間
に
は
、
平
均
す
る
と
毎
年
約
九
件
の
火

災
が
発
生
し
て
い
る
。
外
城
の
発
生
件
数
が
最
多
で
あ
る

こ
と
、
内
城
で
も
外
城
に
次
い
で
火
災
が
多
発
し
て
い
る

こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
火
災
を
記
録
す
る
基
準
の
相
違
が

あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
り
、
光
緒
～
宣
統
年
間
の
数
値
が

表 1．清代北京の空間別火災発生件数
年　号 西暦年 皇城 内城 外城 その他 計
順治－同治 1644－1874 30 19 27 15 91
光緒－宣統 1875－1911 17 108 166 26 317

計 47 127 193 41 408
『中国火災大典』（上海科技出版社、1997）清部分より作成。

表 2．清代北京の火災被害
年　号 西暦年 宮殿 ･壇廟 官衙 寺廟 店舗・住宅 戦火

順治－同治 1644－1874 27 28 8 34 1
光緒－宣統 1875－1911 9 28 8 168 90
計 36 56 16 202 91

『中国火災大典』（上海科技出版社、1997）清部分より作成。
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火
災
発
生
の
実
情
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
表
二
は

火
災
で
燃
え
た
建
築
物
が
判
明
す
る
も
の
を
宮
殿
と
壇

廟
・
官
衙
・
寺
廟
・
店
舗
と
住
宅
で
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
店
舗
と
住
宅
が
最
多
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

が
、
官
衙
の
火
災
も
比
較
的
多
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

表
三
は
火
災
発
生
月
が
明
ら
か
に
な
る
三
〇
三
件
を
月
別

に
一
覧
に
し
た
。
一
～
五
月
と
一
二
月
の
六
カ
月
間
で

二
〇
六
件
を
数
え
、
半
年
間
に
三
分
の
二
の
火
災
が
発
生

し
て
い
る
。
寒
冷
で
強
風
が
吹
く
一
月
か
ら
四
月
の
件
数

は
一
五
五
件
と
多
く
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
六
月
か
ら
九

月
は
四
八
件
と
少
な
い
。

　表
四
は
『
中
国
火
災
大
典
』
所
収
の
史
料
を
主
と
し

て
、
清
代
の
京
師
で
発
生
し
た
火
災
を
誰
が
鎮
火
し
た
の

か
、
す
な
わ
ち
消
火
者
は
ど
の
よ
う
な
者
か
を
一
覧
に
し

た
も
の
で
あ
る
。
順
治
～
同
治
年
間
の
消
火
者
は
全
て
官

兵
な
い
し
は
官
員
で
あ
り
、
皇
城
で
は
火
班
な
る
消
防
組

織
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
侍
衛
が
皇
城
・

内
城
・
外
城
で
消
火
に
あ
た
っ
て
い
る
。
光
緒
～
宣
統
年

間
の
消
火
主
体
は
各
庁
汲
桶
・
消
防
隊
・
巡
警
な
ど
の
官

表 3．清代北京の月別火災発生件数
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月
33 41 39 42 28 13 6 13 16 27 21 23

『中国火災大典』（上海科技出版社、1997）清部分より作成。

表 4．清代北京の空間別消火者
皇城 内城 外城

順治－同治年間
（1644－1874）

官兵・太監・火
班・王大臣・侍
衛・章京・司員

御前大臣・侍衛・戸
部尚書・侍郎・歩軍
統領

侍衛・巡城御史・
副指揮使・司坊官
役・営弁

光緒－宣統年間
（1875－1911）

内外城水会・歩
軍統領・洋人水
龍・消防隊

内外城水会・官庁救
火兵丁・歩軍統領・
各庁汲桶・地方官水
龍・巡警 ･消防隊

内外城水会・各庁
汲桶・巡警・消防
隊

『中国火災大典』（上海科技出版社、1997）清部分を主とし、他の史料を加えた。
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た
。
護
軍
は
失
火
を
発
見
す
る
と
、
近
く
の
八
旗
に
報
知
し
た
）
（1
（

　。
外
城
の
火
災
は
司
坊
が
甲
捕
に
消
火
器
具
を
持

た
せ
て
消
火
に
あ
た
っ
た
）
（1
（

　。
司
坊
を
監
督
す
る
の
は
都
察
院
下
の
中
東
西
南
北
各
城
の
巡
城
御
史
で
あ
り
、
消
火

は
巡
城
御
史
―
司
坊
―
甲
捕
と
い
う
系
統
で
あ
っ
た
。
城
外
の
消
火
は
、
康
熙
三
〇
（
一
六
九
二
）
年
に
歩
軍
統
領

衙
門
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
）
（1
（

　。
以
上
は
会
典
に
基
づ
く
考
察
で
あ
る
が
、
次
節
で
は
檔
案
（
奏
摺
）
を
用
い

て
消
火
活
動
を
考
察
す
る
。

　
　
　二

　乾
隆
―
道
光
年
間
の
内
外
城
火
災
と
官
治
消
防

　文
末
の
清
代
北
京
火
災
消
火
活
動
年
表
に
載
せ
た
康
熙
一
八
（
一
六
七
九
）
年
か
ら
道
光
二
三
（
一
八
四
三
）
年

ま
で
の
火
災
消
火
記
録
は
三
八
件
で
あ
る
。
城
分
は
皇
城
四
件
、
内
城
八
件
、
城
外
を
含
む
外
城
が
二
六
件
、
朝
代

別
で
は
乾
隆
年
間
が
二
二
件
と
最
多
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
内
城
と
外
城
の
事
例
を
考
察
す
る
。

　内
城
火
災
の
消
火
は
歩
軍
統
領
の
指
揮
下
で
行
わ
れ
て
い
た
。
乾
隆
一
八
（
一
七
五
三
）
年
九
月
一
日
に
内
城
阜

成
門
内
の
妙
応
寺
（
白
塔
寺
）
東
の
方
丈
寺
の
火
災
は
妙
応
寺
に
延
焼
し
た
が
、
歩
軍
統
領
舒
赫
徳
が
員
弁
を
率
い

て
消
火
し
、
工
部
左
侍
郎
德
爾
敏
も
官
員
と
匠
夫
を
率
い
て
消
火
に
あ
た
っ
た
）
（1
（

　。
乾
隆
四
一
（
一
七
七
六
）
年

一
二
月
五
日
夜
に
内
城
西
単
牌
楼
北
路
東
の
山
東
民
人
が
営
む
靴
舖
よ
り
出
火
し
た
火
災
で
は
、
歩
軍
統
領
福
隆
安

が
右
翼
尉
を
帯
同
し
官
兵
を
統
率
し
て
消
火
し
た
が
、
二
二
間
半
を
延
焼
し
た
。
官
兵
と
は
右
翼
四
旗
の
八
旗
火
班

に
属
す
る
兵
士
で
あ
り
、
歩
軍
統
領
の
指
揮
下
で
火
災
鎮
火
に
従
事
し
た
）
（1
（

　。
両
翼
翼
尉
と
八
旗
官
兵
は
内
城
で
の

失
火
巡
邏
も
担
当
し
て
い
た
。
乾
隆
四
六
（
一
七
八
一
）
年
三
月
一
九
日
上
諭
で
、
三
月
上
旬
は
温
暖
で
水
も
あ
り

強
風
が
吹
く
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
乾
隆
帝
は
一
〇
日
の
間
に
閙
市
口
と
新
街
口
で
火
災
が
二
回
発
生
し
た
こ
と
を
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治
系
統
と
内
外
城
水
会
の
民
間
組
織
に
二
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
光
緒
～
宣
統
年
間
に
お
け
る
消
火
者
は
前
時
代

に
比
し
て
多
様
化
し
て
お
り
、
と
く
に
水
会
が
消
火
者
と
し
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
水
会
は
皇

城
・
内
城
・
外
城
の
三
空
間
で
消
火
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
消
防
隊
の
出
現
も
注
目
さ
れ
る
。
清
代
北
京
の

防
火
組
織
は
、
官
兵
・
官
員
か
ら
民
間
の
水
会
、
さ
ら
に
は
義
和
団
事
件
以
後
に
設
け
ら
れ
て
消
防
隊
・
巡
警
へ
と

変
遷
し
て
い
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　清
代
の
北
京
城
は
北
部
の
皇
城
が
所
在
す
る
内
城
と
南
部
の
外
城
か
ら
成
り
、
満
漢
分
居
政
策
が
実
行
さ
れ
て
い

た
。
内
城
は
満
人
を
主
と
す
る
八
旗
が
皇
城
の
周
囲
を
取
り
囲
ん
で
防
御
し
、
外
城
は
漢
人
を
主
と
し
て
回
族
等
が

居
住
し
て
い
た
。
内
城
と
外
城
は
東
西
南
北
中
の
五
城
に
区
分
さ
れ
、
五
城
―
一
〇
坊
（
各
城
坊
二
）
―
舗
と
い
う

行
政
区
分
で
あ
っ
た
が
、
坊
は
単
な
る
地
名
に
過
ぎ
な
か
っ
た
）
（（
（

　。
実
際
に
は
、
五
城
に
は
内
城
を
含
ま
ず
、
五
城

は
専
ら
外
城
の
み
を
指
す
地
名
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
五
城
の
行
政
と
治
安
維
持
は
、
都
察
院
―
五
城
巡
城
御
史
―

五
城
兵
馬
司
と
い
う
職
掌
で
管
理
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
機
構
が
治
安
維
持
や
貧
民
救
済
を
担
当
し
た
）
（1
（

　。
ま
た
、
北

京
城
の
警
察
機
構
と
し
て
、
歩
軍
統
領
衙
門
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
歩
軍
統
領
衙
門
は
城
壁
で
囲
ま
れ
た
内
外
城
内

の
み
を
管
轄
と
す
る
の
で
は
な
く
、
郊
区
に
ま
で
そ
の
管
轄
が
及
ん
で
い
た
）
（1
（

　。

　こ
れ
ら
各
城
の
治
安
維
持
機
構
は
北
京
の
消
防
を
担
当
し
て
い
た
。
順
治
初
年
（
一
六
四
〇
年
代
）
に
八
旗
内
に

火
班
が
八
処
設
け
ら
れ
た
。
各
処
の
火
班
は
満
蒙
漢
三
旗
の
都
統
な
い
し
は
副
都
統
一
名
、
参
領
以
下
の
官
一
〇

人
、
兵
八
〇
名
か
ら
構
成
さ
れ
、
八
処
で
計
七
二
八
名
で
あ
る
。
火
班
は
宿
直
し
失
火
が
あ
る
と
、
都
統
等
が
半
数

の
官
兵
四
〇
名
を
率
い
て
鎮
火
に
向
か
い
、
残
り
の
半
数
は
待
機
し
た
。
雍
正
八
（
一
七
三
〇
）
年
に
内
城
で
の
火

災
は
旗
分
に
応
じ
た
担
当
区
域
が
定
め
ら
れ
、
東
南
は
正
藍
旗
と
鑲
白
旗
、
西
南
は
鑲
藍
旗
と
鑲
紅
旗
、
東
北
は
鑲

黄
旗
と
正
白
旗
、
西
北
は
正
黄
旗
と
正
紅
旗
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当
し
、
皇
城
内
は
毎
翼
二
旗
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ

清代北京の官治消防と火災消火活動年表

8─ 177 ─



た
。
護
軍
は
失
火
を
発
見
す
る
と
、
近
く
の
八
旗
に
報
知
し
た
）
（1
（

　。
外
城
の
火
災
は
司
坊
が
甲
捕
に
消
火
器
具
を
持

た
せ
て
消
火
に
あ
た
っ
た
）
（1
（

　。
司
坊
を
監
督
す
る
の
は
都
察
院
下
の
中
東
西
南
北
各
城
の
巡
城
御
史
で
あ
り
、
消
火

は
巡
城
御
史
―
司
坊
―
甲
捕
と
い
う
系
統
で
あ
っ
た
。
城
外
の
消
火
は
、
康
熙
三
〇
（
一
六
九
二
）
年
に
歩
軍
統
領

衙
門
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
）
（1
（

　。
以
上
は
会
典
に
基
づ
く
考
察
で
あ
る
が
、
次
節
で
は
檔
案
（
奏
摺
）
を
用
い

て
消
火
活
動
を
考
察
す
る
。

　
　
　二

　乾
隆
―
道
光
年
間
の
内
外
城
火
災
と
官
治
消
防

　文
末
の
清
代
北
京
火
災
消
火
活
動
年
表
に
載
せ
た
康
熙
一
八
（
一
六
七
九
）
年
か
ら
道
光
二
三
（
一
八
四
三
）
年

ま
で
の
火
災
消
火
記
録
は
三
八
件
で
あ
る
。
城
分
は
皇
城
四
件
、
内
城
八
件
、
城
外
を
含
む
外
城
が
二
六
件
、
朝
代

別
で
は
乾
隆
年
間
が
二
二
件
と
最
多
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
内
城
と
外
城
の
事
例
を
考
察
す
る
。

　内
城
火
災
の
消
火
は
歩
軍
統
領
の
指
揮
下
で
行
わ
れ
て
い
た
。
乾
隆
一
八
（
一
七
五
三
）
年
九
月
一
日
に
内
城
阜

成
門
内
の
妙
応
寺
（
白
塔
寺
）
東
の
方
丈
寺
の
火
災
は
妙
応
寺
に
延
焼
し
た
が
、
歩
軍
統
領
舒
赫
徳
が
員
弁
を
率
い

て
消
火
し
、
工
部
左
侍
郎
德
爾
敏
も
官
員
と
匠
夫
を
率
い
て
消
火
に
あ
た
っ
た
）
（1
（

　。
乾
隆
四
一
（
一
七
七
六
）
年

一
二
月
五
日
夜
に
内
城
西
単
牌
楼
北
路
東
の
山
東
民
人
が
営
む
靴
舖
よ
り
出
火
し
た
火
災
で
は
、
歩
軍
統
領
福
隆
安

が
右
翼
尉
を
帯
同
し
官
兵
を
統
率
し
て
消
火
し
た
が
、
二
二
間
半
を
延
焼
し
た
。
官
兵
と
は
右
翼
四
旗
の
八
旗
火
班

に
属
す
る
兵
士
で
あ
り
、
歩
軍
統
領
の
指
揮
下
で
火
災
鎮
火
に
従
事
し
た
）
（1
（

　。
両
翼
翼
尉
と
八
旗
官
兵
は
内
城
で
の

失
火
巡
邏
も
担
当
し
て
い
た
。
乾
隆
四
六
（
一
七
八
一
）
年
三
月
一
九
日
上
諭
で
、
三
月
上
旬
は
温
暖
で
水
も
あ
り

強
風
が
吹
く
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
乾
隆
帝
は
一
〇
日
の
間
に
閙
市
口
と
新
街
口
で
火
災
が
二
回
発
生
し
た
こ
と
を
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　乾
隆
三
八
（
一
七
七
三
）
年
四
月
八
日
午
前
一
時
に
、
巡
視
中
城
監
察
御
史
豊
盛
額
は
吏
目
の
禀
報
で
中
城
深
溝

口
西
口
の
開
成
衣
鋪
の
爐
火
よ
り
の
失
火
を
知
り
、
司
坊
官
を
督
率
し
て
現
場
へ
赴
き
営
弁
と
と
も
に
鎮
火
し
た
。

被
害
は
旗
房
三
間
が
焼
失
、
取
壊
し
た
房
屋
は
一
間
で
あ
っ
た
。
本
火
災
は
南
城
に
延
焼
し
た
た
め
、
そ
の
詳
細
は

南
城
御
史
よ
り
上
奏
さ
れ
た
が
、
定
例
で
は
焼
失
房
屋
が
一
〇
間
に
満
た
な
い
案
件
は
奏
報
の
必
要
は
な
っ
た
）
11
（

　。

南
城
へ
の
延
焼
は
焼
失
房
屋
一
三
間
、
取
壊
し
房
屋
が
二
間
で
あ
り
、
巡
視
南
城
給
事
中
図
薩
布
は
本
件
を
皇
帝
に

奏
報
し
て
い
る
）
11
（

　。

　乾
隆
三
八
年
四
月
八
日
の
中
城
深
溝
口
西
口
開
成
衣
鋪
の
失
火
よ
り
、
巡
城
御
史
・
巡
城
給
事
中
が
火
災
案
件
を

奏
報
す
る
基
準
の
存
在
が
予
想
で
き
る
。
嘉
慶
年
間
と
道
光
年
間
の
事
例
を
考
察
し
た
い
。
嘉
慶
一
一（
一
八
〇
六
）

年
一
一
月
二
日
午
後
八
時
、
巡
視
中
城
御
史
図
翰
は
正
陽
門
外
打
磨
廠
北
路
北
の
沈
天
成
煙
袋
鋪
を
火
元
と
す
る
失

火
を
、
司
坊
官
役
及
び
営
員
兵
丁
等
と
鎮
火
し
、
被
害
は
焼
失
房
屋
三
九
間
、
取
壊
し
二
間
、
負
傷
者
は
な
し
で

あ
っ
た
。
巡
視
中
城
御
史
は
失
火
で
房
屋
一
一
間
以
上
が
焼
け
る
と
、
営
城
官
員
は
例
と
し
て
処
分
さ
れ
、
武
官
は

歩
軍
統
領
が
処
分
を
行
い
、
迅
速
に
鎮
火
し
な
か
っ
た
正
副
指
揮
は
請
旨
し
て
刑
部
で
議
処
さ
れ
る
と
述
べ
て
い

る
）
11
（

　。
ま
た
、
道
光
一
一
（
一
八
三
一
）
年
一
〇
月
に
中
城
御
史
の
覚
羅
明
奎
と
孫
善
宝
も
、
正
陽
門
外
布
巷
泰
布

店
失
火
の
鎮
火
報
告
の
奏
摺
に
お
い
て
、
例
と
し
て
失
火
一
一
間
以
上
の
地
方
文
武
官
は
処
分
さ
れ
る
と
し
、
鎮
火

に
尽
力
し
な
か
っ
た
吏
目
汪
淋
の
刑
部
で
の
議
処
を
請
旨
し
て
い
る
）
11
（

　。

　失
火
は
犯
罪
で
あ
り
、
自
己
の
房
屋
を
焼
い
た
者
は
笞
四
〇
、
官
民
の
房
屋
に
延
焼
さ
せ
た
者
は
笞
五
〇
、
人
身

を
致
傷
さ
せ
た
者
は
杖
一
〇
〇
が
科
さ
れ
た
。
康
熙
九
（
一
六
七
〇
）
年
の
議
准
で
は
、
官
員
が
管
轄
す
る
地
方
で

火
事
が
起
き
房
屋
を
延
焼
さ
せ
た
場
合
は
罰
棒
三
ヶ
月
、
公
文
書
と
倉
廒
に
延
焼
し
た
場
合
は
罰
棒
一
年
と
定
め
ら

れ
た
。
康
熙
一
五
（
一
六
七
六
）
年
に
は
、
紫
禁
城
内
・
倉
庫
・
壇
廟
で
は
喫
煙
は
許
さ
れ
ず
、
違
反
し
た
文
武
官
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問
題
視
し
、
左
右
翼
尉
と
官
兵
に
巡
邏
を
怠
た
ら
な
い
よ
う
に
命
じ
た
。
こ
の
上
諭
を
奉
じ
た
署
歩
軍
統
領
英
廉
は

京
城
内
外
の
巡
査
は
歩
軍
統
領
の
専
責
で
あ
り
、
今
後
は
左
右
両
翼
翼
尉
と
八
旗
官
兵
に
し
っ
か
り
と
巡
邏
さ
せ
る

と
覆
奏
し
て
い
る
）
（1
（

　。
内
城
の
巡
邏
に
よ
る
火
災
巡
視
と
消
火
は
、
歩
軍
統
領
の
専
責
で
あ
り
、
左
右
両
翼
翼
尉
と

八
旗
官
兵
が
担
当
し
て
い
た
。
歩
軍
統
領
と
両
翼
翼
尉
・
八
旗
官
兵
の
鎮
火
方
法
は
破
戒
消
火
を
主
と
し
て
い
た
。

乾
隆
五
五
（
一
七
九
〇
）
年
三
月
一
七
日
、
歩
軍
統
領
と
そ
の
官
員
・
両
翼
翼
尉
と
八
旗
官
兵
は
内
城
東
四
牌
楼
の

山
西
民
人
が
開
設
す
る
乾
果
鋪
の
失
火
を
消
火
し
た
が
、
房
屋
四
一
間
が
灰
燼
に
帰
し
た
。
消
火
の
際
に
官
房
五

間
・
民
房
五
間
・
柵
欄
一
座
が
取
り
壊
さ
れ
て
い
る
が
、
延
焼
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
で
あ
る
）
11
（

　。
清
代
北
京
火

災
消
火
活
動
年
表
の
康
熙
―
道
光
年
間
の
三
八
件
中
、
ほ
ぼ
半
数
の
一
八
件
が
破
壊
消
火
と
な
っ
て
い
る
。

　清
代
北
京
火
災
消
火
活
動
年
表
の
外
城
に
お
け
る
消
火
活
動
の
記
録
は
、
宣
武
門
・
前
門
（
正
陽
門
）・
崇
文
門

の
前
三
門
の
南
側
で
あ
る
三
門
外
に
限
ら
れ
、
そ
の
中
で
も
中
城
に
属
す
る
前
門
外
に
集
中
し
て
い
る
。
外
城
に
お

け
る
火
災
消
火
は
、
都
察
院
管
轄
下
の
巡
城
御
史
と
巡
城
給
事
中
が
吏
目
か
ら
の
火
災
発
生
報
知
を
受
け
、
司
坊
官

と
甲
捕
を
率
い
、
営
兵
も
動
員
し
て
鎮
火
に
あ
た
り
、
消
火
完
了
後
に
火
元
の
所
在
地
と
店
名
等
、
焼
失
し
た
房
屋

の
間
数
と
延
焼
間
数
、
及
び
延
焼
防
止
の
た
め
に
破
壊
し
た
房
屋
の
間
数
、
被
災
者
の
戸
数
を
上
奏
す
る
の
が
通
例

で
あ
る
。
具
体
的
な
火
災
案
件
を
提
示
し
て
議
論
し
よ
う
。
乾
隆
二
二
（
一
七
五
七
）
年
一
二
月
二
日
早
朝
、
巡
視

中
城
給
事
中
立
柱
は
兵
馬
指
揮
呉
承
信
か
ら
前
門
外
大
柵
欄
路
南
の
呉
大
絨
糸
舖
（
毛
糸
店
）
よ
り
出
火
し
た
と
の

禀
報
を
受
け
、
司
坊
と
甲
捕
人
役
を
率
同
し
て
現
場
に
駆
け
つ
け
、
弁
兵
と
協
同
し
て
鎮
火
し
た
。
被
災
は
焼
失
と

延
焼
し
た
舗
面
・
瓦
房
・
灰
棚
が
一
五
七
間
、
取
壊
し
た
房
屋
五
〇
間
と
甚
大
で
あ
っ
た
。
立
柱
は
巡
城
の
職
に
あ

る
自
身
と
当
該
地
域
の
司
坊
官
は
防
火
を
怠
り
、
失
火
延
焼
さ
せ
た
咎
が
あ
る
の
で
、
刑
部
で
の
取
調
べ
と
処
分

（
議
処
）
を
請
旨
し
た
）
1（
（

　。
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　乾
隆
三
八
（
一
七
七
三
）
年
四
月
八
日
午
前
一
時
に
、
巡
視
中
城
監
察
御
史
豊
盛
額
は
吏
目
の
禀
報
で
中
城
深
溝

口
西
口
の
開
成
衣
鋪
の
爐
火
よ
り
の
失
火
を
知
り
、
司
坊
官
を
督
率
し
て
現
場
へ
赴
き
営
弁
と
と
も
に
鎮
火
し
た
。

被
害
は
旗
房
三
間
が
焼
失
、
取
壊
し
た
房
屋
は
一
間
で
あ
っ
た
。
本
火
災
は
南
城
に
延
焼
し
た
た
め
、
そ
の
詳
細
は

南
城
御
史
よ
り
上
奏
さ
れ
た
が
、
定
例
で
は
焼
失
房
屋
が
一
〇
間
に
満
た
な
い
案
件
は
奏
報
の
必
要
は
な
っ
た
）
11
（

　。

南
城
へ
の
延
焼
は
焼
失
房
屋
一
三
間
、
取
壊
し
房
屋
が
二
間
で
あ
り
、
巡
視
南
城
給
事
中
図
薩
布
は
本
件
を
皇
帝
に

奏
報
し
て
い
る
）
11
（

　。

　乾
隆
三
八
年
四
月
八
日
の
中
城
深
溝
口
西
口
開
成
衣
鋪
の
失
火
よ
り
、
巡
城
御
史
・
巡
城
給
事
中
が
火
災
案
件
を

奏
報
す
る
基
準
の
存
在
が
予
想
で
き
る
。
嘉
慶
年
間
と
道
光
年
間
の
事
例
を
考
察
し
た
い
。
嘉
慶
一
一（
一
八
〇
六
）

年
一
一
月
二
日
午
後
八
時
、
巡
視
中
城
御
史
図
翰
は
正
陽
門
外
打
磨
廠
北
路
北
の
沈
天
成
煙
袋
鋪
を
火
元
と
す
る
失

火
を
、
司
坊
官
役
及
び
営
員
兵
丁
等
と
鎮
火
し
、
被
害
は
焼
失
房
屋
三
九
間
、
取
壊
し
二
間
、
負
傷
者
は
な
し
で

あ
っ
た
。
巡
視
中
城
御
史
は
失
火
で
房
屋
一
一
間
以
上
が
焼
け
る
と
、
営
城
官
員
は
例
と
し
て
処
分
さ
れ
、
武
官
は

歩
軍
統
領
が
処
分
を
行
い
、
迅
速
に
鎮
火
し
な
か
っ
た
正
副
指
揮
は
請
旨
し
て
刑
部
で
議
処
さ
れ
る
と
述
べ
て
い

る
）
11
（

　。
ま
た
、
道
光
一
一
（
一
八
三
一
）
年
一
〇
月
に
中
城
御
史
の
覚
羅
明
奎
と
孫
善
宝
も
、
正
陽
門
外
布
巷
泰
布

店
失
火
の
鎮
火
報
告
の
奏
摺
に
お
い
て
、
例
と
し
て
失
火
一
一
間
以
上
の
地
方
文
武
官
は
処
分
さ
れ
る
と
し
、
鎮
火

に
尽
力
し
な
か
っ
た
吏
目
汪
淋
の
刑
部
で
の
議
処
を
請
旨
し
て
い
る
）
11
（

　。

　失
火
は
犯
罪
で
あ
り
、
自
己
の
房
屋
を
焼
い
た
者
は
笞
四
〇
、
官
民
の
房
屋
に
延
焼
さ
せ
た
者
は
笞
五
〇
、
人
身

を
致
傷
さ
せ
た
者
は
杖
一
〇
〇
が
科
さ
れ
た
。
康
熙
九
（
一
六
七
〇
）
年
の
議
准
で
は
、
官
員
が
管
轄
す
る
地
方
で

火
事
が
起
き
房
屋
を
延
焼
さ
せ
た
場
合
は
罰
棒
三
ヶ
月
、
公
文
書
と
倉
廒
に
延
焼
し
た
場
合
は
罰
棒
一
年
と
定
め
ら

れ
た
。
康
熙
一
五
（
一
六
七
六
）
年
に
は
、
紫
禁
城
内
・
倉
庫
・
壇
廟
で
は
喫
煙
は
許
さ
れ
ず
、
違
反
し
た
文
武
官

堀　地　　　明
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御
史
は
前
三
門
の
関
廂
街
巷
は
各
地
か
ら
の
商
人
が
行
き
交
っ
て
お
り
、
水
缸
水
桶
を
増
設
す
る
と
、
街
道
の
交
通

を
阻
害
す
る
の
で
実
用
的
で
は
な
く
、
消
火
用
の
水
は
護
城
河
よ
り
取
水
し
運
搬
す
べ
き
と
、
呉
元
安
の
提
案
を
退

け
た
。
乾
隆
帝
は
歩
軍
統
領
の
議
に
従
い
、
各
家
の
門
首
に
水
桶
を
増
設
す
る
こ
と
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
）
11
（

　。

　道
光
二
三
（
一
八
四
三
）
年
一
一
月
二
〇
日
午
前
六
時
、
前
門
外
の
鮮
魚
口
小
橋
地
方
の
聚
興
号
乾
果
鋪
を
火
元

と
す
る
火
事
が
発
生
し
、
總
甲
よ
り
報
知
さ
れ
た
巡
視
中
城
御
史
が
吏
目
・
正
副
指
揮
と
と
も
に
火
事
場
へ
馳
せ
、

参
游
・
都
守
が
弁
兵
を
指
揮
し
て
消
火
し
た
が
、
鮮
魚
口
の
街
路
が
狭
隘
で
、
火
元
の
店
舗
が
十
字
路
に
面
し
て
い

た
た
め
、
周
囲
に
た
ち
ま
ち
延
焼
し
た
。
こ
の
火
災
の
消
火
で
は
井
戸
水
を
用
い
よ
う
と
し
た
が
、
東
南
に
あ
る
数

口
の
井
戸
は
火
に
阻
ま
れ
、
容
易
に
取
水
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
翌
日
の
午
前
四
時
に
よ
う
や
く
消
し
止
め
た
。
延

焼
房
屋
二
三
間
、
取
壊
し
た
房
屋
二
一
間
、
焼
死
者
一
名
と
い
う
被
害
で
あ
っ
た
）
11
（

　。
京
師
で
は
消
火
用
水
の
配
備

は
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
　
　三

　消
防
隊
の
創
設
と
消
火
活
動

　第
二
章
で
論
じ
た
清
代
の
官
治
消
防
組
織
が
大
き
く
改
編
さ
れ
る
の
は
、
義
和
団
事
件
以
後
の
こ
と
で
あ
り
、
八

国
連
合
軍
、
と
り
わ
け
て
も
日
本
陸
軍
の
北
京
占
領
統
治
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
。
本
章
で
は
、
京
師
に
お
け
る

消
防
隊
の
創
設
と
そ
の
消
防
活
動
に
つ
い
て
論
じ
る
。
光
緒
二
六
（
一
九
〇
〇
）
年
七
月
、
日
本
軍
は
占
領
地
域
の

治
安
維
持
の
た
め
に
軍
事
警
察
衙
門
を
設
立
し
、
こ
れ
が
北
京
の
西
洋
式
警
察
で
あ
る
巡
警
の
母
体
と
な
っ
た
。
こ

こ
で
は
、
や
や
煩
瑣
で
あ
る
が
清
末
北
京
に
お
け
る
警
察
機
構
の
変
遷
を
記
す
。
光
緒
二
七
（
一
九
〇
一
）
年
八
月

に
義
和
団
事
件
の
和
議
が
成
立
す
る
と
、
慶
親
王
は
軍
事
警
察
衙
門
を
改
め
、
善
後
協
巡
総
局
を
設
置
し
た
。
翌
光

堀　地　　　明
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員
は
革
職
、
旗
下
人
は
枷
号
二
ヶ
月
と
鞭
一
〇
〇
、
民
人
は
責
四
〇
板
、
流
三
千
里
と
さ
れ
た
。
一
一
間
以
上
の
規

定
は
康
熙
二
二
（
一
六
八
三
）
年
に
議
定
さ
れ
て
い
る
。
五
城
巡
捕
営
に
属
す
る
地
方
、
す
な
わ
ち
外
城
の
失
火
延

焼
が
一
一
間
か
ら
三
〇
間
の
場
合
、
吏
目
・
守
備
は
罰
棒
九
ヶ
月
、
兵
馬
指
揮
・
参
将
・
遊
撃
は
罰
棒
六
ヶ
月
、
巡

城
御
史
は
罰
棒
三
ヶ
月
と
さ
れ
、
三
一
間
以
上
は
科
罪
が
加
増
さ
れ
た
。
罰
棒
の
期
間
は
吏
目
・
守
備
が
最
長
で
、

巡
城
御
史
が
最
も
短
く
、
現
場
を
担
当
す
る
官
吏
ほ
ど
責
任
が
重
く
問
わ
れ
た
。
康
熙
二
三
（
一
六
八
四
）
年
の
議

准
で
は
、
二
〇
〇
間
以
上
、
四
〇
〇
間
以
上
、
六
〇
〇
間
以
上
へ
の
科
罪
と
し
て
降
級
が
規
定
さ
れ
て
い
る
）
11
（

　。
火

災
と
消
火
活
動
を
記
録
し
た
奏
摺
が
新
聞
記
事
に
比
し
て
少
な
い
理
由
は
、
房
屋
の
焼
失
延
焼
間
数
一
〇
間
が
科
刑

の
基
準
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
た
と
え
火
災
が
発
生
し
た
と
し
て
も
、
直
ち
に
鎮
火
さ
れ
、
被
害
が
一
〇
間
以
下

で
あ
れ
ば
奏
摺
で
報
告
し
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
新
聞
記
事
に
は
こ
の
よ
う
な
基
準
が
な
い
た
め
、
奏
摺
よ
り
も
多

く
の
火
災
が
記
録
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
実
際
の
火
災
は
奏
摺
の
記
録
よ
り
も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　奏
摺
の
火
災
記
録
は
科
罪
認
定
の
た
め
の
記
録
で
あ
り
、
消
火
活
動
や
防
火
設
備
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
記
録
は

多
く
な
い
が
、
以
下
に
考
察
す
る
事
例
は
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
京
師
で
水
桶
・
水
銃
・
鈎
鐮
・
麻
搭
な
ど
の
消
火

機
具
が
設
置
さ
れ
て
い
た
の
を
最
も
古
く
確
認
で
き
る
の
は
雍
正
六
（
一
七
二
八
）
年
で
あ
る
。
こ
の
年
の
正
月
の

上
諭
に
お
い
て
、
雍
正
帝
は
各
省
城
に
対
し
て
京
師
に
な
ら
い
救
火
器
具
を
設
置
し
防
火
に
つ
と
め
、
各
衙
門
に
水

桶
・
水
銃
・
鈎
鐮
・
麻
搭
を
備
置
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
）
11
（

　。
乾
隆
六
（
一
七
四
一
）
年
に
前
門
外
の
大
柵
欄
で

ア
ン
ペ
ラ
小
屋
の
戯
館
が
火
元
に
な
っ
て
一
帯
が
灰
燼
に
帰
す
大
火
災
が
発
生
し
た
。
消
火
が
遅
れ
た
要
因
は
消
火

用
の
水
缸
・
水
桶
は
設
置
し
て
あ
る
も
の
の
、
井
戸
が
少
な
く
消
火
水
が
不
足
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
兵

科
給
事
中
呉
元
安
は
五
城
居
民
の
各
家
門
首
に
消
火
用
の
水
桶
を
設
置
し
、
防
火
の
一
助
と
す
る
こ
と
を
乾
隆
帝
に

提
案
し
た
。
乾
隆
帝
は
歩
軍
統
領
と
五
城
巡
城
が
「
妥
議
具
奏
」
せ
よ
と
の
上
諭
を
下
し
た
）
11
（

　。
歩
軍
統
領
と
五
城
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御
史
は
前
三
門
の
関
廂
街
巷
は
各
地
か
ら
の
商
人
が
行
き
交
っ
て
お
り
、
水
缸
水
桶
を
増
設
す
る
と
、
街
道
の
交
通

を
阻
害
す
る
の
で
実
用
的
で
は
な
く
、
消
火
用
の
水
は
護
城
河
よ
り
取
水
し
運
搬
す
べ
き
と
、
呉
元
安
の
提
案
を
退

け
た
。
乾
隆
帝
は
歩
軍
統
領
の
議
に
従
い
、
各
家
の
門
首
に
水
桶
を
増
設
す
る
こ
と
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
）
11
（

　。

　道
光
二
三
（
一
八
四
三
）
年
一
一
月
二
〇
日
午
前
六
時
、
前
門
外
の
鮮
魚
口
小
橋
地
方
の
聚
興
号
乾
果
鋪
を
火
元

と
す
る
火
事
が
発
生
し
、
總
甲
よ
り
報
知
さ
れ
た
巡
視
中
城
御
史
が
吏
目
・
正
副
指
揮
と
と
も
に
火
事
場
へ
馳
せ
、

参
游
・
都
守
が
弁
兵
を
指
揮
し
て
消
火
し
た
が
、
鮮
魚
口
の
街
路
が
狭
隘
で
、
火
元
の
店
舗
が
十
字
路
に
面
し
て
い

た
た
め
、
周
囲
に
た
ち
ま
ち
延
焼
し
た
。
こ
の
火
災
の
消
火
で
は
井
戸
水
を
用
い
よ
う
と
し
た
が
、
東
南
に
あ
る
数

口
の
井
戸
は
火
に
阻
ま
れ
、
容
易
に
取
水
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
翌
日
の
午
前
四
時
に
よ
う
や
く
消
し
止
め
た
。
延

焼
房
屋
二
三
間
、
取
壊
し
た
房
屋
二
一
間
、
焼
死
者
一
名
と
い
う
被
害
で
あ
っ
た
）
11
（

　。
京
師
で
は
消
火
用
水
の
配
備

は
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
　
　三

　消
防
隊
の
創
設
と
消
火
活
動

　第
二
章
で
論
じ
た
清
代
の
官
治
消
防
組
織
が
大
き
く
改
編
さ
れ
る
の
は
、
義
和
団
事
件
以
後
の
こ
と
で
あ
り
、
八

国
連
合
軍
、
と
り
わ
け
て
も
日
本
陸
軍
の
北
京
占
領
統
治
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
。
本
章
で
は
、
京
師
に
お
け
る

消
防
隊
の
創
設
と
そ
の
消
防
活
動
に
つ
い
て
論
じ
る
。
光
緒
二
六
（
一
九
〇
〇
）
年
七
月
、
日
本
軍
は
占
領
地
域
の

治
安
維
持
の
た
め
に
軍
事
警
察
衙
門
を
設
立
し
、
こ
れ
が
北
京
の
西
洋
式
警
察
で
あ
る
巡
警
の
母
体
と
な
っ
た
。
こ

こ
で
は
、
や
や
煩
瑣
で
あ
る
が
清
末
北
京
に
お
け
る
警
察
機
構
の
変
遷
を
記
す
。
光
緒
二
七
（
一
九
〇
一
）
年
八
月

に
義
和
団
事
件
の
和
議
が
成
立
す
る
と
、
慶
親
王
は
軍
事
警
察
衙
門
を
改
め
、
善
後
協
巡
総
局
を
設
置
し
た
。
翌
光
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に
消
防
隊
は
巡
警
部
管
轄
下
の
組
織
と
な
り
、
翌
光
緒
三
二
（
一
九
〇
六
）
年
に
消
防
公
所
に
改
め
ら
れ
、
民
国
二

（
一
九
一
四
）
年
二
月
に
京
師
警
察
庁
の
下
で
消
防
公
処
と
な
り
、
民
国
三
（
一
九
一
五
）
年
一
〇
月
に
消
防
公
所

は
兵
士
六
九
〇
人
を
六
つ
の
消
防
分
隊
に
編
設
し
た
）
11
（

　。
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
架
蔵
の
巡
警
部
檔
案
を
用
い
た
江

衛
社
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
消
防
隊
は
警
務
学
堂
内
に
設
け
ら
れ
日
本
人
教
習
よ
り
教
育
を
受
け
、
消
火
活
動
の
み
な

ら
ず
、
巡
邏
・
捕
盗
・
保
衛
等
の
治
安
警
察
業
務
に
も
従
事
し
、
日
々
の
業
務
報
告
や
日
常
勤
務
の
管
理
が
非
常
に

厳
格
で
あ
っ
た
）
11
（

　。
江
衛
社
の
研
究
は
消
防
隊
の
教
育
と
治
安
警
察
業
務
を
論
じ
る
も
の
の
、
本
来
の
任
務
で
あ
る

消
防
に
関
す
る
言
及
は
少
な
い
。
先
人
の
研
究
に
よ
り
、
北
京
の
消
防
隊
が
巡
警
の
付
属
組
織
で
あ
り
、
そ
の
組
織

的
変
遷
は
理
解
で
き
る
が
、
そ
の
成
立
と
消
防
科
の
教
授
内
容
、
組
織
と
隊
員
数
、
消
火
活
動
等
は
不
明
で
あ
り
、

詳
し
く
考
察
を
加
え
た
い
。

　光
緒
二
九
（
一
九
〇
三
）
年
三
月
、
北
京
の
消
防
隊
が
警
務
学
堂
内
に
創
設
さ
れ
た
。
消
防
隊
は
有
事
に
対
応
可

能
な
日
本
式
の
軍
隊
組
織
で
あ
り
、
巡
警
に
属
す
る
機
構
で
あ
っ
た
。
消
防
隊
の
全
隊
員
数
は
一
二
五
名
、
一
中
隊

を
編
成
し
、
中
隊
の
下
に
三
つ
の
小
隊
が
配
置
さ
れ
、
各
小
隊
は
小
隊
長
一
名
、
分
隊
長
五
名
、
喇
叭
手
二
名
、
消

防
兵
三
三
名
で
構
成
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
以
外
に
、
中
隊
長
一
、
分
隊
総
長
一
、
機
械
工
一
、
医
生
一
が
配
属
さ
れ
、

消
防
隊
員
は
全
て
警
務
学
堂
内
の
兵
舎
に
起
臥
し
た
。
機
械
工
と
医
生
以
外
の
隊
員
は
警
務
学
堂
の
卒
業
生
で
あ

り
、
小
隊
長
・
分
隊
総
長
・
分
隊
長
兵
は
現
職
の
巡
警
・
巡
捕
長
・
巡
捕
等
か
ら
、
体
格
・
読
書
・
作
文
・
口
述
等

の
試
験
に
よ
り
順
次
選
抜
採
用
し
任
用
さ
れ
た
。
警
務
学
堂
消
防
科
の
在
学
期
間
は
三
年
で
あ
り
、
軍
事
教
練
科
目

と
消
防
教
育
科
目
を
修
め
た
。
前
者
は
学
科
一
一
科
目
、
術
科
一
二
科
目
、
後
者
は
表
五
に
一
覧
に
し
た
。
全
三
期

（
三
年
間
）
で
一
六
科
目
、
消
防
科
心
得
か
ら
始
ま
り
、
消
防
と
警
察
に
関
連
す
る
学
科
、
及
び
喞
筒
の
操
作
法
・

消
防
器
具
操
作
法
と
い
っ
た
実
技
を
修
め
る
。
日
本
人
が
教
習
を
務
め
て
い
る
た
め
、
日
本
の
消
防
諸
規
則
・
消
防

堀　地　　　明
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緒
二
八
（
一
九
〇
二
）
年
正
月
に
善
後
協
巡
総
局
は
工
巡
総
局
に
改
組
さ
れ
た
。
光
緒
三
一
（
一
九
〇
五
）
年
に
全

国
の
警
察
行
政
を
司
る
巡
警
部
が
設
置
さ
れ
、
内
城
と
外
城
の
工
巡
総
局
は
巡
警
部
に
隷
属
し
、
五
城
の
司
坊
を
外

城
工
巡
総
局
に
改
め
、
司
坊
を
巡
長
に
、
練
勇
を
巡
捕
と
し
、
清
初
以
来
の
五
城
巡
城
御
史
と
司
坊
官
は
廃
止
さ
れ

た
。
光
緒
三
一
年
一
二
月
に
巡
警
部
は
内
外
城
工
巡
総
局
を
内
外
城
巡
警
総
庁
に
改
編
し
た
。
警
察
管
轄
区
が
定
め

ら
れ
、
内
城
巡
警
総
庁
―
分
庁
五
（
東
西
南
北
中
）
―
分
区
二
六
（
中
分
庁
に
六
区
、
東
西
南
北
分
庁
に
各
五
区
が

隷
属
）
―
巡
警
分
所
、
外
城
は
巡
警
総
庁
―
分
庁
四
（
東
西
南
北
）
―
分
区
二
〇
（
東
西
両
分
庁
は
六
区
、
南
北
両

分
庁
は
各
四
区
が
隷
属
）
―
巡
警
分
所
と
な
っ
た
。
光
緒
三
二
（
一
九
〇
六
）
年
九
月
に
巡
警
部
は
民
政
部
に
改
組

さ
れ
、
警
察
行
政
は
民
政
部
の
所
管
と
な
っ
た
。
光
緒
三
四
（
一
九
〇
八
）
年
三
月
、
民
政
部
は
庁
区
の
合
併
を
行

い
、
内
城
巡
警
総
庁
―
三
分
庁
（
左
右
中
）
―
一
三
区
（
中
分
庁
三
区
、
左
右
両
庁
各
五
区
）、
外
城
巡
警
総
庁
―

左
右
二
分
庁
―
一
〇
区
（
左
右
両
分
庁
各
五
区
）
と
、
区
数
は
半
減
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
宣
統
元
（
一
九
〇
九
）
年

正
月
に
民
政
部
は
分
庁
を
廃
止
し
、
内
外
城
巡
警
総
庁
―
区
（
内
城
一
三
、
外
城
一
〇
）
と
い
う
警
察
区
が
定
め
ら

れ
、
同
年
八
月
に
は
、
内
城
二
〇
四
、
外
城
一
三
六
の
派
出
所
が
廃
止
さ
れ
た
。
宣
統
二
（
一
九
一
〇
）
年
九
月
に

内
城
の
一
三
区
は
一
〇
区
（
中
一
～
二
区
・
左
一
～
四
区
、
右
一
～
四
区
）
と
な
っ
た
。
下
記
の
記
述
に
お
け
る
巡

警
の
庁
区
と
は
上
述
の
警
察
管
轄
区
を
指
し
て
い
る
）
1（
（

　。

　義
和
団
事
件
以
後
の
光
緒
二
七
（
一
九
〇
一
）
年
、
北
京
に
は
、
日
本
の
軍
事
警
察
衙
門
の
警
察
教
育
組
織
で
あ

る
警
務
教
育
所
を
改
編
し
、
巡
警
と
そ
の
幹
部
を
養
成
す
る
警
務
学
堂
が
設
け
ら
れ
、
日
本
人
の
川
島
浪
速
が
教
習

と
し
て
警
務
学
堂
を
監
督
し
た
）
11
（

　。
光
緒
二
九
（
一
九
〇
三
）
年
七
月
、
警
務
学
堂
に
消
防
科
が
付
設
さ
れ
、
巡
警

長
を
選
抜
し
て
訓
練
を
施
し
、
消
防
科
の
畢
業
生
を
消
防
隊
に
編
制
し
た
。
日
本
人
が
消
防
科
の
教
習
な
り
、
消
防

技
術
を
教
授
し
た
。
新
設
の
消
防
隊
は
警
務
学
堂
に
付
属
し
た
軍
隊
組
織
で
あ
っ
た
。
光
緒
三
一
（
一
九
〇
五
）
年

清代北京の官治消防と火災消火活動年表
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に
消
防
隊
は
巡
警
部
管
轄
下
の
組
織
と
な
り
、
翌
光
緒
三
二
（
一
九
〇
六
）
年
に
消
防
公
所
に
改
め
ら
れ
、
民
国
二

（
一
九
一
四
）
年
二
月
に
京
師
警
察
庁
の
下
で
消
防
公
処
と
な
り
、
民
国
三
（
一
九
一
五
）
年
一
〇
月
に
消
防
公
所

は
兵
士
六
九
〇
人
を
六
つ
の
消
防
分
隊
に
編
設
し
た
）
11
（

　。
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
架
蔵
の
巡
警
部
檔
案
を
用
い
た
江

衛
社
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
消
防
隊
は
警
務
学
堂
内
に
設
け
ら
れ
日
本
人
教
習
よ
り
教
育
を
受
け
、
消
火
活
動
の
み
な

ら
ず
、
巡
邏
・
捕
盗
・
保
衛
等
の
治
安
警
察
業
務
に
も
従
事
し
、
日
々
の
業
務
報
告
や
日
常
勤
務
の
管
理
が
非
常
に

厳
格
で
あ
っ
た
）
11
（

　。
江
衛
社
の
研
究
は
消
防
隊
の
教
育
と
治
安
警
察
業
務
を
論
じ
る
も
の
の
、
本
来
の
任
務
で
あ
る

消
防
に
関
す
る
言
及
は
少
な
い
。
先
人
の
研
究
に
よ
り
、
北
京
の
消
防
隊
が
巡
警
の
付
属
組
織
で
あ
り
、
そ
の
組
織

的
変
遷
は
理
解
で
き
る
が
、
そ
の
成
立
と
消
防
科
の
教
授
内
容
、
組
織
と
隊
員
数
、
消
火
活
動
等
は
不
明
で
あ
り
、

詳
し
く
考
察
を
加
え
た
い
。

　光
緒
二
九
（
一
九
〇
三
）
年
三
月
、
北
京
の
消
防
隊
が
警
務
学
堂
内
に
創
設
さ
れ
た
。
消
防
隊
は
有
事
に
対
応
可

能
な
日
本
式
の
軍
隊
組
織
で
あ
り
、
巡
警
に
属
す
る
機
構
で
あ
っ
た
。
消
防
隊
の
全
隊
員
数
は
一
二
五
名
、
一
中
隊

を
編
成
し
、
中
隊
の
下
に
三
つ
の
小
隊
が
配
置
さ
れ
、
各
小
隊
は
小
隊
長
一
名
、
分
隊
長
五
名
、
喇
叭
手
二
名
、
消

防
兵
三
三
名
で
構
成
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
以
外
に
、
中
隊
長
一
、
分
隊
総
長
一
、
機
械
工
一
、
医
生
一
が
配
属
さ
れ
、

消
防
隊
員
は
全
て
警
務
学
堂
内
の
兵
舎
に
起
臥
し
た
。
機
械
工
と
医
生
以
外
の
隊
員
は
警
務
学
堂
の
卒
業
生
で
あ

り
、
小
隊
長
・
分
隊
総
長
・
分
隊
長
兵
は
現
職
の
巡
警
・
巡
捕
長
・
巡
捕
等
か
ら
、
体
格
・
読
書
・
作
文
・
口
述
等

の
試
験
に
よ
り
順
次
選
抜
採
用
し
任
用
さ
れ
た
。
警
務
学
堂
消
防
科
の
在
学
期
間
は
三
年
で
あ
り
、
軍
事
教
練
科
目

と
消
防
教
育
科
目
を
修
め
た
。
前
者
は
学
科
一
一
科
目
、
術
科
一
二
科
目
、
後
者
は
表
五
に
一
覧
に
し
た
。
全
三
期

（
三
年
間
）
で
一
六
科
目
、
消
防
科
心
得
か
ら
始
ま
り
、
消
防
と
警
察
に
関
連
す
る
学
科
、
及
び
喞
筒
の
操
作
法
・

消
防
器
具
操
作
法
と
い
っ
た
実
技
を
修
め
る
。
日
本
人
が
教
習
を
務
め
て
い
る
た
め
、
日
本
の
消
防
諸
規
則
・
消
防
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（
単
価
合
銀
三
両
、
以
下
同
）
一
〇
台
・
火
鈎
（
銀
七
銭
）・
大
水
桶
（
銀
七
銭
）
六
・
小
水
桶
（
銀
七
銭
）
二
〇
・

扁
担
（
銀
三
銭
）
一
〇
、
費
用
計
五
九
両
二
銭
で
消
防
器
具
を
購
入
し
て
い
る
。
ま
た
、
喞
筒
三
架
を
天
津
に
お
い

て
日
本
商
人
加
藤
洋
行
か
ら
購
入
し
て
い
る
）
11
（

　。
宣
統
二
（
一
九
一
〇
）
年
に
京
師
内
外
城
に
水
龍
頭
（
水
道
蛇

口
）
が
設
け
ら
れ
、
自
来
水
（
水
道
水
）
の
供
給
が
開
始
さ
れ
る
と
、
消
防
公
所
は
大
小
四
台
の
四
輪
車
蒸
気
激
筒

（
四
輪
車
蒸
気
消
火
ポ
ン
プ
）
を
市
原
喞
筒
製
造
所
よ
り
購
入
し
た
。
蒸
気
激
筒
は
排
煙
を
あ
げ
な
が
ら
、
大
火
の

消
火
で
活
躍
し
た
）
11
（

　。

　宣
統
三
（
一
九
一
一
）
年
の
辛
亥
革
命
後
に
、
民
政
部
は
火
災
予
防
の
た
め
消
防
隊
に
対
し
て
、
内
城
と
外
城
に

望
火
台
一
〇
ヶ
所
を
新
設
し
、
警
鐘
を
増
設
す
る
よ
う
に
命
じ
た
）
11
（

　。
管
見
の
限
り
、
最
も
早
い
望
火
台
の
建
設
計

画
は
宣
統
三
（
一
九
一
一
）
年
二
月
の
西
四
牌
楼
に
設
置
が
計
画
さ
れ
た
望
火
台
で
あ
り
、
高
さ
四
丈
五
尺

（
一
三
・
五
メ
ー
ト
ル
）
で
西
城
一
帯
を
見
渡
す
こ
と
が
可
能
で
、
費
用
は
銀
二
九
〇
両
、
宣
統
三
年
一
〇
月
の
記
録

か
ら
設
置
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
）
11
（

　。
民
国
五
（
一
九
一
六
）
年
に
は
、
警
鐘
台
は
絨
糸
胡
同
（
皇
城
内
を
監
視
）・

東
四
牌
楼
（
内
城
東
半
部
）・
西
四
牌
楼
（
内
城
西
半
分
）・
崇
文
門
外
橄
欖
市
（
外
城
東
半
部
）・
宣
武
門
外
五
道

廟
（
外
城
西
半
分
）
の
五
ヶ
所
に
設
置
さ
れ
て
い
た
）
1（
（

　。

　中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
が
架
蔵
す
る
巡
警
部
の
光
緒
三
二
（
一
九
〇
六
）
年
八
月
の
檔
案
に
よ
る
と
、
消
防
隊
の

官
制
は
消
防
隊
統
帯
官
一
名
が
責
任
者
、
幇
帯
官
一
名
が
補
佐
、
以
下
は
隊
長
・
分
隊
長
・
隊
兵
一
八
三
名
で
分
任

巡
邏
し
て
い
る
と
記
さ
れ
、
消
防
隊
の
隊
長
は
消
防
隊
統
帯
官
と
称
さ
れ
た
）
11
（

　。
巡
警
部
檔
案
に
は
、
版
心
に
「
警

務
学
堂
消
防
隊
」
と
記
さ
れ
た
用
箋
に
隊
長
を
含
む
消
防
隊
員
四
七
名
の
氏
名
・
年
齢
・
旗
分
と
階
級
が
記
さ
れ
た

消
防
隊
員
履
歴
冊
と
も
い
う
べ
き
檔
冊
が
あ
る
。
入
隊
時
期
は
光
緒
二
九
（
一
九
〇
三
）
年
七
月
一
六
日
が
四
二

名
、
光
緒
三
〇
年
が
四
名
、
光
緒
三
一
年
が
一
名
で
あ
り
、
消
防
隊
創
設
期
の
隊
員
の
出
自
が
判
明
す
る
。
年
齢
は

堀　地　　　明
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組
織
・
日
本
語
も
含
ま
れ
て
い
る
。
警
務
学
堂
監
督
で
あ
る
川
島
浪
速
は
消

防
隊
を
管
理
し
て
い
た
が
、
光
緒
三
二
（
一
九
〇
六
）
年
に
巡
警
部
が
消
防

隊
を
直
接
管
理
す
る
よ
う
に
な
り
、
光
緒
三
二
年
四
月
二
四
日
に
消
防
隊
は

皇
城
西
安
門
に
移
転
し
た
）
11
（

　。

　光
緒
三
〇
（
一
九
〇
四
）
年
、
日
露
戦
争
勃
発
に
よ
る
城
内
警
衛
た
め
、

消
防
隊
は
一
〇
日
ず
つ
輪
番
で
東
華
門
内
と
崇
文
門
内
に
一
個
小
隊
を
配
置

し
、
各
小
隊
は
警
務
学
堂
内
留
宿
が
毎
月
一
〇
日
以
内
に
過
ぎ
ず
、
学
科
の

学
習
が
遅
れ
、
第
二
期
（
第
二
年
目
）
は
光
緒
三
一
年
（
一
九
〇
五
）
三
月

よ
り
始
業
と
な
っ
た
。
消
防
隊
員
の
賞
罰
は
警
務
学
堂
監
督
川
島
浪
速
の
権

限
で
行
わ
れ
、
免
官
処
分
の
案
件
は
工
巡
総
局
に
処
理
が
委
譲
さ
れ
た
。
消

防
隊
員
の
俸
給
と
衣
帽
・
靴
・
銃
器
等
は
工
巡
局
よ
り
支
給
さ
れ
、
兵
舎
費

は
警
務
学
堂
が
負
担
し
た
。
消
防
隊
の
最
初
の
消
火
出
動
は
、
光
緒
三
〇

（
一
九
〇
四
）
年
二
月
六
日
の
東
四
牌
楼
南
徳
順
興
の
失
火
で
あ
る
が
、
光

緒
三
〇
年
二
月
～
三
一
年
二
月
の
消
火
出
動
は
実
習
的
な
も
の
で
、
厳
密
な

出
動
区
域
は
未
定
で
あ
り
、
出
火
地
の
遠
近
と
そ
の
様
子
に
よ
り
出
動
す
る

か
否
か
を
決
め
る
と
い
う
臨
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
消
防
器
具
は
消
防
隊

創
立
時
に
、
警
務
学
堂
が
日
本
の
警
視
庁
に
依
頼
し
、
消
防
署
監
督
下
で
東

京
の
市
原
喞
筒
製
造
所
製
作
の
器
具
を
購
入
し
た
）
11
（

　。

　よ
り
詳
し
く
は
、
光
緒
三
三
（
一
九
〇
七
）
年
に
消
防
隊
は
頭
号
器
筒

表 5．北京警務学堂における消防隊の消防教育科目
第 1期 ①消防官吏心得　②消防操科　③ドイツ式喞筒消防操典　④日本型

消防諸規則　⑤消防実務法方　⑥火炎警察学
第 2期 ①日本消防組織とフランス ･パリ消防事務組織の対比　②警察法理��

③国際警察法大要　④日本語
第 3期 ①建築警察と火災警察との関係　②交通警察と消防との関係　③蒸

気機関取扱方法　④消防署の構造方法と各国消防器具の種類、その
効果説明　�⑤行政上の救済手段　⑥日本語

清国駐屯司令部『北京誌』（博文堂、1908）384 ～ 386 頁より作成。

清代北京の官治消防と火災消火活動年表
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（
単
価
合
銀
三
両
、
以
下
同
）
一
〇
台
・
火
鈎
（
銀
七
銭
）・
大
水
桶
（
銀
七
銭
）
六
・
小
水
桶
（
銀
七
銭
）
二
〇
・

扁
担
（
銀
三
銭
）
一
〇
、
費
用
計
五
九
両
二
銭
で
消
防
器
具
を
購
入
し
て
い
る
。
ま
た
、
喞
筒
三
架
を
天
津
に
お
い

て
日
本
商
人
加
藤
洋
行
か
ら
購
入
し
て
い
る
）
11
（

　。
宣
統
二
（
一
九
一
〇
）
年
に
京
師
内
外
城
に
水
龍
頭
（
水
道
蛇

口
）
が
設
け
ら
れ
、
自
来
水
（
水
道
水
）
の
供
給
が
開
始
さ
れ
る
と
、
消
防
公
所
は
大
小
四
台
の
四
輪
車
蒸
気
激
筒

（
四
輪
車
蒸
気
消
火
ポ
ン
プ
）
を
市
原
喞
筒
製
造
所
よ
り
購
入
し
た
。
蒸
気
激
筒
は
排
煙
を
あ
げ
な
が
ら
、
大
火
の

消
火
で
活
躍
し
た
）
11
（

　。

　宣
統
三
（
一
九
一
一
）
年
の
辛
亥
革
命
後
に
、
民
政
部
は
火
災
予
防
の
た
め
消
防
隊
に
対
し
て
、
内
城
と
外
城
に

望
火
台
一
〇
ヶ
所
を
新
設
し
、
警
鐘
を
増
設
す
る
よ
う
に
命
じ
た
）
11
（

　。
管
見
の
限
り
、
最
も
早
い
望
火
台
の
建
設
計

画
は
宣
統
三
（
一
九
一
一
）
年
二
月
の
西
四
牌
楼
に
設
置
が
計
画
さ
れ
た
望
火
台
で
あ
り
、
高
さ
四
丈
五
尺

（
一
三
・
五
メ
ー
ト
ル
）
で
西
城
一
帯
を
見
渡
す
こ
と
が
可
能
で
、
費
用
は
銀
二
九
〇
両
、
宣
統
三
年
一
〇
月
の
記
録

か
ら
設
置
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
）
11
（

　。
民
国
五
（
一
九
一
六
）
年
に
は
、
警
鐘
台
は
絨
糸
胡
同
（
皇
城
内
を
監
視
）・

東
四
牌
楼
（
内
城
東
半
部
）・
西
四
牌
楼
（
内
城
西
半
分
）・
崇
文
門
外
橄
欖
市
（
外
城
東
半
部
）・
宣
武
門
外
五
道

廟
（
外
城
西
半
分
）
の
五
ヶ
所
に
設
置
さ
れ
て
い
た
）
1（
（

　。

　中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
が
架
蔵
す
る
巡
警
部
の
光
緒
三
二
（
一
九
〇
六
）
年
八
月
の
檔
案
に
よ
る
と
、
消
防
隊
の

官
制
は
消
防
隊
統
帯
官
一
名
が
責
任
者
、
幇
帯
官
一
名
が
補
佐
、
以
下
は
隊
長
・
分
隊
長
・
隊
兵
一
八
三
名
で
分
任

巡
邏
し
て
い
る
と
記
さ
れ
、
消
防
隊
の
隊
長
は
消
防
隊
統
帯
官
と
称
さ
れ
た
）
11
（

　。
巡
警
部
檔
案
に
は
、
版
心
に
「
警

務
学
堂
消
防
隊
」
と
記
さ
れ
た
用
箋
に
隊
長
を
含
む
消
防
隊
員
四
七
名
の
氏
名
・
年
齢
・
旗
分
と
階
級
が
記
さ
れ
た

消
防
隊
員
履
歴
冊
と
も
い
う
べ
き
檔
冊
が
あ
る
。
入
隊
時
期
は
光
緒
二
九
（
一
九
〇
三
）
年
七
月
一
六
日
が
四
二

名
、
光
緒
三
〇
年
が
四
名
、
光
緒
三
一
年
が
一
名
で
あ
り
、
消
防
隊
創
設
期
の
隊
員
の
出
自
が
判
明
す
る
。
年
齢
は

堀　地　　　明
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（
一
九
〇
三
年
四
月
着
任
、
一
九
〇
八
年
離
任
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
染
川
は
『
火
災
予
防
と
消
防
』（
消
防
新

聞
社
、
一
九
一
八
、
東
京
）
と
い
う
著
作
が
あ
る
近
代
的
消
防
の
専
門
家
で
あ
る
）
11
（

　。
こ
れ
よ
り
、
清
末
北
京
に
お

け
る
専
門
的
な
消
防
組
織
は
日
本
の
近
代
消
防
組
織
が
模
範
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
相
違
な
か
ろ
う
。

　光
緒
三
二
（
一
九
〇
六
）
年
、
消
防
隊
幇
統
官
英
普
は
消
防
隊
の
拡
充
を
求
め
る
禀
文
を
巡
警
部
尚
書
に
提
出
し

た
。
そ
の
大
要
を
記
す
。
消
防
隊
が
設
け
ら
れ
て
三
年
間
に
な
る
が
、
経
費
と
専
員
の
不
足
の
た
め
、
消
防
隊
は
人

員
を
拡
充
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
光
緒
三
一
年
に
消
防
隊
は
巡
警
部
の
管
轄
と
な
り
、
専
員
不
足
は
解
消
さ

れ
た
が
、
今
こ
そ
火
災
警
察
を
拡
張
す
べ
き
時
で
あ
る
。
現
在
、
消
防
公
所
が
消
防
に
責
任
を
負
い
、
公
所
は
内
城

の
中
庁
に
所
在
し
て
い
る
が
、
中
庁
域
内
の
火
災
対
応
に
不
十
分
で
あ
り
、
内
城
の
東
西
南
北
各
庁
と
外
城
を
含
め

る
と
、
現
在
の
人
員
で
は
消
火
活
動
に
は
不
足
し
、
消
防
隊
一
隊
で
は
広
い
京
城
と
密
集
す
る
房
舎
を
全
て
保
護
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
次
の
拡
充
整
備
策
を
提
案
し
て
い
る
。

　拡
充
整
備
の
第
一
は
、
内
外
城
に
消
防
分
遣
所
八
を
設
置
し
、
消
防
器
具
を
配
備
し
隊
員
を
増
員
す
る
。
分
遣
所

は
巡
警
管
轄
区
各
分
庁
の
交
通
便
利
な
民
間
の
房
屋
を
租
賃
す
る
。
八
つ
の
分
遣
所
に
分
隊
長
三
名
と
隊
兵
三
〇

名
、
喞
筒
一
台
を
配
置
し
、
別
に
隊
長
二
名
と
総
長
二
名
を
設
け
、
内
外
城
の
各
四
区
を
監
督
す
る
。
第
二
に
消
防

隊
の
人
員
を
増
員
す
る
。
現
有
三
名
の
隊
長
を
五
名
増
員
し
計
八
名
に
、
現
有
一
名
の
総
長
を
五
名
増
員
し
六
名

に
、
現
有
一
七
名
の
分
隊
長
を
二
九
名
増
員
し
四
六
名
に
、
現
有
一
五
八
名
の
隊
兵
を
二
五
八
名
増
員
し
四
一
六
名

に
、
現
有
一
七
九
名
の
長
兵
を
三
〇
一
名
増
員
し
四
八
〇
名
に
し
、
各
分
遣
所
に
喞
筒
一
台
と
付
属
品
を
配
備
す

る
。
第
三
は
消
防
公
所
の
人
員
配
置
と
分
遣
所
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
消
防
公
所
は
各
分
遣
所
を
管
理
す
る
機

関
で
あ
り
、
公
所
に
は
隊
長
二
名
、
分
隊
総
長
一
名
、
分
隊
長
八
名
、
兵
八
〇
名
を
配
置
し
、
公
所
の
辦
事
員
と
し

て
消
防
・
水
利
調
査
他
を
担
当
す
る
。
第
四
は
電
話
専
用
回
線
に
よ
る
報
知
連
絡
体
制
の
構
築
で
あ
る
。
こ
れ
は
日

堀　地　　　明
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平
均
二
七
・
四
歳
、
最
年
長
が
三
二
歳
、
最
年
少
が
二
一
歳
で
あ
る
。
隊
員
は
全
員
が
旗
人
で
、
民
族
は
満
洲
二
七

人
、
蒙
古
九
人
、
漢
人
九
人
で
あ
り
、
階
級
は
技
勇
兵
一
九
、
馬
甲
七
、
前
鋒
四
、
護
軍
二
、
驍
騎
校
一
、
筆
帖
式

一
、
養
育
兵
一
、
幼
丁
一
、
閑
散
二
で
あ
り
、
技
勇
兵
が
最
多
を
占
め
て
い
る
。
警
務
学
堂
の
履
修
歴
は
、
二
七
歳

の
隊
長
の
み
が
高
等
科
畢
業
、
初
等
科
畢
業
は
三
一
名
、
中
等
科
入
学
者
が
一
〇
で
あ
る
。
こ
の
消
防
隊
員
履
歴
冊

よ
り
、
創
設
期
の
消
防
隊
は
技
勇
兵
を
中
心
と
す
る
二
十
歳
代
の
満
蒙
漢
の
旗
人
で
、
警
務
学
堂
で
の
履
修
経
験
者

よ
り
選
抜
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
）
11
（

　。
技
勇
兵
と
は
、
各
旗
よ
り
選
抜
さ
れ
、
技
芸
場
で
鳥
槍
・
長
槍
・
腰

刀
・
弓
箭
の
教
練
を
受
け
る
兵
士
で
あ
る
）
11
（

　。
咸
豊
一
一
（
一
八
六
一
）
年
に
技
勇
兵
は
歩
軍
統
領
衙
門
に
所
属

し
、
皇
城
内
と
内
城
で
夜
間
巡
邏
に
充
当
し
、
盗
賊
・
ア
ヘ
ン
吸
引
・
賭
博
の
取
り
締
ま
り
を
担
当
し
て
い
た
）
11
（

　。

技
勇
兵
が
消
防
隊
員
に
選
抜
さ
れ
た
の
は
、
も
と
も
と
夜
禁
に
充
当
し
警
察
業
務
の
経
験
が
あ
る
た
め
と
想
定
さ
れ

る
。　警

務
学
堂
の
消
防
隊
に
お
い
て
、
消
防
教
育
を
担
当
し
た
の
は
日
本
人
教
習
で
あ
っ
た
。
民
政
部
檔
案
に
は
、
警

務
学
堂
が
巡
警
部
か
ら
民
政
部
に
移
管
さ
れ
た
時
、
消
防
隊
よ
り
民
政
部
に
日
本
人
教
習
と
の
契
約
延
長
を
願
い
出

た
申
請
文
が
あ
る
。
そ
の
申
請
文
に
よ
る
と
、
染
川
豊
彦
は
監
獄
学
と
消
防
警
察
法
を
、
浅
井
新
太
郎
は
監
獄
学
の

翻
訳
と
消
防
警
察
を
、
金
子
信
貫
は
算
学
と
練
隊
を
教
授
し
て
い
た
。
染
川
と
浅
井
の
担
当
す
る
消
防
警
察
は
他
に

代
替
者
が
な
く
、
契
約
更
新
は
早
期
に
な
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
て
お
り
、
消
防
教
育
が
両
名
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て

い
た
の
は
確
実
で
あ
る
。
日
本
の
記
録
で
は
、
染
川
の
日
本
で
の
官
職
は
警
視
庁
消
防
機
関
士
兼
警
部
兼
技
手
で
あ

り
、
警
務
学
堂
で
は
消
防
隊
教
授
と
消
防
事
業
の
管
理
を
担
当
し
た
。
同
様
に
浅
井
は
陸
軍
判
任
通
訳
で
あ
る
が
、

担
当
す
る
教
授
内
容
が
不
明
で
あ
り
、
金
子
は
陸
軍
歩
兵
軍
曹
で
消
防
隊
と
学
生
の
操
練
（
軍
事
教
練
）
の
教
授
を

任
じ
て
い
た
。
日
中
双
方
の
史
料
を
総
合
す
る
と
、
消
防
教
育
と
消
防
管
理
を
教
授
し
て
い
た
の
は
染
川
豊
彦

清代北京の官治消防と火災消火活動年表
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（
一
九
〇
三
年
四
月
着
任
、
一
九
〇
八
年
離
任
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
染
川
は
『
火
災
予
防
と
消
防
』（
消
防
新

聞
社
、
一
九
一
八
、
東
京
）
と
い
う
著
作
が
あ
る
近
代
的
消
防
の
専
門
家
で
あ
る
）
11
（

　。
こ
れ
よ
り
、
清
末
北
京
に
お

け
る
専
門
的
な
消
防
組
織
は
日
本
の
近
代
消
防
組
織
が
模
範
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
相
違
な
か
ろ
う
。

　光
緒
三
二
（
一
九
〇
六
）
年
、
消
防
隊
幇
統
官
英
普
は
消
防
隊
の
拡
充
を
求
め
る
禀
文
を
巡
警
部
尚
書
に
提
出
し

た
。
そ
の
大
要
を
記
す
。
消
防
隊
が
設
け
ら
れ
て
三
年
間
に
な
る
が
、
経
費
と
専
員
の
不
足
の
た
め
、
消
防
隊
は
人

員
を
拡
充
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
光
緒
三
一
年
に
消
防
隊
は
巡
警
部
の
管
轄
と
な
り
、
専
員
不
足
は
解
消
さ

れ
た
が
、
今
こ
そ
火
災
警
察
を
拡
張
す
べ
き
時
で
あ
る
。
現
在
、
消
防
公
所
が
消
防
に
責
任
を
負
い
、
公
所
は
内
城

の
中
庁
に
所
在
し
て
い
る
が
、
中
庁
域
内
の
火
災
対
応
に
不
十
分
で
あ
り
、
内
城
の
東
西
南
北
各
庁
と
外
城
を
含
め

る
と
、
現
在
の
人
員
で
は
消
火
活
動
に
は
不
足
し
、
消
防
隊
一
隊
で
は
広
い
京
城
と
密
集
す
る
房
舎
を
全
て
保
護
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
次
の
拡
充
整
備
策
を
提
案
し
て
い
る
。

　拡
充
整
備
の
第
一
は
、
内
外
城
に
消
防
分
遣
所
八
を
設
置
し
、
消
防
器
具
を
配
備
し
隊
員
を
増
員
す
る
。
分
遣
所

は
巡
警
管
轄
区
各
分
庁
の
交
通
便
利
な
民
間
の
房
屋
を
租
賃
す
る
。
八
つ
の
分
遣
所
に
分
隊
長
三
名
と
隊
兵
三
〇

名
、
喞
筒
一
台
を
配
置
し
、
別
に
隊
長
二
名
と
総
長
二
名
を
設
け
、
内
外
城
の
各
四
区
を
監
督
す
る
。
第
二
に
消
防

隊
の
人
員
を
増
員
す
る
。
現
有
三
名
の
隊
長
を
五
名
増
員
し
計
八
名
に
、
現
有
一
名
の
総
長
を
五
名
増
員
し
六
名

に
、
現
有
一
七
名
の
分
隊
長
を
二
九
名
増
員
し
四
六
名
に
、
現
有
一
五
八
名
の
隊
兵
を
二
五
八
名
増
員
し
四
一
六
名

に
、
現
有
一
七
九
名
の
長
兵
を
三
〇
一
名
増
員
し
四
八
〇
名
に
し
、
各
分
遣
所
に
喞
筒
一
台
と
付
属
品
を
配
備
す

る
。
第
三
は
消
防
公
所
の
人
員
配
置
と
分
遣
所
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
消
防
公
所
は
各
分
遣
所
を
管
理
す
る
機

関
で
あ
り
、
公
所
に
は
隊
長
二
名
、
分
隊
総
長
一
名
、
分
隊
長
八
名
、
兵
八
〇
名
を
配
置
し
、
公
所
の
辦
事
員
と
し

て
消
防
・
水
利
調
査
他
を
担
当
す
る
。
第
四
は
電
話
専
用
回
線
に
よ
る
報
知
連
絡
体
制
の
構
築
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
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尺
二
寸
か
ら
五
尺
七
寸
、
健
壮
で
学
力
の
あ
る
者
の
募
集
を
行
っ
て
い
る
）
11
（

　。
以
上
の
よ
う
な
人
員
拡
充
の
結
果
、

宣
統
元
年
七
月
に
は
消
防
隊
は
七
中
隊
か
ら
編
成
さ
れ
る
大
規
模
な
も
の
に
な
っ
た
。
消
防
公
所
は
増
員
の
兵
丁
に

対
す
る
軍
事
教
練
と
消
防
教
育
を
高
等
巡
警
学
堂
教
科
監
督
事
務
の
川
島
浪
速
に
担
当
さ
せ
る
よ
う
に
民
政
部
に
要

請
し
て
お
り
、
消
防
教
育
に
お
け
る
川
島
の
存
在
は
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
）
11
（

　。

　消
防
隊
は
増
員
が
は
か
ら
れ
た
も
の
の
、
内
城
内
の
一
箇
所
に
駐
留
す
る
の
み
で
、
広
大
で
多
く
の
人
口
を
擁
す

る
京
師
で
火
事
が
発
生
し
て
も
、
出
火
情
報
を
迅
速
に
掌
握
し
て
素
早
く
対
応
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
さ
ら

に
分
遣
隊
を
増
設
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
民
政
部
檔
案
で
消
防
分
遣
隊
の
設
置
が
確
認
で
き
る
の
は
、
光
緒
三
三

（
一
九
〇
七
）
年
四
月
一
六
日
に
設
置
予
定
の
花
園
什
錦
（
内
城
東
四
北
）
と
宣
統
元
年
七
月
九
日
設
置
の
煤
市
街

路
西
（
外
城
前
門
外
）
で
あ
り
）
11
（

　、
分
遣
隊
は
光
緒
三
三
年
以
降
に
設
け
ら
れ
た
。
文
末
の
清
代
北
京
火
災
消
火
活

動
年
表
よ
り
、
消
防
公
所
駐
宏
興
寺
分
遣
隊
（
宣
統
元
年
六
月
一
八
日
、
内
城
朝
陽
門
内
）・
煤
市
街
消
防
分
遣
隊

（
宣
統
二
年
一
月
一
日
、
外
城
前
門
外
）・
東
直
門
消
防
分
遣
隊
（
宣
統
二
年
三
月
一
八
日
、
内
城
東
直
門
内
）・
外

城
消
防
分
遣
隊
（
宣
統
二
年
一
〇
月
二
八
日
）・
甘
井
胡
同
消
防
分
遣
隊
（
外
城
前
門
外
）
と
河
泊
消
防
分
遣
隊

（
と
も
に
宣
統
三
年
七
月
七
日
、
後
者
は
地
点
不
祥
）・
灯
市
口
消
防
分
遣
隊
（
宣
統
三
年
九
月
一
〇
日
、
内
城
）

と
、
宣
統
元
年
以
降
に
六
つ
の
消
防
分
遣
隊
が
確
認
で
き
、
消
防
公
所
（
消
防
隊
）
―
消
防
分
遣
隊
と
し
て
消
防
機

能
が
拡
大
さ
れ
た
。

　続
い
て
清
代
北
京
火
災
消
火
活
動
年
表
よ
り
、
各
消
防
分
遣
隊
の
消
火
地
点
を
以
下
に
列
挙
す
る
。
什
景
花
園
消

防
分
遣
隊
が
東
四
（
光
緒
三
四
年
三
月
二
日
）
と
西
堂
子
（
光
緒
三
四
三
月
三
日
）、
宏
興
寺
分
遣
所
が
東
四
（
宣

統
元
年
閏
二
月
二
八
日
）、
東
直
門
消
防
分
遣
隊
が
東
四
（
宣
統
元
年
六
月
一
八
日
）
と
東
単
（
宣
統
三
年
三
月

一
二
日
）、
及
び
鼓
楼
（
宣
統
二
年
三
月
一
八
日
）、
西
四
牌
楼
北
新
街
口
（
宣
統
二
年
六
月
二
八
日
）、
煤
市
街
消
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本
の
消
防
隊
の
非
常
報
知
機
に
な
ら
い
、
専
用
の
電
話
回
線
を
設
置
し
、
火
警
が
あ
れ
ば
直
ち
に
連
絡
し
火
事
場
に

急
行
す
る
。
こ
の
禀
文
の
批
示
は
「
閲
」
で
あ
り
）
11
（

　、
以
下
で
は
拡
充
整
備
の
結
果
に
つ
い
て
追
跡
す
る
。
ま
た
、

光
緒
三
二
年
九
月
に
外
城
巡
警
総
庁
か
ら
、
内
城
の
消
防
隊
の
設
立
効
果
は
高
い
の
で
、
厳
冬
期
の
防
火
強
化
の
た

め
、
内
城
に
な
ら
い
外
城
に
も
消
防
隊
を
設
置
す
る
要
請
が
な
さ
れ
た
）
11
（

　。

　し
か
し
な
が
ら
、
光
緒
三
二
年
の
整
備
拡
充
案
は
原
案
通
り
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
光
緒
三
三
（
一
九
〇
七
）

年
二
月
の
消
防
隊
統
帯
官
于
秉
良
と
幇
統
官
英
普
の
連
名
に
よ
る
申
請
に
よ
る
と
、
内
城
に
分
遣
隊
二
、
外
城
に
分

遣
隊
一
を
設
け
、
毎
隊
三
〇
人
、
合
計
九
〇
人
の
増
兵
は
確
認
で
き
る
が
、
内
外
城
各
庁
計
八
所
の
分
遣
隊
設
置
は

実
現
し
な
か
っ
た
。
巡
警
部
の
消
防
分
遣
隊
増
設
の
目
的
は
消
防
よ
り
も
地
方
防
守
に
あ
り
、
外
城
の
分
遣
隊
は
協

巡
営
の
管
轄
下
に
属
し
た
。
増
設
さ
れ
た
内
城
の
分
遣
隊
二
隊
も
一
隊
に
再
編
さ
れ
、
消
防
公
所
の
原
有
兵
は
分
遣

隊
に
分
か
れ
て
帰
属
し
、
増
兵
さ
れ
た
九
〇
名
の
兵
士
と
と
も
に
二
中
隊
に
編
成
さ
れ
た
。
さ
ら
に
一
二
〇
名
の
増

兵
が
行
わ
れ
、
光
緒
三
二
年
三
月
一
日
に
一
〇
五
名
が
就
役
す
る
予
定
で
あ
り
、
そ
の
後
に
残
り
一
五
名
の
就
役
を

待
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
）
11
（

　。

��

光
緒
三
四
（
一
九
〇
八
）
年
三
月
一
日
に
巡
警
の
巡
隊
か
ら
分
隊
長
一
〇
名
と
隊
兵
一
〇
〇
人
が
消
防
隊
に
配
属

替
え
さ
れ
た
。
こ
の
一
一
〇
名
は
巡
警
総
庁
に
所
属
し
、
消
防
技
能
を
未
修
得
で
あ
り
、
消
防
公
所
が
数
箇
月
後
に

再
考
査
を
行
い
、
消
防
隊
に
留
用
す
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
内
城
の
消
防
隊
の
増
員
で
あ
り
、

内
城
に
設
置
さ
れ
る
望
楼
と
警
鐘
の
任
に
付
く
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
た
）
11
（

　。
光
緒
三
四
年
二
月
に
外
城
巡
警
総
庁

は
制
度
改
変
に
よ
り
巡
官
・
長
兵
四
〇
〇
名
が
余
剰
人
員
と
し
て
整
理
の
対
象
と
な
っ
た
。
こ
の
内
一
〇
〇
名
を
選

抜
し
て
消
防
隊
に
所
属
さ
せ
、
消
防
技
能
を
修
得
さ
せ
た
後
、
外
城
に
常
駐
さ
せ
消
防
と
保
衛
に
資
す
る
こ
と
と

な
っ
た
）
1（
（

　。
さ
ら
に
、
消
防
隊
は
光
緒
三
四
年
一
二
月
一
五
日
締
め
切
り
で
、
年
齢
一
七
歳
か
ら
二
五
歳
、
身
長
五

清代北京の官治消防と火災消火活動年表
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尺
二
寸
か
ら
五
尺
七
寸
、
健
壮
で
学
力
の
あ
る
者
の
募
集
を
行
っ
て
い
る
）
11
（

　。
以
上
の
よ
う
な
人
員
拡
充
の
結
果
、

宣
統
元
年
七
月
に
は
消
防
隊
は
七
中
隊
か
ら
編
成
さ
れ
る
大
規
模
な
も
の
に
な
っ
た
。
消
防
公
所
は
増
員
の
兵
丁
に

対
す
る
軍
事
教
練
と
消
防
教
育
を
高
等
巡
警
学
堂
教
科
監
督
事
務
の
川
島
浪
速
に
担
当
さ
せ
る
よ
う
に
民
政
部
に
要

請
し
て
お
り
、
消
防
教
育
に
お
け
る
川
島
の
存
在
は
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
）
11
（

　。

　消
防
隊
は
増
員
が
は
か
ら
れ
た
も
の
の
、
内
城
内
の
一
箇
所
に
駐
留
す
る
の
み
で
、
広
大
で
多
く
の
人
口
を
擁
す

る
京
師
で
火
事
が
発
生
し
て
も
、
出
火
情
報
を
迅
速
に
掌
握
し
て
素
早
く
対
応
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
さ
ら

に
分
遣
隊
を
増
設
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
民
政
部
檔
案
で
消
防
分
遣
隊
の
設
置
が
確
認
で
き
る
の
は
、
光
緒
三
三

（
一
九
〇
七
）
年
四
月
一
六
日
に
設
置
予
定
の
花
園
什
錦
（
内
城
東
四
北
）
と
宣
統
元
年
七
月
九
日
設
置
の
煤
市
街

路
西
（
外
城
前
門
外
）
で
あ
り
）
11
（

　、
分
遣
隊
は
光
緒
三
三
年
以
降
に
設
け
ら
れ
た
。
文
末
の
清
代
北
京
火
災
消
火
活

動
年
表
よ
り
、
消
防
公
所
駐
宏
興
寺
分
遣
隊
（
宣
統
元
年
六
月
一
八
日
、
内
城
朝
陽
門
内
）・
煤
市
街
消
防
分
遣
隊

（
宣
統
二
年
一
月
一
日
、
外
城
前
門
外
）・
東
直
門
消
防
分
遣
隊
（
宣
統
二
年
三
月
一
八
日
、
内
城
東
直
門
内
）・
外

城
消
防
分
遣
隊
（
宣
統
二
年
一
〇
月
二
八
日
）・
甘
井
胡
同
消
防
分
遣
隊
（
外
城
前
門
外
）
と
河
泊
消
防
分
遣
隊

（
と
も
に
宣
統
三
年
七
月
七
日
、
後
者
は
地
点
不
祥
）・
灯
市
口
消
防
分
遣
隊
（
宣
統
三
年
九
月
一
〇
日
、
内
城
）

と
、
宣
統
元
年
以
降
に
六
つ
の
消
防
分
遣
隊
が
確
認
で
き
、
消
防
公
所
（
消
防
隊
）
―
消
防
分
遣
隊
と
し
て
消
防
機

能
が
拡
大
さ
れ
た
。

　続
い
て
清
代
北
京
火
災
消
火
活
動
年
表
よ
り
、
各
消
防
分
遣
隊
の
消
火
地
点
を
以
下
に
列
挙
す
る
。
什
景
花
園
消

防
分
遣
隊
が
東
四
（
光
緒
三
四
年
三
月
二
日
）
と
西
堂
子
（
光
緒
三
四
三
月
三
日
）、
宏
興
寺
分
遣
所
が
東
四
（
宣

統
元
年
閏
二
月
二
八
日
）、
東
直
門
消
防
分
遣
隊
が
東
四
（
宣
統
元
年
六
月
一
八
日
）
と
東
単
（
宣
統
三
年
三
月

一
二
日
）、
及
び
鼓
楼
（
宣
統
二
年
三
月
一
八
日
）、
西
四
牌
楼
北
新
街
口
（
宣
統
二
年
六
月
二
八
日
）、
煤
市
街
消
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て
、
巡
警
区
で
火
災
を
発
見
し
た
場
合
は
、
消
防
隊
ま
で
直
接
に
電
知
す
る
よ
う
に
要
請
し
、
民
政
部
は
同
意
し

た
）
11
（

　。
　民
政
部
檔
案
中
に
は
、
光
緒
三
四
（
一
九
〇
八
）
年
二
月
二
三
日
か
ら
民
国
元
年
四
月
一
日
ま
で
の
消
防
公
所
火

災
報
告
表
と
題
す
る
記
録
が
五
七
件
あ
り
）
11
（

　、
消
防
隊
の
消
火
活
動
の
一
端
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
火

災
報
告
表
は
、
内
城
の
消
火
記
録
が
三
九
件
、
外
城
の
消
火
記
録
が
一
八
件
で
あ
り
、
内
城
の
消
火
活
動
が
外
城
を

上
回
っ
て
い
る
。
一
度
の
消
火
活
動
で
出
動
す
る
消
防
隊
の
人
数
は
最
多
で
二
〇
八
人
、
最
少
で
三
〇
人
で
あ
り
、

平
均
す
る
と
一
〇
〇
人
と
な
り
、
消
火
に
従
事
す
る
隊
員
の
人
数
は
多
い
。
出
火
時
刻
か
ら
消
防
隊
が
火
災
現
場
ま

で
の
距
離
を
平
均
す
る
と
三
里
（
一
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
り
、
消
防
隊
の
守
備
範
囲
は
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
前

後
と
な
る
。
出
火
か
ら
火
災
発
見
、
消
防
隊
へ
の
報
知
と
火
災
現
場
に
到
着
す
る
ま
で
の
所
要
時
間
は
平
均
三
五
分

と
い
う
数
値
が
得
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
火
災
発
見
の
遅
れ
も
考
慮
す
る
と
、
迅
速
な
到
着
所
要
時
間
と
言
え
よ
う
。

消
火
時
の
用
水
に
つ
い
て
、
水
利
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
火
災
現
場
か
ら
の
取
水
地
ま
で
の
距
離
が
メ
ー
ト
ル
で
記

さ
れ
、「
甚
足
」「
頓
足
」
な
ど
と
水
量
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。「
覓
井
（
井
戸
を
探
す
）」
と
い
う
書
き
込
み
も
あ

る
。
宣
統
二
年
三
月
一
〇
日
の
火
災
報
告
表
を
最
初
に
、
自
来
水
（
水
道
水
）
の
使
用
が
見
ら
れ
、
こ
れ
以
降
に
内

城
の
消
火
で
一
一
例
、
外
城
で
六
例
の
自
来
水
の
使
用
を
数
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
よ
り
、
消
火
用
水
は
井
戸
水
が
使

用
さ
れ
、
次
い
で
自
来
水
も
使
用
さ
れ
た
。

　消
防
公
所
が
光
緒
三
四
年
三
月
一
〇
日
の
前
門
外
の
大
柵
欄
路
東
陸
軍
部
主
事
慶
雲
宅
失
火
の
消
火
を
報
告
し
た

例
に
よ
る
と
、
報
告
項
目
と
し
て
、
発
火
時
刻
・
発
火
地
の
戸
主
・
報
知
時
刻
・
消
防
隊
の
出
動
と
現
場
到
着
時

刻
・
火
事
場
と
消
防
公
所
分
遣
所
と
の
距
離
・
消
火
水
供
給
源
と
火
場
と
の
距
離
・
風
位
風
勢
・
噴
水
程
度
・
全
半

焼
と
焼
傷
人
数
等
の
被
災
状
況
・
失
火
原
因
・
消
防
隊
の
帰
隊
時
刻
、
消
火
器
具
の
使
用
状
況
（
喞
筒
二
、
消
火
薬
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防
分
遣
隊
が
前
門
外
（
宣
統
二
年
一
月
一
日
）
と
広
安
門
大
街
（
三
月
一
二
日
）、
外
城
消
防
分
遣
隊
が
西
単
（
宣

統
二
年
一
〇
月
二
三
日
）、
甘
井
消
防
分
遣
隊
と
河
泊
消
防
分
遣
隊
が
前
門
外
（
宣
統
三
年
七
月
七
日
）、
灯
市
口
消

防
分
遣
隊
が
東
四
（
宣
統
三
年
九
月
一
〇
日
）
と
崇
文
門
内
（
宣
統
三
年
九
月
二
六
日
）
と
な
る
。
東
直
門
消
防
分

遣
隊
の
西
四
牌
楼
北
新
街
口
消
火
を
除
き
、
消
防
分
遣
隊
の
出
動
範
囲
は
分
遣
隊
設
置
点
周
辺
で
あ
る
。

　電
話
回
線
に
よ
る
報
知
体
制
の
構
築
が
提
起
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
先
述
し
た
が
、
消
防
隊
の
火
災
報
知
に
は
、
当

時
と
し
て
は
最
先
端
の
通
信
手
段
で
あ
る
電
話
が
使
用
さ
れ
た
。
筆
者
が
閲
覧
し
た
巡
警
部
檔
案
の
光
緒
三
二

（
一
九
〇
六
）
年
三
月
八
日
か
ら
八
月
ま
で
の
消
防
隊
の
消
火
記
録
一
二
件
中
、
電
・
電
信
を
用
い
て
消
防
隊
が
巡

警
部
に
火
災
発
生
を
報
知
し
て
い
る
事
例
が
七
件
あ
る
）
11
（

　。
二
つ
の
例
を
挙
げ
て
み
た
い
。
光
緒
三
二
年
八
月
八
日

午
後
二
時
三
〇
分
、
衛
兵
歩
哨
は
東
長
安
牌
楼
北
鉄
路
公
司
楼
前
徳
成
永
木
廠
の
失
火
に
よ
る
煙
を
発
見
し
、
探
兵

が
火
事
場
に
急
行
し
、
火
が
す
で
に
鎮
火
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
後
、
村
井
洋
行
の
電
話
を
借
用
し
て
消
防
隊

に
そ
の
旨
報
告
し
て
い
る
）
11
（

　。
光
緒
三
二
年
九
月
一
六
日
一
七
時
の
天
壇
火
災
で
は
、
消
防
隊
は
内
城
巡
警
総
庁
よ

り
の
連
絡
を
接
電
し
、
探
兵
を
天
壇
に
派
遣
し
、
外
城
巡
警
総
庁
と
も
協
力
し
て
消
火
出
動
し
た
）
11
（

　。
後
出
す
る
消

防
公
所
火
災
報
告
表
と
外
城
巡
警
総
庁
の
申
報
失
慎
情
形
に
お
い
て
は
、
消
防
公
所
（
消
防
隊
）
へ
の
火
災
報
知
手

段
は
全
て
電
話
で
あ
る
。

　し
か
し
、
出
火
情
報
の
伝
達
方
法
に
問
題
が
あ
っ
た
。
城
内
の
各
巡
警
庁
区
に
配
置
さ
れ
た
巡
警
は
火
災
を
発
見

す
る
と
、
当
該
の
区
に
報
知
し
、
区
か
ら
庁
へ
、
庁
か
ら
総
庁
へ
と
積
み
上
げ
式
に
伝
達
さ
れ
、
よ
う
や
く
総
庁
か

ら
電
話
で
消
防
隊
に
火
災
情
報
が
届
き
、
消
防
隊
が
消
火
に
着
手
す
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
っ
た
。
光
緒
三
三

（
一
九
〇
七
）
年
四
月
三
日
午
後
六
時
一
五
分
に
起
こ
っ
た
前
門
外
の
万
安
桟
失
火
の
情
報
が
消
防
隊
に
報
知
さ
れ

た
の
は
七
時
四
五
分
で
あ
り
、
火
災
現
場
に
急
行
し
た
が
、
火
は
す
で
に
消
え
て
い
た
。
消
防
隊
は
民
政
部
に
対
し
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て
、
巡
警
区
で
火
災
を
発
見
し
た
場
合
は
、
消
防
隊
ま
で
直
接
に
電
知
す
る
よ
う
に
要
請
し
、
民
政
部
は
同
意
し

た
）
11
（

　。
　民
政
部
檔
案
中
に
は
、
光
緒
三
四
（
一
九
〇
八
）
年
二
月
二
三
日
か
ら
民
国
元
年
四
月
一
日
ま
で
の
消
防
公
所
火

災
報
告
表
と
題
す
る
記
録
が
五
七
件
あ
り
）
11
（

　、
消
防
隊
の
消
火
活
動
の
一
端
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
火

災
報
告
表
は
、
内
城
の
消
火
記
録
が
三
九
件
、
外
城
の
消
火
記
録
が
一
八
件
で
あ
り
、
内
城
の
消
火
活
動
が
外
城
を

上
回
っ
て
い
る
。
一
度
の
消
火
活
動
で
出
動
す
る
消
防
隊
の
人
数
は
最
多
で
二
〇
八
人
、
最
少
で
三
〇
人
で
あ
り
、

平
均
す
る
と
一
〇
〇
人
と
な
り
、
消
火
に
従
事
す
る
隊
員
の
人
数
は
多
い
。
出
火
時
刻
か
ら
消
防
隊
が
火
災
現
場
ま

で
の
距
離
を
平
均
す
る
と
三
里
（
一
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
り
、
消
防
隊
の
守
備
範
囲
は
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
前

後
と
な
る
。
出
火
か
ら
火
災
発
見
、
消
防
隊
へ
の
報
知
と
火
災
現
場
に
到
着
す
る
ま
で
の
所
要
時
間
は
平
均
三
五
分

と
い
う
数
値
が
得
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
火
災
発
見
の
遅
れ
も
考
慮
す
る
と
、
迅
速
な
到
着
所
要
時
間
と
言
え
よ
う
。

消
火
時
の
用
水
に
つ
い
て
、
水
利
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
火
災
現
場
か
ら
の
取
水
地
ま
で
の
距
離
が
メ
ー
ト
ル
で
記

さ
れ
、「
甚
足
」「
頓
足
」
な
ど
と
水
量
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。「
覓
井
（
井
戸
を
探
す
）」
と
い
う
書
き
込
み
も
あ

る
。
宣
統
二
年
三
月
一
〇
日
の
火
災
報
告
表
を
最
初
に
、
自
来
水
（
水
道
水
）
の
使
用
が
見
ら
れ
、
こ
れ
以
降
に
内

城
の
消
火
で
一
一
例
、
外
城
で
六
例
の
自
来
水
の
使
用
を
数
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
よ
り
、
消
火
用
水
は
井
戸
水
が
使

用
さ
れ
、
次
い
で
自
来
水
も
使
用
さ
れ
た
。

　消
防
公
所
が
光
緒
三
四
年
三
月
一
〇
日
の
前
門
外
の
大
柵
欄
路
東
陸
軍
部
主
事
慶
雲
宅
失
火
の
消
火
を
報
告
し
た

例
に
よ
る
と
、
報
告
項
目
と
し
て
、
発
火
時
刻
・
発
火
地
の
戸
主
・
報
知
時
刻
・
消
防
隊
の
出
動
と
現
場
到
着
時

刻
・
火
事
場
と
消
防
公
所
分
遣
所
と
の
距
離
・
消
火
水
供
給
源
と
火
場
と
の
距
離
・
風
位
風
勢
・
噴
水
程
度
・
全
半

焼
と
焼
傷
人
数
等
の
被
災
状
況
・
失
火
原
因
・
消
防
隊
の
帰
隊
時
刻
、
消
火
器
具
の
使
用
状
況
（
喞
筒
二
、
消
火
薬
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件
と
な
り
、
消
防
公
所
火
災
報
告
表
と
は
異
な
る
数
値
が
得
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
外
城
で
は
官
設
の
消
防
隊
と

民
間
の
水
会
が
共
同
し
て
鎮
火
活
動
を
展
開
し
て
お
り
、
水
会
が
行
う
消
火
活
動
も
大
き
な
比
重
を
占
め
、
巡
警
も

火
災
消
火
で
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

　内
外
城
巡
警
総
庁
の
光
緒
三
三
（
一
九
〇
七
）
年
一
二
月
の
章
程
第
二
条
第
三
項
に
は
、「
関
於
火
災
消
防
召
集

弾
圧
之
事
」
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
火
災
消
火
は
護
衛
・
治
安
・
世
俗
と
と
も
に
、
巡
警
の
職
務
で
あ
っ
た
）
11
（

　。
北

京
警
務
学
堂
の
初
等
科
警
察
法
講
義
録
に
は
、「
巡
捕
救
火
規
矩
」
と
題
し
た
一
節
が
あ
り
、
警
務
学
堂
で
巡
警
が

消
防
教
育
を
受
け
て
い
た
内
容
の
一
端
を
知
り
得
る
。
そ
の
内
容
は
、
火
災
発
見
と
衙
門
へ
の
報
知
・
各
住
居
の
門

牌
（
表
札
）
を
利
用
し
た
出
火
地
点
の
確
定
（
第
四
九
款
）
か
ら
講
義
が
始
ま
っ
て
い
る
。
続
い
て
、
鎮
火
時
の
巡

捕
に
よ
る
火
災
現
場
の
管
理
統
制
、
す
な
わ
ち
街
道
口
と
胡
同
口
の
守
備
と
匪
類
・
火
事
場
泥
棒
・
見
物
人
の
現
場

へ
の
進
入
禁
止
・
火
災
現
場
か
ら
の
家
財
持
ち
出
し
と
消
火
器
具
の
搬
入
の
統
制
・
火
事
場
で
の
馬
車
使
用
禁
止
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
（
第
五
一
款
）。
火
災
現
場
で
の
子
供
・
老
人
・
病
人
等
の
弱
者
の
保
護
、
勅
書
・
誥
命
・
官
員

と
兵
役
の
執
照
・
房
契
地
契
・
売
買
字
拠
・
官
事
文
書
・
銀
銭
等
の
賑
目
・
夫
婦
の
婚
書
・
家
伝
物
件
等
の
重
要
物

件
の
搬
出
を
巡
警
が
援
助
す
る
こ
と
（
第
五
二
款
）
が
講
じ
ら
れ
る
。
巡
警
は
徹
底
的
に
火
種
を
根
絶
し
に
し
、
衆

人
に
巡
警
の
存
在
を
知
ら
し
め
（
第
五
十
款
）、
火
種
の
根
絶
後
に
官
長
の
命
令
を
待
ち
火
事
場
か
ら
退
去
す
る
こ

と
の
強
調
（
第
五
四
款
）
で
講
義
録
は
終
わ
っ
て
い
る
）
11
（

　。
こ
の
よ
う
に
巡
警
は
消
防
教
育
を
受
け
て
消
火
活
動
に

従
事
し
て
い
た
。

　火
災
消
火
の
活
動
に
と
っ
て
、
火
災
現
場
で
の
混
雑
は
消
火
活
動
を
妨
げ
る
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。
建
物
が
密

集
す
る
外
城
で
は
火
災
が
発
生
す
る
と
、
各
衙
門
の
兵
隊
と
消
防
隊
・
水
会
の
人
夫
、
さ
ら
に
は
罹
災
し
た
家
と
そ

こ
か
ら
運
び
出
さ
れ
た
家
財
道
具
が
行
き
交
っ
て
混
雑
し
、
大
騒
ぎ
と
な
っ
て
道
路
を
塞
ぎ
、
巡
警
の
消
火
活
動
は

堀　地　　　明
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機
水
管
人
力
車
一
、
吸
管
四
、
水
管
四
、
布
質
大
小
水
盛
五
〇
、
長
短
斧
四
〇
把
、
灯
八
、
旗
子
）、
従
事
し
た
消

火
隊
の
人
数
隊
長
以
下
一
一
九
名
）
11
（

　と
、
極
め
て
詳
細
な
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
消
火
活
動
記
録
は

「
消
防
公
所
日
報
表
」
に
ま
と
め
ら
、
例
え
ば
宣
統
元
（
一
九
〇
九
）
年
三
月
二
〇
日
に
は
消
防
隊
の
統
帯
官
以
下

各
階
級
の
兵
士
七
五
二
人
が
消
火
出
動
し
た
こ
と
が
分
か
る
）
1（
（

　。

　辛
亥
革
命
以
後
、
消
防
公
所
は
幾
度
か
改
組
さ
れ
な
が
ら
存
続
し
て
い
っ
た
。
民
国
二
（
一
九
一
四
）
年
二
月
に��

消
防
公
所
は
京
師
警
察
庁
に
属
す
る
消
防
処
に
改
組
さ
れ
、
六
つ
の
分
隊
、
長
兵
の
定
員
六
九
八
人
の
組
織
と
な

り
、
民
国
一
六
（
一
九
二
八
）
年
一
二
月
に
は
、
長
兵
の
定
員
は
四
六
一
名
に
減
少
し
た
。
北
京
政
府
が
消
滅
し
た

後
の
民
国
一
七
（
一
九
二
八
）
年
八
月
に
公
安
局
の
改
組
に
と
も
な
い
、
消
防
処
は
消
防
隊
と
な
り
、
民
国
一
八

（
一
九
二
九
）
年
一
月
に
は
三
分
隊
、
定
員
三
五
三
人
と
な
っ
た
）
11
（

　。

　
　
　四

　巡
警
の
消
火
活
動

　消
防
公
所
火
災
報
告
表
は
消
防
公
所
の
火
災
鎮
火
記
録
で
あ
る
が
、
消
防
隊
が
全
て
の
火
災
を
鎮
火
し
て
い
た
わ

け
で
な
か
っ
た
。
文
末
の
清
代
北
京
火
災
消
火
活
動
年
表
の
光
緒
三
二
（
一
九
〇
六
）
年
以
降
の
火
災
消
火
活
動
記

録
を
見
る
と
、
消
防
隊
と
と
も
に
内
外
城
巡
警
総
庁
・
巡
官
・
長
警
に
よ
る
消
火
活
動
も
多
数
展
開
さ
れ
て
お
り
、

内
外
城
巡
警
総
庁
・
巡
官
・
長
警
は
単
独
で
、
も
し
く
は
消
防
隊
や
水
会
と
共
同
し
て
火
災
を
鎮
火
し
て
い
る
）
11
（

　。

民
政
部
檔
案
中
に
は
、
外
城
巡
警
総
庁
の
申
報
失
慎
情
形
と
題
す
る
記
録
が
五
〇
件
（
光
緒
三
二
年
一
〇
月
～
光
緒

三
四
年
四
月
、
二
一
―
〇
五
四
三
に
分
類
）
あ
る
。
こ
の
記
録
よ
り
、
外
城
で
の
消
火
主
体
は
水
会
と
消
防
隊
の
共

同
消
火
が
一
八
件
と
最
多
で
、
次
い
で
水
会
の
単
独
消
火
が
一
七
件
、
巡
警
が
一
一
件
、
消
防
隊
の
単
独
消
火
が
一
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件
と
な
り
、
消
防
公
所
火
災
報
告
表
と
は
異
な
る
数
値
が
得
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
外
城
で
は
官
設
の
消
防
隊
と

民
間
の
水
会
が
共
同
し
て
鎮
火
活
動
を
展
開
し
て
お
り
、
水
会
が
行
う
消
火
活
動
も
大
き
な
比
重
を
占
め
、
巡
警
も

火
災
消
火
で
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

　内
外
城
巡
警
総
庁
の
光
緒
三
三
（
一
九
〇
七
）
年
一
二
月
の
章
程
第
二
条
第
三
項
に
は
、「
関
於
火
災
消
防
召
集

弾
圧
之
事
」
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
火
災
消
火
は
護
衛
・
治
安
・
世
俗
と
と
も
に
、
巡
警
の
職
務
で
あ
っ
た
）
11
（

　。
北

京
警
務
学
堂
の
初
等
科
警
察
法
講
義
録
に
は
、「
巡
捕
救
火
規
矩
」
と
題
し
た
一
節
が
あ
り
、
警
務
学
堂
で
巡
警
が

消
防
教
育
を
受
け
て
い
た
内
容
の
一
端
を
知
り
得
る
。
そ
の
内
容
は
、
火
災
発
見
と
衙
門
へ
の
報
知
・
各
住
居
の
門

牌
（
表
札
）
を
利
用
し
た
出
火
地
点
の
確
定
（
第
四
九
款
）
か
ら
講
義
が
始
ま
っ
て
い
る
。
続
い
て
、
鎮
火
時
の
巡

捕
に
よ
る
火
災
現
場
の
管
理
統
制
、
す
な
わ
ち
街
道
口
と
胡
同
口
の
守
備
と
匪
類
・
火
事
場
泥
棒
・
見
物
人
の
現
場

へ
の
進
入
禁
止
・
火
災
現
場
か
ら
の
家
財
持
ち
出
し
と
消
火
器
具
の
搬
入
の
統
制
・
火
事
場
で
の
馬
車
使
用
禁
止
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
（
第
五
一
款
）。
火
災
現
場
で
の
子
供
・
老
人
・
病
人
等
の
弱
者
の
保
護
、
勅
書
・
誥
命
・
官
員

と
兵
役
の
執
照
・
房
契
地
契
・
売
買
字
拠
・
官
事
文
書
・
銀
銭
等
の
賑
目
・
夫
婦
の
婚
書
・
家
伝
物
件
等
の
重
要
物

件
の
搬
出
を
巡
警
が
援
助
す
る
こ
と
（
第
五
二
款
）
が
講
じ
ら
れ
る
。
巡
警
は
徹
底
的
に
火
種
を
根
絶
し
に
し
、
衆

人
に
巡
警
の
存
在
を
知
ら
し
め
（
第
五
十
款
）、
火
種
の
根
絶
後
に
官
長
の
命
令
を
待
ち
火
事
場
か
ら
退
去
す
る
こ

と
の
強
調
（
第
五
四
款
）
で
講
義
録
は
終
わ
っ
て
い
る
）
11
（

　。
こ
の
よ
う
に
巡
警
は
消
防
教
育
を
受
け
て
消
火
活
動
に

従
事
し
て
い
た
。

　火
災
消
火
の
活
動
に
と
っ
て
、
火
災
現
場
で
の
混
雑
は
消
火
活
動
を
妨
げ
る
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。
建
物
が
密

集
す
る
外
城
で
は
火
災
が
発
生
す
る
と
、
各
衙
門
の
兵
隊
と
消
防
隊
・
水
会
の
人
夫
、
さ
ら
に
は
罹
災
し
た
家
と
そ

こ
か
ら
運
び
出
さ
れ
た
家
財
道
具
が
行
き
交
っ
て
混
雑
し
、
大
騒
ぎ
と
な
っ
て
道
路
を
塞
ぎ
、
巡
警
の
消
火
活
動
は

堀　地　　　明
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で
あ
る
（
四
章
⑯
）。

　火
災
現
場
で
の
活
動
は
防
衛
・
撲
救
・
保
護
の
三
つ
で
あ
る
。
防
衛
と
は
防
火
線
を
設
置
し
車
馬
と
見
物
人
を
火

災
現
場
に
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
撲
救
と
は
、
消
火
器
具
を
用
い
る
か
、
延
焼
防
止
の
た
め
に
火
元
周
辺

の
家
屋
を
除
去
す
る
消
火
活
動
を
指
す
。
保
護
と
は
、
被
災
者
と
搬
出
し
た
家
財
を
守
る
こ
と
で
あ
る
（
一
章
①
）。

防
火
線
は
火
元
か
ら
四
〇
丈
（
約
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
）
に
設
け
、
巡
警
が
防
衛
と
救
護
に
あ
た
り
、
防
火
線
内
の
居

住
者
・
商
店
・
官
署
職
員
・
消
防
隊
と
水
会
以
外
は
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
一
章
①
④
）。
宮
城
・
壇
廟
・

官
庁
・
局
所
・
学
堂
・
公
使
館
・
教
堂
・
外
国
人
住
居
の
出
火
時
に
は
、
特
別
に
巡
警
を
配
備
し
護
衛
に
あ
た
ら
せ

る
（
一
章
③
）。�

出
火
後
間
も
な
く
で
消
防
隊
と
水
会
が
未
着
の
時
は
、
巡
官
と
巡
長
が
巡
警
を
指
揮
し
て
消
火
活

動
を
行
う
（
一
章
⑤
）。
巡
警
は
消
防
隊
と
水
会
の
通
路
を
確
保
す
る
た
め
、
車
馬
と
見
物
人
が
道
路
を
塞
が
な
い

よ
う
に
制
御
す
る
（
一
章
⑥
）。
巡
警
の
消
火
活
動
は
消
防
隊
と
水
会
の
消
火
活
動
が
円
滑
に
行
え
る
よ
う
に
準
備

し
、
消
防
隊
と
水
会
の
消
火
活
動
を
補
助
す
る
こ
と
で
あ
る
。
水
会
は
民
間
消
防
団
で
あ
る
が
、
官
設
の
消
防
隊
と

と
も
に
消
火
活
動
を
行
う
団
体
と
し
て
、
巡
警
に
公
認
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
火
災
現
場
の
治
安
維
持
も
巡
警
の

重
要
な
職
責
で
あ
っ
た
。
火
場
巡
警
細
則
第
一
条
で
は
、
火
災
現
場
に
お
い
て
、
巡
警
は
掠
奪
と
窃
盗
を
行
う
匪
徒

と
掏ス

リ摸
を
捕
縛
し
、
道
に
迷
っ
た
子
供
・
逃
げ
遅
れ
た
老
幼
婦
女
・
男
丁
の
い
な
い
居
民
・
被
災
者
で
家
財
道
具
を

運
び
出
す
者
・
官
庁
の
文
書
冊
籍
を
搬
出
す
る
者
を
保
護
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　巡
警
の
各
区
で
は
旗
幟
一
枚
を
作
成
し
、「
謀
庁
謀
区
」
と
大
書
す
る
。
各
区
の
巡
警
は
火
災
現
場
に
到
着
す
る

と
、
旗
幟
を
立
て
上
官
の
指
揮
に
基
づ
い
て
消
火
活
動
を
行
う
（
一
章
⑦
）。
こ
れ
は
周
囲
に
官
府
に
よ
る
公
的
な

消
火
活
動
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
夜
間
時
に
は
、
旗
幟
に
は
標
灯
を
掲
げ
（
一
章
⑧
）、
防
火

線
敷
設
の
四
〇
丈
内
の
門
首
に
灯
を
つ
け
消
火
活
動
の
便
宜
を
は
か
る
（
一
章
⑨
）。
破
壊
消
火
で
あ
る
隔
断
法
を

堀　地　　　明
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困
難
で
あ
っ
た
）
11
（

　。
火
事
場
の
混
雑
と
混
乱
を
い
か
に
統
制
す
る
か
は
消
火
活
動
の
成
否
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、

火
事
場
を
統
制
す
る
規
則
の
制
定
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
光
緒
三
三
（
一
九
〇
七
）
年
二
月
に
外
城
巡
警
庁
は
火
場

救
護
規
則
を
民
政
部
に
申
請
し
、
同
年
八
月
に
民
政
部
は
火
場
救
護
規
則
に
批
示
を
与
え
、
内
城
と
外
城
で
試
行
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
）
11
（

　。
火
場
救
護
規
則
は
全
六
章
二
七
条
か
ら
な
り
、
火
場
巡
警
細
則
全
三
条
が
付
さ
れ
て
い

る
。
本
則
の
構
成
は
第
一
章
救
衛
（
第
一
～
一
〇
条
）・
第
二
章
報
告
（
第
一
一
～
一
三
条
）・
第
三
章
召
集
（
第

一
四
～
一
五
条
）・
第
四
章
配
置
（
第
一
六
～
二
一
条
）・
第
五
章
奨
則
（
第
二
二
～
二
三
条
）・
第
六
章
罰
則
（
第

二
四
～
二
七
条
）
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
火
場
救
護
規
則
の
内
容
を
火
災
の
出
火
と
発
見
・
報
知
、
火
事
場
へ
の
出

動
、
火
事
場
の
統
制
、
鎮
火
後
報
告
の
順
で
考
察
す
る
。

　見
張
り
の
巡
警
は
火
災
を
発
見
す
る
と
、
笛
を
鳴
ら
し
て
火
災
発
生
を
知
ら
せ
、
近
く
の
巡
警
が
火
災
発
生
地
を

管
轄
す
る
巡
警
区
に
報
知
す
る
（
二
章
⑪
、
⑪
は
第
一
一
条
を
示
す
、
以
下
同
）。
管
区
巡
警
は
電
話
で
分
庁
と
総

庁
、
内
城
の
消
防
公
所
と
電
灯
公
司
に
報
告
す
る
（
二
章
⑫
）。
庁
区
巡
警
の
巡
官
と
巡
長
は
勾
叉
と
水
具
を
携
帯

し
て
火
事
場
に
急
行
す
る
（
三
章
⑭
）。
勾
叉
は
破
壊
消
火
の
用
具
で
あ
り
、
水
具
は
用
水
消
火
で
使
用
さ
れ
る
。

　火
災
現
場
に
到
着
し
た
巡
官
と
巡
長
は
胡
同
の
街
口
と
防
火
線
に
巡
警
一
名
を
配
置
し
、
交
通
規
制
を
行
い
、
火

事
場
か
ら
見
物
人
を
排
除
し
、
ま
た
火
事
場
に
車
馬
を
進
入
さ
せ
な
い
措
置
を
と
る
。
火
災
現
場
で
は
人
混
み
を
整

理
し
、
巡
警
は
消
防
隊
と
水
会
が
水
龍
等
の
消
火
器
具
を
運
搬
し
配
備
す
る
空
地
を
確
保
す
る
。
延
焼
防
止
の
た
め

に
、
巡
警
が
火
元
近
隣
の
家
屋
を
破
壊
す
る
場
合
は
、
上
官
の
命
令
が
必
要
で
あ
り
、
自
己
判
断
で
の
破
壊
消
火
は

不
可
で
あ
る
（
三
章
⑮
）。
破
壊
消
火
は
鎮
火
後
に
取
り
壊
し
た
近
隣
居
民
の
家
屋
補
償
費
が
生
じ
る
問
題
で
も
あ

り
、
こ
の
た
め
上
官
の
命
令
な
く
し
て
は
行
え
な
か
っ
た
消
火
方
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
出
動
す
る
巡
官
・

巡
長
・
巡
警
の
人
数
は
、
火
災
発
生
区
と
隣
区
を
合
わ
せ
て
、
通
常
時
が
三
四
名
、
大
規
模
火
災
発
生
時
が
五
三
名
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で
あ
る
（
四
章
⑯
）。

　火
災
現
場
で
の
活
動
は
防
衛
・
撲
救
・
保
護
の
三
つ
で
あ
る
。
防
衛
と
は
防
火
線
を
設
置
し
車
馬
と
見
物
人
を
火

災
現
場
に
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
撲
救
と
は
、
消
火
器
具
を
用
い
る
か
、
延
焼
防
止
の
た
め
に
火
元
周
辺

の
家
屋
を
除
去
す
る
消
火
活
動
を
指
す
。
保
護
と
は
、
被
災
者
と
搬
出
し
た
家
財
を
守
る
こ
と
で
あ
る
（
一
章
①
）。

防
火
線
は
火
元
か
ら
四
〇
丈
（
約
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
）
に
設
け
、
巡
警
が
防
衛
と
救
護
に
あ
た
り
、
防
火
線
内
の
居

住
者
・
商
店
・
官
署
職
員
・
消
防
隊
と
水
会
以
外
は
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
一
章
①
④
）。
宮
城
・
壇
廟
・

官
庁
・
局
所
・
学
堂
・
公
使
館
・
教
堂
・
外
国
人
住
居
の
出
火
時
に
は
、
特
別
に
巡
警
を
配
備
し
護
衛
に
あ
た
ら
せ

る
（
一
章
③
）。�
出
火
後
間
も
な
く
で
消
防
隊
と
水
会
が
未
着
の
時
は
、
巡
官
と
巡
長
が
巡
警
を
指
揮
し
て
消
火
活

動
を
行
う
（
一
章
⑤
）。
巡
警
は
消
防
隊
と
水
会
の
通
路
を
確
保
す
る
た
め
、
車
馬
と
見
物
人
が
道
路
を
塞
が
な
い

よ
う
に
制
御
す
る
（
一
章
⑥
）。
巡
警
の
消
火
活
動
は
消
防
隊
と
水
会
の
消
火
活
動
が
円
滑
に
行
え
る
よ
う
に
準
備

し
、
消
防
隊
と
水
会
の
消
火
活
動
を
補
助
す
る
こ
と
で
あ
る
。
水
会
は
民
間
消
防
団
で
あ
る
が
、
官
設
の
消
防
隊
と

と
も
に
消
火
活
動
を
行
う
団
体
と
し
て
、
巡
警
に
公
認
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
火
災
現
場
の
治
安
維
持
も
巡
警
の

重
要
な
職
責
で
あ
っ
た
。
火
場
巡
警
細
則
第
一
条
で
は
、
火
災
現
場
に
お
い
て
、
巡
警
は
掠
奪
と
窃
盗
を
行
う
匪
徒

と
掏ス

リ摸
を
捕
縛
し
、
道
に
迷
っ
た
子
供
・
逃
げ
遅
れ
た
老
幼
婦
女
・
男
丁
の
い
な
い
居
民
・
被
災
者
で
家
財
道
具
を

運
び
出
す
者
・
官
庁
の
文
書
冊
籍
を
搬
出
す
る
者
を
保
護
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　巡
警
の
各
区
で
は
旗
幟
一
枚
を
作
成
し
、「
謀
庁
謀
区
」
と
大
書
す
る
。
各
区
の
巡
警
は
火
災
現
場
に
到
着
す
る

と
、
旗
幟
を
立
て
上
官
の
指
揮
に
基
づ
い
て
消
火
活
動
を
行
う
（
一
章
⑦
）。
こ
れ
は
周
囲
に
官
府
に
よ
る
公
的
な

消
火
活
動
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
夜
間
時
に
は
、
旗
幟
に
は
標
灯
を
掲
げ
（
一
章
⑧
）、
防
火

線
敷
設
の
四
〇
丈
内
の
門
首
に
灯
を
つ
け
消
火
活
動
の
便
宜
を
は
か
る
（
一
章
⑨
）。
破
壊
消
火
で
あ
る
隔
断
法
を
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城
で
は
、
治
安
維
持
を
担
う
歩
軍
統
領
が
八
旗
か
ら
な
る
火
班
を
統
率
し
て
火
災
を
消
火
し
た
。
外
城
で
は
、
外
城

の
治
安
維
持
機
構
で
あ
る
五
城
巡
城
御
史
が
消
防
行
政
を
担
っ
て
い
た
。
正
規
軍
で
あ
る
八
旗
の
中
に
火
軍
が
設
け

ら
れ
て
は
い
た
が
、
消
防
行
政
は
治
安
警
察
行
政
の
一
部
で
あ
っ
た
。
義
和
団
事
件
以
降
の
光
緒
新
政
に
お
い
て
、

新
式
の
警
察
組
織
た
る
巡
警
と
警
察
学
校
で
あ
る
巡
警
学
堂
が
設
置
さ
れ
た
の
に
伴
い
、
消
防
専
門
の
行
政
機
構
で

あ
る
消
防
隊
が
成
立
し
た
。
消
防
隊
は
日
本
式
の
消
防
教
育
を
受
け
る
点
で
従
来
に
な
い
専
門
性
を
備
え
て
い
た

が
、
広
大
な
京
城
の
火
災
を
全
て
消
火
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
清
朝
は
巡
警
に
も
消
防
を
担
当
さ
せ
た
。

巡
警
の
街
道
に
お
け
る
治
安
監
視
の
た
め
の
立
哨
の
密
度
は
高
く
、
消
防
隊
よ
り
も
火
災
を
発
見
し
や
す
か
っ
た
。

消
防
隊
は
義
和
団
事
件
以
後
に
新
設
さ
れ
た
新
し
い
消
防
専
門
組
織
で
あ
る
が
、
巡
警
は
光
緒
新
政
に
お
い
て
五
城

巡
城
御
史
と
司
坊
官
を
再
編
し
た
組
織
で
あ
り
、
歴
史
的
連
続
性
が
存
在
し
て
い
た
。
清
末
北
京
に
お
い
て
は
、
消

防
行
政
は
警
察
行
政
の
一
部
で
あ
っ
た
。
小
稿
は
内
城
と
外
城
の
官
治
消
防
を
論
じ
た
が
、
宮
中
の
火
班
に
つ
い
て

は
考
察
が
及
ん
で
い
な
い
。
ま
た
、
清
代
北
京
火
災
消
火
活
動
年
表
に
は
、
民
間
消
防
組
織
で
あ
る
水
会
の
消
防
活

動
が
頻
出
す
る
が
、
小
稿
で
は
水
会
に
は
何
ら
言
及
し
て
い
な
い
。
宮
中
火
班
と
水
会
に
つ
い
て
は
今
後
の
重
要
な

課
題
で
あ
り
、
別
稿
に
て
論
じ
た
い
。
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用
い
る
時
は
、
該
区
官
は
総
庁
・
分
庁
の
命
令
が
必
要
で
あ
る
（
一
章
⑪
）。
火
災
鎮
火
後
に
、
火
災
現
場
の
巡
警

区
は
五
時
間
以
内
に
分
庁
に
対
し
て
、
出
火
と
鎮
火
の
時
刻
、
出
火
先
の
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
職
業
、
出
火
の
原

因
・
消
火
の
情
況
・
全
半
焼
の
戸
数
・
死
傷
者
、
巡
警
の
消
火
従
事
者
を
報
告
す
る
（
一
章
⑬
）。
こ
ら
ら
の
報
告

に
基
づ
い
て
、
巡
警
に
は
賞
罰
が
与
え
ら
れ
る
（
五
章
・
六
章
）。

　巡
警
が
消
防
活
動
に
関
与
し
た
の
は
、
治
安
監
視
た
め
の
立
哨
の
稠
密
さ
に
あ
る
。
光
緒
三
一
（
一
九
〇
五
）
年

の
巡
警
部
期
に
お
け
る
巡
捕
（
職
位
最
下
位
の
警
官
、
巡
査
）
の
人
数
は
内
外
城
あ
わ
せ
て
約
五
〇
〇
〇
人
を
数
え

た
。
交
通
量
が
多
い
前
門
外
の
大
街
に
は
、
一
〇
間
（
一
八
メ
ー
ト
ル
）
毎
に
巡
捕
一
名
が
街
道
中
央
に
立
哨
し
て

道
行
く
人
を
監
視
し
、
さ
ら
に
二
〇
～
三
〇
間
毎
に
巡
捕
長
（
巡
査
長
）
一
名
が
配
置
さ
れ
、
交
通
量
が
少
く
な
い

街
道
に
は
五
〇
～
六
〇
間
毎
に
一
人
の
巡
捕
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
巡
捕
の
立
哨
す
る
場
所
を
守
望
所
と
称
し
、
巡

捕
は
一
時
間
交
代
で
立
哨
し
、
周
囲
に
目
を
光
ら
せ
た
が
、
巡
捕
は
街
道
を
巡
邏
す
る
こ
と
な
く
立
哨
の
み
で
あ
っ

た
。
巡
捕
長
は
巡
捕
三
～
四
名
か
ら
な
る
巡
邏
隊
を
率
い
て
数
ヶ
所
の
守
望
所
を
巡
邏
し
、
巡
邏
す
る
巡
捕
が
守
望

所
の
立
哨
を
順
次
交
代
し
た
。
巡
邏
隊
は
夜
間
に
も
市
中
を
巡
邏
し
た
。
京
師
内
外
城
の
荒
地
を
除
い
た
実
質
的
な

居
住
地
域
の
面
積
が
六
四
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
二
方
里
、
里
は
日
本
里
で
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
り
、
こ
の
中

に
五
〇
〇
〇
人
の
巡
捕
を
配
す
る
治
安
監
視
の
密
度
は
高
か
っ
た
）
11
（

　。

　
　
　お
わ
り
に

　清
代
北
京
の
国
家
の
行
政
機
構
と
し
て
の
消
防
組
織
は
、
皇
城
・
内
城
・
外
城
と
い
う
都
市
空
間
に
よ
っ
て
異

な
っ
て
い
た
。
皇
城
で
は
、
八
旗
か
ら
選
抜
さ
れ
た
宮
中
火
災
を
専
門
に
担
当
す
る
火
班
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
内
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城
で
は
、
治
安
維
持
を
担
う
歩
軍
統
領
が
八
旗
か
ら
な
る
火
班
を
統
率
し
て
火
災
を
消
火
し
た
。
外
城
で
は
、
外
城

の
治
安
維
持
機
構
で
あ
る
五
城
巡
城
御
史
が
消
防
行
政
を
担
っ
て
い
た
。
正
規
軍
で
あ
る
八
旗
の
中
に
火
軍
が
設
け

ら
れ
て
は
い
た
が
、
消
防
行
政
は
治
安
警
察
行
政
の
一
部
で
あ
っ
た
。
義
和
団
事
件
以
降
の
光
緒
新
政
に
お
い
て
、

新
式
の
警
察
組
織
た
る
巡
警
と
警
察
学
校
で
あ
る
巡
警
学
堂
が
設
置
さ
れ
た
の
に
伴
い
、
消
防
専
門
の
行
政
機
構
で

あ
る
消
防
隊
が
成
立
し
た
。
消
防
隊
は
日
本
式
の
消
防
教
育
を
受
け
る
点
で
従
来
に
な
い
専
門
性
を
備
え
て
い
た

が
、
広
大
な
京
城
の
火
災
を
全
て
消
火
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
清
朝
は
巡
警
に
も
消
防
を
担
当
さ
せ
た
。

巡
警
の
街
道
に
お
け
る
治
安
監
視
の
た
め
の
立
哨
の
密
度
は
高
く
、
消
防
隊
よ
り
も
火
災
を
発
見
し
や
す
か
っ
た
。

消
防
隊
は
義
和
団
事
件
以
後
に
新
設
さ
れ
た
新
し
い
消
防
専
門
組
織
で
あ
る
が
、
巡
警
は
光
緒
新
政
に
お
い
て
五
城

巡
城
御
史
と
司
坊
官
を
再
編
し
た
組
織
で
あ
り
、
歴
史
的
連
続
性
が
存
在
し
て
い
た
。
清
末
北
京
に
お
い
て
は
、
消

防
行
政
は
警
察
行
政
の
一
部
で
あ
っ
た
。
小
稿
は
内
城
と
外
城
の
官
治
消
防
を
論
じ
た
が
、
宮
中
の
火
班
に
つ
い
て

は
考
察
が
及
ん
で
い
な
い
。
ま
た
、
清
代
北
京
火
災
消
火
活
動
年
表
に
は
、
民
間
消
防
組
織
で
あ
る
水
会
の
消
防
活

動
が
頻
出
す
る
が
、
小
稿
で
は
水
会
に
は
何
ら
言
及
し
て
い
な
い
。
宮
中
火
班
と
水
会
に
つ
い
て
は
今
後
の
重
要
な

課
題
で
あ
り
、
別
稿
に
て
論
じ
た
い
。
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乾
隆
四
〇

（
一
七
七
五
）

年

四
月
二
〇
日

六
時

城
外
東
直
門
外
鉄
塔
地
方
民

人
宅

巡
視
東
城
給
事
中
が
夫
役
を
率
い
て
消
火
、
房

一
七
間
を
焼
失
、
三
間
を
拆
毀
。

〇
三
―
〇
二
八
六

―
〇
一
〇

五
月
七
日

八
時

外
城
鷂
児
胡
同
大
雄
巷
関
帝

廟

巡
視
中
城
給
事
中
が
司
坊
官
・
営
弁
を
率
い
消
火
、

殿
宇
等
一
六
間
を
焼
失
、
廟
門
三
間
を
拆
毀
。

〇
三
―
〇
二
八
六

―
〇
一
一

乾
隆
四
一

（
一
七
七
六
）

年

一
二
月
五
日

二
三
時

内
城
西
単
牌
楼
北
路
東
の
山

東
民
人
の
靴
舖
内
失
火
歩
軍
統
領
が
翼
尉
と
も
に
右
翼
八
旗
火
班
官
兵
を

帯
同
し
て
消
火
、
房
屋
二
二
間
半
を
延
焼
。

内
〇
二
二
六
〇
九

―
〇
〇
一

乾
隆
四
三

（
一
七
七
八
）

年

三
月
三
日

二
〇
時

外
城
崇
文
門
外
瓜
市
路
東
の

民
人
獣
医
鋪

巡
視
東
監
察
御
史
が
司
坊
官
・
営
弁
を
率
い
て
消

火
、
房
屋
三
一
間
を
焼
失
、
一
間
を
拆
毀
。

〇
三
―
〇
八
七
九

―
〇
三
六

五
月
二
四
日

外
城
宣
武
門
外
米
市
胡
同
の

寓
内
耳
房
茶
爐

各
営
将
弁
帯
領
兵
丁
が
屋
根
よ
り
用
水
消
火
、
房

屋
九
間
を
焼
失
。

故
〇
二
〇
一
〇
四

乾
隆
四
四

（
一
七
七
九
）

年

四
月
二
四
日

〇
時

外
城
前
門
外
大
街
湿
井
胡
同

の
民
人
李
万
鑑
竿
子
鋪

内

巡
城
御
史
が
司
坊
官
・
営
弁
と
と
も
に
消
火
、
民

房
六
九
間
を
焼
失
。

故
〇
二
三
四
二
九

五
月
一
一
日

外
城
前
門
外
猪
市
口
地
方
茶

鋪

翼
尉
八
旗
三
営
官
兵
が
消
火
、
西
南
風
で
東
西
に

延
焼
、
城
楼
二
座
と
前
門
牌
坊
に
延
焼
。

故
〇
二
七
一
七
二

乾
隆
四
五

（
一
七
八
〇
）

年

三
月
三
日

〇
時

内
城
正
藍
旗
満
洲
所
管
の
閙

市
口
地
方
民
人
范
二
格

書
鋪

歩
軍
統
領
と
左
右
翼
尉
八
旗
が
消
火
、
房
八
七
間

を
延
焼
、
房
二
間
を
拆
毀
。

故
〇
二
六
四
八
七

乾
隆
四
八

（
一
七
八
三
）

年

六
月
一
四
日

午
後

城
外
前
門
外
大
街
観
音
寺
胡

同
の
民
人
煙
舖
失
火

衙
門
官
兵
と
両
翼
翼
尉
・
巡
城
御
史
・
司
坊
官
が

消
火
、
旗
民
取
租
房
二
三
間
を
焼
失
。

故
〇
三
三
〇
九
〇

乾
隆
五
一

（
一
七
八
六
）

年

九
月
七
日

八
時

外
城
中
城
観
音
寺
前
茶
鋪

巡
視
中
城
給
事
中
が
司
坊
官
役
・
営
弁
を
率
い
て

消
火
、
民
房
二
九
間
半
を
焼
失
。

〇
三
―
〇
八
七
九

―
〇
三
九

乾
隆
五
四

（
一
七
八
九
）

年

五
月
一
四
日

午
後

外
城
前
門
外
韓
家
潭
中
間
の

広
東
提
塘
陳
奉
乾
寓
所
巡
城
御
史
が
司
坊
官
と
営
弁
を
率
い
消
火
、
房
屋

三
間
が
焼
失
、
房
二
間
を
拆
毀
。

故
〇
四
〇
三
八
二

乾
隆
五
五

（
一
七
九
〇
）

年

三
月
一
七
日

四
時

内
城
東
四
牌
楼
大
街
、
山
西

民
人
程
永
中
乾
果
鋪
失

火

歩
軍
統
領
が
両
翼
翼
尉
と
八
旗
官
兵
を
率
い
消
火
、

旗
民
取
租
房
屋
四
一
間
を
焼
失
、
房
一
〇
間
・
柵

欄
一
座
を
拆
毀
。

故
〇
四
三
一
五
五
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清
代
北
京
火
災
消
火
活
動
年
表

年

月
日
時
間

城
別

火
災
発
生
地
点

消
火
者
・
被
災
状
況

出
典

康
熙
一
八

（
一
六
七
九
）

年

一
二
月
三
日

二
時

皇
城
紫
禁
城
太
和
殿

御
膳
房
か
ら
出
火
、
後
右
門･

中
右
門
・
西
斜
廊

･

正
殿･

東
斜
廊
・
中
左
門
に
延
焼
、
一
〇
時
に

鎮
火
。

『
康
熙
起
居
注
』
一

―
四
七
〇
頁

康
熙
二
三

（
一
六
八
四
）

年

三
月
一
〇
日

外
城
前
門
外

民
居
失
火
、
皇
帝
は
内
大
臣
侍
衛
を
派
遣
し
鎮
火

さ
せ
る
。

『
聖
祖
実
録
』

一
一
四

乾
隆
七

（
一
七
四
二
）

年

七
月
二
二
日

二
時

外
城
前
門
外
大
街
東
夾
道
小

巷
内
の
酒
舖

失
火
、
巡
城
御
史
・
坊
甲
役
人
・
歩
軍
統
領
・
弁

兵
が
消
火
、
焼
房
三
七
五
間
、
拆
房
五
七
間
。

内
〇
九
二
五
一
五

―
〇
〇
一

九
月
一
五
日

城
外
朝
陽
門
外
の
八
里
荘
慈

雲
寺
の
柴
薪
よ
り
失
火
巡
城
御
史
と
司
坊
官
・
弁
兵
が
消
火
、
仏
殿
四
〇

間
を
焼
失
、
土
房
五
間
も
損
壊
。

〇
三
―
〇
〇
六
九

―
〇
〇
六

乾
隆
一
八

（
一
七
五
三
）

年

九
月
一
日

二
〇
時

内
城
妙
応
寺

歩
軍
統
領
舒
赫
徳
が
員
弁
を
率
い
て
消
火
、
工
部

左
侍
郎
德
爾
敏
も
在
工
官
員
と
匠
夫
を
率
い
て
消

火
。

〇
三
―
〇
二
八
三

―
〇
三
一

乾
隆
二
一

（
一
七
五
六
）

年

三
月
六
日

二
二
時

外
城
崇
文
門
外
喜
雀
胡
同
東

口

草
鋪
よ
り
失
火
、
官
房
五
四
間
を
延
焼
、
巡
城
御

史
が
司
坊
官
・
甲
捕
官
人
を
率
い
て
消
火
、
民
房

一
二
間
を
拆
毀
。

二
二
三
八
一
六

―
〇
〇
一

乾
隆
二
二

（
一
七
五
七
）

年

一
二
月
二
日

早
朝

外
城
前
門
外
大
柵
欄
南
路
、

中
城
、
呉
大
絨
糸
舖

舗
面
瓦
房
灰
棚
一
五
七
間
に
延
焼
、
巡
城
御
史
が

司
坊
官
・
甲
捕
人
・
弁
兵
を
率
い
て
消
火
、
房
屋

五
〇
間
を
拆
毀
。

〇
三
―
〇
二
八
四

―
〇
一
八

乾
隆
二
八

（
一
七
六
三
）

年

九
月
一
八
日

八
時

外
城
宣
武
門
外
爛
麪
胡
同

茶
鋪
内
で
失
火
、
巡
城
御
史
が
司
坊
官
役･

営
弁

と
消
火
、
房
屋
二
一
間
を
焼
失
、
官
房
一
四
間
と

民
房
四
間
を
拆
毀
。

〇
三
―
〇
二
八
四

―
〇
五
二

乾
隆
三
七

（
一
七
七
二
）

年

一
月
一
七
日

一
八
時

外
城
中
城
楊
竹
斜
街
開
羊
角

灯
鋪
院
内
の
蓆
罩
棚

巡
城
御
史
が
司
坊
官
と
営
弁
を
率
い
消
火
、
房
屋

二
四
間
を
焼
失
、
房
屋
一
間
を
拆
毀
。

故
〇
一
五
八
七
二

一
一
月

城
外
海
甸
龍
虎
橋
地
方
民
人

盧
老
児
蓆
鋪

坊
副
指
揮
・
営
将
備
と
歩
営
・
班
協
尉
が
兵
役
を

率
い
消
火
、
房
屋
一
一
間
を
焼
き
房
五
間
を
拆
毀
。
故
〇
一
八
六
三
七

乾
隆
三
八

（
一
七
七
三
）

年

四
月
九
日

一
時

外
城
中
城
深
溝
口
西
口
の
開

成
衣
鋪

巡
視
中
城
御
史
が
司
坊
官
を
督
率
し
営
弁
と
と
も

に
消
火
、
房
屋
三
間
を
焼
毀
し
、
三
間
を
拆
毀
。

〇
三
―
〇
二
八
五

―
〇
五
八
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乾
隆
四
〇

（
一
七
七
五
）

年

四
月
二
〇
日

六
時

城
外
東
直
門
外
鉄
塔
地
方
民

人
宅

巡
視
東
城
給
事
中
が
夫
役
を
率
い
て
消
火
、
房

一
七
間
を
焼
失
、
三
間
を
拆
毀
。

〇
三
―
〇
二
八
六

―
〇
一
〇

五
月
七
日

八
時

外
城
鷂
児
胡
同
大
雄
巷
関
帝

廟

巡
視
中
城
給
事
中
が
司
坊
官
・
営
弁
を
率
い
消
火
、

殿
宇
等
一
六
間
を
焼
失
、
廟
門
三
間
を
拆
毀
。

〇
三
―
〇
二
八
六

―
〇
一
一

乾
隆
四
一

（
一
七
七
六
）

年

一
二
月
五
日

二
三
時

内
城
西
単
牌
楼
北
路
東
の
山

東
民
人
の
靴
舖
内
失
火
歩
軍
統
領
が
翼
尉
と
も
に
右
翼
八
旗
火
班
官
兵
を

帯
同
し
て
消
火
、
房
屋
二
二
間
半
を
延
焼
。

内
〇
二
二
六
〇
九

―
〇
〇
一

乾
隆
四
三

（
一
七
七
八
）

年

三
月
三
日

二
〇
時

外
城
崇
文
門
外
瓜
市
路
東
の

民
人
獣
医
鋪

巡
視
東
監
察
御
史
が
司
坊
官
・
営
弁
を
率
い
て
消

火
、
房
屋
三
一
間
を
焼
失
、
一
間
を
拆
毀
。

〇
三
―
〇
八
七
九

―
〇
三
六

五
月
二
四
日

外
城
宣
武
門
外
米
市
胡
同
の

寓
内
耳
房
茶
爐

各
営
将
弁
帯
領
兵
丁
が
屋
根
よ
り
用
水
消
火
、
房

屋
九
間
を
焼
失
。

故
〇
二
〇
一
〇
四

乾
隆
四
四

（
一
七
七
九
）

年

四
月
二
四
日

〇
時

外
城
前
門
外
大
街
湿
井
胡
同

の
民
人
李
万
鑑
竿
子
鋪

内

巡
城
御
史
が
司
坊
官
・
営
弁
と
と
も
に
消
火
、
民

房
六
九
間
を
焼
失
。

故
〇
二
三
四
二
九

五
月
一
一
日

外
城
前
門
外
猪
市
口
地
方
茶

鋪

翼
尉
八
旗
三
営
官
兵
が
消
火
、
西
南
風
で
東
西
に

延
焼
、
城
楼
二
座
と
前
門
牌
坊
に
延
焼
。

故
〇
二
七
一
七
二

乾
隆
四
五

（
一
七
八
〇
）

年

三
月
三
日

〇
時

内
城
正
藍
旗
満
洲
所
管
の
閙

市
口
地
方
民
人
范
二
格

書
鋪

歩
軍
統
領
と
左
右
翼
尉
八
旗
が
消
火
、
房
八
七
間

を
延
焼
、
房
二
間
を
拆
毀
。

故
〇
二
六
四
八
七

乾
隆
四
八

（
一
七
八
三
）

年

六
月
一
四
日

午
後

城
外
前
門
外
大
街
観
音
寺
胡

同
の
民
人
煙
舖
失
火

衙
門
官
兵
と
両
翼
翼
尉
・
巡
城
御
史
・
司
坊
官
が

消
火
、
旗
民
取
租
房
二
三
間
を
焼
失
。

故
〇
三
三
〇
九
〇

乾
隆
五
一

（
一
七
八
六
）

年

九
月
七
日

八
時

外
城
中
城
観
音
寺
前
茶
鋪

巡
視
中
城
給
事
中
が
司
坊
官
役
・
営
弁
を
率
い
て

消
火
、
民
房
二
九
間
半
を
焼
失
。

〇
三
―
〇
八
七
九

―
〇
三
九

乾
隆
五
四

（
一
七
八
九
）

年

五
月
一
四
日

午
後

外
城
前
門
外
韓
家
潭
中
間
の

広
東
提
塘
陳
奉
乾
寓
所
巡
城
御
史
が
司
坊
官
と
営
弁
を
率
い
消
火
、
房
屋

三
間
が
焼
失
、
房
二
間
を
拆
毀
。

故
〇
四
〇
三
八
二

乾
隆
五
五

（
一
七
九
〇
）

年

三
月
一
七
日

四
時

内
城
東
四
牌
楼
大
街
、
山
西

民
人
程
永
中
乾
果
鋪
失

火

歩
軍
統
領
が
両
翼
翼
尉
と
八
旗
官
兵
を
率
い
消
火
、

旗
民
取
租
房
屋
四
一
間
を
焼
失
、
房
一
〇
間
・
柵

欄
一
座
を
拆
毀
。

故
〇
四
三
一
五
五
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道
光
三

（
一
八
二
三
）

年

四
月
一
二
日

早
朝

外
城
崇
文
外
の
花
児
市
民
人

蓆
鋪

巡
城
御
史
が
官
兵
を
率
い
て
消
火
、
官
房
取
祖
房

二
三
間
と
民
房
一
八
間
を
焼
失
、
八
間
を
拆
毀
。

〇
三
―
二
〇
八
一

―
〇
一
六

道
光
一
一

（
一
八
三
一
）

年

一
〇
月
一
三
日

二
時

外
城
前
門
外
布
巷
泰
布
店

巡
城
御
史
が
司
坊
官
・
営
員
を
率
い
て
消
火
、
官

民
房
三
四
間
を
焼
失
、
民
房
九
間
を
拆
毀
。

〇
三
―
二
六
一
五

―
〇
四
九

道
光
二
三

（
一
八
四
三
）

年

一
一
月
二
〇
日

六
時

外
城
前
門
外
中
城
鮮
魚
口
小

橋
地
方
の
聚
興
合
乾
果

鋪

巡
視
中
城
工
科
給
事
中
・
正
副
指
揮
等
が
弁
兵
を

率
い
消
火
、
井
口
が
遠
く
取
水
に
難
、
房
屋
二
三

間
延
焼
、
房
二
一
間
拆
毀
、
焼
死
者
一
名
。

〇
三
―
二
八
一
二

―
〇
五
五

光
緒
元

（
一
八
七
五
）

年

五
月
一
四
日

午
後

皇
城
東
安
門
内
南
地
子
の
工

部
門
神
庫

八
旗
が
消
火
、
工
部
と
順
天
府
も
消
火
。
兵
部
は

五
城
水
会
を
帯
同
し
と
も
に
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
／

六
／
一
三

五
月
一
五
日

一
時

内
城
刑
部
山
東
司
科
房

司
員
・
吏
員
と
民
間
の
水
火
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
／

六
／
一
四

光
緒
五

（
一
八
七
九
）

年

一
〇
月
一
一
日

二
時

外
城
崇
文
門
外
南
城
打
磨
廠

東
頭
路
北
の
東
興
源
荷

鋪
と
文
成
堂
書
鋪
の
桟

房

外
城
の
各
水
会
、
特
に
南
城
新
開
路
の
水
会
が
消

火
に
あ
た
る
。

『
申
報
』
光
緒
五
／

一
〇
／
二
二

光
緒
六

（
一
八
八
〇
）

年

四
月
三
日

一
八
時

外
城
崇
文
門
外
打
磨
廠

保
大･

普
善
等
四
城
水
局
、
花
児
市
各
酒
店
も
酒

簍
で
用
水
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
六
／

四
／
一
七

四
月
一
二
日

七
時

　

外
城
前
門
外
李
鉄
拐
斜
街
路

北
同
の
義
銭
舗

水
局
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
六
／

四
／
二
三

九
月
二
〇
日

二
一
時

外
城
驟
馬
市
大
街
の
某
布
店
各
水
会
と
文
武
空
役
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
六
／

一
〇
／
三

九
月
三
〇
日

四
時

城
外
東
直
門
外
六
里
荘
の
慶

豊
磚
窰
塲

各
城
水
会
は
知
ら
せ
を
聞
き
消
火
に
向
か
う
。

『
申
報
』
光
緒
六
／

一
〇
／
一
一

一
〇
月
三
日

二
四
時

内
城
前
門
内
、
戸
部
の
河
南

司

守
門
人
は
皇
城
の
水
龍
が
使
用
で
き
ず
、
開
門
し

外
城
五
城
水
会
が
入
城
、
水
龍
で
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
六
／

一
〇
／
二
七

一
一
月
一
五
日

二
一
時

外
城
崇
文
門
外
興
隆
街
の
某

煤
鋪

五
城
水
局
が
全
て
火
事
場
へ
行
き
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
六
／

一
二
／
四

一
一
月
二
二
日

六
時

外
城
前
門
外
鮮
魚
口

五
城
水
龍
が
消
火
す
る
が
、
舗
面
二
〇
余
座
、
住

戸
一
〇
数
家
が
焼
失
。

『
申
報
』
光
緒
六
／

一
二
／
一
七
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五
月
一
一
日

四
時

皇
城
西
華
門
外
果
房
失
火

歩
軍
統
領
・
歩
軍
協
尉
・
内
務
府
郎
中
・
八
旗
歩

営
官
兵
が
上
屋
し
用
水
消
火
、
房
屋
八
五
間
を
焼

失
、
紫
禁
城
内
に
延
焼
。

故
〇
四
三
二
三
三

嘉
慶
五

（
一
八
〇
〇
）

年

三
月
二
九
日

夜

外
城
宣
武
門
外
半
截
胡
同
の

刑
部
郎
中
の
家
よ
り
失

火

巡
視
北
城
御
史
が
司
坊
官
と
甲
捕
人
を
率
い
て
消

火
、
住
房
二
四
間
を
焼
く
。

〇
三
―
二
四
二
九

―
〇
一
四

嘉
慶
八

（
一
八
〇
三
）

年

閏
二
月
三
日

夜

皇
城
紫
禁
城
の
炭
倉
失
火

護
軍
と
火
班
兵
丁
が
消
火
、
禁
門
は
開
門
せ
ず
。
『
仁
宗
実
録
』

一
〇
九

五
月
三
〇
日

内
城
戸
部
四
川
司
稿
房
房
失

火

護
軍
統
領
が
消
火
。

『
仁
宗
実
録
』

一
一
四

嘉
慶
一
一

（
一
八
〇
六
）

年

二
月
二
三
日

二
二
時

内
城
正
藍
旗
漢
軍
地
方
民
人

煙
鋪
失
火

歩
軍
統
領
と
両
翼
翼
尉
が
官
兵
を
統
率
し
て
鎮
火
、

官
庁
五
間
・
民
房
一
四
間
に
延
焼
。

〇
三
―
二
四
四
二

―
〇
二
九

一
一
月
二
日

二
〇
時

外
城
前
門
外
打
磨
廠
北
煙
袋

鋪
失
火

巡
城
御
史
が
司
坊
官
役
を
率
い
、
営
員
兵
丁
と
と

も
に
消
火
、
房
三
九
間
を
焼
き
、
房
二
間
を
拆
毀
。
〇
三
―
一
六
〇
〇

―
〇
二
八

嘉
慶
一
二

（
一
八
〇
七
）

年

二
月
一
二
日

午
後

内
城
礼
親
王
府

御
前
大
臣
が
乾
清
門
侍
衛
を
統
率
し
消
火
、
王
公

大
臣
も
消
火
。

『
仁
宗
実
録
』

一
八
六

嘉
慶
一
六

（
一
八
一
一
）

年

閏
三
月
四
日

六
時

城
外
東
便
門
外
の
裕
豊
倉

歩
軍
統
領
は
官
員
と
両
翼
翼
尉
を
帯
同
し
消
火
。

〇
三
―
一
六
〇
二

―
〇
三
四

嘉
慶
一
七

（
一
八
一
二
）

年

二
月
二
五
日

二
〇
時

外
城
崇
文
門
外
東
利
営
民
家
巡
城
御
史
が
司
坊
営
員
と
兵
丁
を
率
い
消
火
、
房

屋
一
一
間
焼
失
、
二
間
拆
毀
、
焼
死
者
一
一
人
。

〇
三
―
二
二
二
二

―
〇
三
二

嘉
慶
二
四

（
一
八
一
九
）

年

二
月
一
七
日

一
二
時

外
城
崇
文
門
外
蒜
市
口
路
東

酒
鋪

巡
城
御
史
が
甲
捕
を
率
い
て
鎮
火
、
焼
失
拆
毀
し

た
舗
面
と
官
房
は
二
三
間
。

〇
三
―
一
六
〇
五

―
〇
二
二

二
月
二
四
日

内
城
朝
陽
門
内
の
旧
太
倉

歩
軍
統
領
は
司
員
翼
尉
を
率
同
し
消
火
。

〇
三
―
一
六
〇
五

―
〇
二
一

一
〇
月
一
九
日

一
八
時

皇
城
文
潁
館

親
王
・
王
大
臣
と
歩
軍
統
領
が
官
員
と
両
翼
翼
尉

官
兵
を
率
い
て
消
火
、
西
華
門
の
門
禁
が
厳
し
く

開
門
せ
ず
。

〇
三
―
一
六
〇
五

―
〇
五
九
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道
光
三

（
一
八
二
三
）

年

四
月
一
二
日

早
朝

外
城
崇
文
外
の
花
児
市
民
人

蓆
鋪

巡
城
御
史
が
官
兵
を
率
い
て
消
火
、
官
房
取
祖
房

二
三
間
と
民
房
一
八
間
を
焼
失
、
八
間
を
拆
毀
。

〇
三
―
二
〇
八
一

―
〇
一
六

道
光
一
一

（
一
八
三
一
）

年

一
〇
月
一
三
日

二
時

外
城
前
門
外
布
巷
泰
布
店

巡
城
御
史
が
司
坊
官
・
営
員
を
率
い
て
消
火
、
官

民
房
三
四
間
を
焼
失
、
民
房
九
間
を
拆
毀
。

〇
三
―
二
六
一
五

―
〇
四
九

道
光
二
三

（
一
八
四
三
）

年

一
一
月
二
〇
日

六
時

外
城
前
門
外
中
城
鮮
魚
口
小

橋
地
方
の
聚
興
合
乾
果

鋪

巡
視
中
城
工
科
給
事
中
・
正
副
指
揮
等
が
弁
兵
を

率
い
消
火
、
井
口
が
遠
く
取
水
に
難
、
房
屋
二
三

間
延
焼
、
房
二
一
間
拆
毀
、
焼
死
者
一
名
。

〇
三
―
二
八
一
二

―
〇
五
五

光
緒
元

（
一
八
七
五
）

年

五
月
一
四
日

午
後

皇
城
東
安
門
内
南
地
子
の
工

部
門
神
庫

八
旗
が
消
火
、
工
部
と
順
天
府
も
消
火
。
兵
部
は

五
城
水
会
を
帯
同
し
と
も
に
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
／

六
／
一
三

五
月
一
五
日

一
時

内
城
刑
部
山
東
司
科
房

司
員
・
吏
員
と
民
間
の
水
火
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
／

六
／
一
四

光
緒
五

（
一
八
七
九
）

年

一
〇
月
一
一
日

二
時

外
城
崇
文
門
外
南
城
打
磨
廠

東
頭
路
北
の
東
興
源
荷

鋪
と
文
成
堂
書
鋪
の
桟

房

外
城
の
各
水
会
、
特
に
南
城
新
開
路
の
水
会
が
消

火
に
あ
た
る
。

『
申
報
』
光
緒
五
／

一
〇
／
二
二

光
緒
六

（
一
八
八
〇
）

年

四
月
三
日

一
八
時

外
城
崇
文
門
外
打
磨
廠

保
大･

普
善
等
四
城
水
局
、
花
児
市
各
酒
店
も
酒

簍
で
用
水
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
六
／

四
／
一
七

四
月
一
二
日

七
時

　

外
城
前
門
外
李
鉄
拐
斜
街
路

北
同
の
義
銭
舗

水
局
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
六
／

四
／
二
三

九
月
二
〇
日

二
一
時

外
城
驟
馬
市
大
街
の
某
布
店
各
水
会
と
文
武
空
役
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
六
／

一
〇
／
三

九
月
三
〇
日

四
時

城
外
東
直
門
外
六
里
荘
の
慶

豊
磚
窰
塲

各
城
水
会
は
知
ら
せ
を
聞
き
消
火
に
向
か
う
。

『
申
報
』
光
緒
六
／

一
〇
／
一
一

一
〇
月
三
日

二
四
時

内
城
前
門
内
、
戸
部
の
河
南

司

守
門
人
は
皇
城
の
水
龍
が
使
用
で
き
ず
、
開
門
し

外
城
五
城
水
会
が
入
城
、
水
龍
で
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
六
／

一
〇
／
二
七

一
一
月
一
五
日

二
一
時

外
城
崇
文
門
外
興
隆
街
の
某

煤
鋪

五
城
水
局
が
全
て
火
事
場
へ
行
き
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
六
／

一
二
／
四

一
一
月
二
二
日

六
時

外
城
前
門
外
鮮
魚
口

五
城
水
龍
が
消
火
す
る
が
、
舗
面
二
〇
余
座
、
住

戸
一
〇
数
家
が
焼
失
。

『
申
報
』
光
緒
六
／

一
二
／
一
七
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五
月
七
日

午
後

外
城
宣
武
門
外
虎
坊
橋
の
新

開
草
鋪

各
処
の
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
二

／
五
／
二
〇

五
月
二
四
日

白
昼

外
城
前
門
外
半
壁
外
西
首
の

某
蠟
燭
店

各
路
の
水
会
が
迅
速
に
消
火
し
隣
居
へ
延
焼
せ
ず
。『
申
報
』
光
緒
一
二

／
六
／
五

光
緒
一
三

（
一
八
八
七
）

年

三
月
五
日

二
二
時

外
城
宣
武
門
外
璃
廠
南
鐵
老

鸛
廟
胡
同
の
聚
興
京
報

房

水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
三

／
三
／
一
七

五
月
三
日

六
時

外
城
前
門
外
西
河
沿
の
鋪
戸

三
家

水
会
が
護
城
河
よ
り
取
水
し
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
三

／
五
／
一
四

五
月
二
六
日

二
三
時

外
城
宣
武
門
大
街
の
木
廠･

銭
鋪

水
会
が
護
城
河
よ
り
取
水
し
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
三

／
六
／
八

八
月
二
九
日

二
二
時

内
城
東
直
門
大
街
天
昌
山
貨

舖

各
庁
汲
桶
で
消
火
、
東
西
隣
房
を
拆
毀
し
火
路
を

断
つ
。
鋪
の
掌
櫃
を
歩
軍
統
領
に
送
交
。

『
申
報
』
光
緒
一
三

／
九
／
一
三

一
一
月
五
日

二
二
時

内
城
東
四
牌
楼
史
家
胡
同
東

の
首
某
府

各
庁
汲
桶
が
知
ら
せ
を
聞
き
、
駆
け
つ
け
て
消
火
、

朝
七
時
に
鎮
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
三

／
一
一
／
二
三

光
緒
一
四

（
一
八
八
八
）

年

一
月
一
〇
日

晩

内
城
阜
成
門
内
錦
什
坊
街
武

定
侯
東
口
外
以
南
路
の

西
羊
肉
舖

付
近
各
庁
汲
桶
が
駆
け
つ
け
消
火
、
房
屋
を
拆
去

し
火
路
を
断
つ
。
火
元
人
を
解
交
懲
辦
。

『
申
報
』
光
緒
一
四

／
二
／
七

三
月
二
日

午
後

外
城
前
門
外
以
西
五
道
廟
の

草
鋪

警
報
を
聞
い
た
水
会
が
一
斉
に
現
場
へ
行
き
鎮
火
。『
申
報
』
光
緒
一
四

／
三
／
一
一

一
二
月
一
五
日

二
時

皇
城
紫
禁
城
太
和
門

王
公
大
臣
・
官
兵
・
一
五
の
水
会
等
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
五

／
一
／
一
四

光
緒
一
五

（
一
八
八
九
）

年

一
月
某
日

二
一
時

外
城
前
門
内
高
碑
胡
同
の
居

民
宅

各
汲
桶
が
鎮
火
。
火
元
人
を
解
送
究
懲
。

『
申
報
』
光
緒
一
五

／
一
／
二
二

一
月
一
七
日

午
後

外
城
崇
文
門
外
以
南
石
板
胡

同
悦
来
店
の
草
堆

前
門
外
の
串
鑼
が
鳴
り
響
き
警
報
、
各
処
の
水
会

が
汲
桶
を
急
招
き
消
火
、
房
四
～
五
間
を
焼
失
。
『
申
報
』
光
緒
一
五

／
二
／
八

二
月
四
日

八
時

外
城
前
門
外
以
東
小
橋
地
方

の
徳
生
堂
戒
煙
薬
舗

各
水
局
が
消
火
、
大
事
に
い
た
ら
ず
。

『
申
報
』
光
緒
一
五

／
二
／
二
一

二
月
二
四
日

外
城
前
門
外
以
南
三
里
河
の

瑞
蘭
坊
香
蠟
鋪

各
水
局
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
五

／
三
／
一
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光
緒
七

（
一
八
八
一
）

年

三
月
七
日

一
〇
時

外
城
前
門
外
西
月
牆
の
同
興

楼

水
龍
が
消
火
す
る
が
大
火
事
に
、
同
興
楼
と
歩
瀛

靴
局
等
九
家
、
茶
葉
舖
等
七
家
が
焼
失
。

『
申
報
』
光
緒
七
／

三
／
一
八

光
緒
八

（
一
八
八
二
）

年

二
月
二
一
日

三
時

外
城
崇
文
門
外
花
児
市
大
街

の
蓆
鋪

花
児
市
大
街
の
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
八
／

三
／
一
四

三
月
一
八
日

二
時

外
城
宣
武
門
外
琉
璃
廠
の
宝

亨
銭
鋪

琉
璃
廠
土
地
祠
に
設
け
ら
れ
た
水
会
の
水
夫
が
水

龍
を
用
い
て
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
八
／

四
／
二

光
緒
九

（
一
八
八
三
）

年

五
月
一
日

二
時

外
城
崇
文
門
外
頭
条
胡
同

各
水
会
が
全
て
集
ま
り
消
火
、
無
風
で
延
焼
せ
ず

焼
失
は
三
家
。

『
申
報
』
光
緒
九
／

五
／
八

光
緒
一
〇

（
一
八
八
四
）

年

一
月
二
八
日

午
後

外
城
前
門
外
大
柵
欄
西
観
音

寺
東
口
路
の
南
永
利
茶

店

各
処
の
激
筒
水
会
が
次
々
に
駆
け
つ
け
て
消
火
。
『
申
報
』
光
緒
一
〇

／
二
／
一
八

二
月
二
一
日

四
時

外
城
崇
文
門
外
喜
鵲
胡
同
の

隆
盛
薬
行
桟
房

激
筒
水
会
が
駆
け
つ
け
消
火
、
房
屋
二
〇
余
間
焼

失
。

『
申
報
』
光
緒
一
〇

／
三
／
二

三
月
一
五
日

二
二
時

外
城
崇
文
門
外
喜
鵲
胡
同
東

口
の
聚
宝
源
烟
店

各
処
の
水
会
が
駆
け
つ
け
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
〇

／
四
／
三

閏
五
月
三
日

午
後

外
城
崇
文
門
外
打
磨
廠
新
開

路
北
口
の
興
盛
油
帋
鋪
衆
水
会
激
筒
が
駆
け
つ
け
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
〇

／
閏
五
／
一
五

光
緒
一
一

（
一
八
八
五
）

年

一
月
二
六
日

夜

内
城
崇
文
門
内
裱
褙
胡
同
の

後
宅

祭
酒
府
の
中
人
と
官
庁
救
火
兵
丁
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
一

／
二
／
一
七

五
月
四
日

夜

外
城
宣
武
門
外
虎
坊
橋
の
某

客
桟

水
会
の
中
人
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
一

／
五
／
一
九

一
〇
月
五
日

夕

内
城
兵
部
職
方
司
八
旗
科

堂
司
各
官
と
歩
軍
統
領
衙
門
が
派
兵
し
消
火
、
巻

宗
が
焼
失
。
宿
直
の
書
吏
を
刑
部
に
送
交
。

『
申
報
』
光
緒
一
一

／
一
〇
／
一
六

光
緒
一
二

（
一
八
八
六
）

年

一
月
二
日

二
二
時

内
城
東
直
門
南
大
廟
街
の
某

炭
廠

各
官
庁
と
守
助
約
会
が
水
桶
消
火
、
内
屋
五
間
を

拆
去
し
火
道
を
断
つ
。

『
申
報
』
光
緒
一
二

／
一
／
二
二

二
月
一
八
日

夜

外
城
前
門
外
甘
井
胡
同
の
有

新
房
一
所

各
城
水
会
が
そ
ろ
っ
て
消
火
に
あ
た
る
。

『
申
報
』
光
緒
一
二

／
二
／
二
九

三
月
一
日

夜

外
城
宣
武
門
外
米
市
胡
同
口

の
宏
泰
茶
店

水
会
が
急
ぎ
駆
け
つ
け
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
二

／
三
／
一
四
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五
月
七
日

午
後

外
城
宣
武
門
外
虎
坊
橋
の
新

開
草
鋪

各
処
の
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
二

／
五
／
二
〇

五
月
二
四
日

白
昼

外
城
前
門
外
半
壁
外
西
首
の

某
蠟
燭
店

各
路
の
水
会
が
迅
速
に
消
火
し
隣
居
へ
延
焼
せ
ず
。『
申
報
』
光
緒
一
二

／
六
／
五

光
緒
一
三

（
一
八
八
七
）

年

三
月
五
日

二
二
時

外
城
宣
武
門
外
璃
廠
南
鐵
老

鸛
廟
胡
同
の
聚
興
京
報

房

水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
三

／
三
／
一
七

五
月
三
日

六
時

外
城
前
門
外
西
河
沿
の
鋪
戸

三
家

水
会
が
護
城
河
よ
り
取
水
し
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
三

／
五
／
一
四

五
月
二
六
日

二
三
時

外
城
宣
武
門
大
街
の
木
廠･

銭
鋪

水
会
が
護
城
河
よ
り
取
水
し
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
三

／
六
／
八

八
月
二
九
日

二
二
時

内
城
東
直
門
大
街
天
昌
山
貨

舖

各
庁
汲
桶
で
消
火
、
東
西
隣
房
を
拆
毀
し
火
路
を

断
つ
。
鋪
の
掌
櫃
を
歩
軍
統
領
に
送
交
。

『
申
報
』
光
緒
一
三

／
九
／
一
三

一
一
月
五
日

二
二
時

内
城
東
四
牌
楼
史
家
胡
同
東

の
首
某
府

各
庁
汲
桶
が
知
ら
せ
を
聞
き
、
駆
け
つ
け
て
消
火
、

朝
七
時
に
鎮
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
三

／
一
一
／
二
三

光
緒
一
四

（
一
八
八
八
）

年

一
月
一
〇
日

晩

内
城
阜
成
門
内
錦
什
坊
街
武

定
侯
東
口
外
以
南
路
の

西
羊
肉
舖

付
近
各
庁
汲
桶
が
駆
け
つ
け
消
火
、
房
屋
を
拆
去

し
火
路
を
断
つ
。
火
元
人
を
解
交
懲
辦
。

『
申
報
』
光
緒
一
四

／
二
／
七

三
月
二
日

午
後

外
城
前
門
外
以
西
五
道
廟
の

草
鋪

警
報
を
聞
い
た
水
会
が
一
斉
に
現
場
へ
行
き
鎮
火
。『
申
報
』
光
緒
一
四

／
三
／
一
一

一
二
月
一
五
日

二
時

皇
城
紫
禁
城
太
和
門

王
公
大
臣
・
官
兵
・
一
五
の
水
会
等
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
五

／
一
／
一
四

光
緒
一
五

（
一
八
八
九
）

年

一
月
某
日

二
一
時

外
城
前
門
内
高
碑
胡
同
の
居

民
宅

各
汲
桶
が
鎮
火
。
火
元
人
を
解
送
究
懲
。

『
申
報
』
光
緒
一
五

／
一
／
二
二

一
月
一
七
日

午
後

外
城
崇
文
門
外
以
南
石
板
胡

同
悦
来
店
の
草
堆

前
門
外
の
串
鑼
が
鳴
り
響
き
警
報
、
各
処
の
水
会

が
汲
桶
を
急
招
き
消
火
、
房
四
～
五
間
を
焼
失
。
『
申
報
』
光
緒
一
五

／
二
／
八

二
月
四
日

八
時

外
城
前
門
外
以
東
小
橋
地
方

の
徳
生
堂
戒
煙
薬
舗

各
水
局
が
消
火
、
大
事
に
い
た
ら
ず
。

『
申
報
』
光
緒
一
五

／
二
／
二
一

二
月
二
四
日

外
城
前
門
外
以
南
三
里
河
の

瑞
蘭
坊
香
蠟
鋪

各
水
局
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
五

／
三
／
一
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35 ─ 150 ─



閏
二
月
一
日

外
城
前
門
外
桜
桃
斜
街
北
首

の
某
草
鋪

　

警
鑼
四
出
で
警
報
、
各
水
会
が
全
力
で
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
六

／
閏
二
／
一
四

三
月
六
日

早
朝

外
城
前
門
外
廊
房
頭
巷
の
漆

鋪
二
家
・
首
飾
鋪
の
三

家
同
時
に
出
火

五
城
の
各
水
局
が
用
水
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
六

／
三
／
一
九

三
月
一
九
日

一
〇
時

内
城
西
直
門
内
南
小
街
口
内

半
壁
街
路
北
の
麟
大
人

旧
第

各
官
庁
と
水
会
汲
桶
が
駆
け
つ
け
消
火
に
あ
た
る
。

火
元
人
を
衙
署
に
送
交
。

『
申
報
』
光
緒
一
六

／
四
／
六

三
月
二
二
日

夕
方

外
城
前
門
外
肉
市
地
方
の
有

蒸
食
鋪

調
理
用
油
よ
り
発
火
、
串
鑼
が
響
き
警
報
、
水
会

が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
六

／
四
／
一
〇

五
月
二
日

午
後

内
城
西
四
牌
牌
北
新
街
路
東

の
義
和
小
器
作

官
庁
と
地
安
門
水
会
激
桶
が
消
火
、
火
元
人
は
衙

署
に
送
交
。

『
申
報
』
光
緒
一
六

／
五
／
一
四

五
月
九
日

六
時

外
城
前
門
外
以
西
寿
寺
街
路

西
の
合
興
當

警
鑼
四
伝
で
警
報
、
各
水
会
が
駆
け
つ
け
消
火
。
『
申
報
』
光
緒
一
六

／
五
／
二
三

八
月
四
日

午
後

外
城
前
門
外
潘
家
河
沿
路
西

の
某
宅

各
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
六

／
八
／
一
六

八
月
五
日

二
〇
時

外
城
宣
武
門
外
西
牌
口
南
岸

上
向
の
𣲙𣲙𣲙𣲙
窖

水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
六

／
八
／
一
八

九
月
四
日

一
〇
時

城
外
徳
勝
門
外
黒
寺
前
の
武

会
試
の
考
試
棚

各
官
兵
が
汲
桶
で
消
火
、
火
路
を
断
ち
、
水
龍
を

用
い
て
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
六

／
九
／
二
一

一
〇
月
二
八
日

一
四
時

城
外
京
西
三
家
店
付
近
琉
璃

局
地
方
の
神
機
営
火
機

器
局

総
辦
が
兵
匠
を
率
い
て
消
火
、
水
龍
も
使
用
。

『
申
報
』
光
緒
一
六

／
一
二
／
二

一
一
月
二
七
日

二
〇
時

内
城
前
門
内
東
城
根
巾
帽
胡

同
南
口
外
東
偏
路
の
北

大
興
人
参
局

各
庁
汲
桶
が
消
火
に
あ
た
る
。

『
申
報
』
光
緒
一
六

／
一
二
／
一
八

光
緒
一
七

（
一
八
九
一
）

年

一
月
四
日

一
四
時

外
城
前
門
外
糧
食
店
胡
同
の

某
顏
料
鋪

各
水
会
が
消
火
に
駆
け
つ
け
る
。

『
申
報
』
光
緒
一
七

／
一
／
二
五

二
月
一
六
日

一
時

内
城
宣
武
門
内
以
西
の
西
裕

茶
舖

各
庁
汲
桶
が
消
火
に
駆
け
つ
け
る
。
茶
舖
の
舖
夥

を
衙
署
に
送
交
。

『
申
報
』
光
緒
一
七

／
二
／
二
八

堀　地　　　明
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二
月
二
六
日

午
前

外
城
前
門
大
街
以
南
東
珠
官

所
隣
の
全
順
蠟
鋪

水
会
が
汲
桶
で
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
五

／
三
／
九

二
月
二
六
日

午
後

外
城
南
横
街
の
元
通
観

施
粥
に
用
い
る
柴
草
よ
り
失
火
、
水
会
が
馳
せ
参

じ
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
五

／
三
／
九

三
月
一
一
日

夕

外
城
前
門
外
琉
璃
廠
地
方
の

富
又
堂
書
坊

安
平
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
五

／
四
／
一
一

四
月
一
六
日

二
四
時

外
城
崇
文
門
外
上
四
巷
の
各

鋪
戸

各
街
巷
の
鑼
が
鳴
り
警
報
、
各
水
局
が
直
ち
に
消

火
、
焼
失
一
〇
余
家
。

『
申
報
』
光
緒
一
五

／
四
／
三
〇

四
月
二
八
日

早
朝

外
城
前
門
外
長
巷
頭
巷
の
永

隆
長
茶
葉
桟
後
院
堆
某
各
街
は
一
斉
に
半
鐘
を
鳴
ら
し
警
報
、
住
民
は
汲

桶
の
到
着
を
待
た
ず
井
戸
水
で
消
火
、
水
会
も
消

火
。

『
申
報
』
光
緒
一
五

／
五
／
一
〇

五
月
四
日

二
四
時

内
城
阜
成
門
內
西
四
牌
楼
北

報
子
胡
同
內
路
北
の
某

宅
厨
房
灯
火

各
官
庁
汲
桶
と
地
安
門
の
水
会
が
消
火
、
厨
房
の

包
丁
は
提
署
に
解
送
。

『
申
報
』
光
緒
一
五

／
五
／
二
六

五
月
五
日

一
四
時

外
城
前
門
外
琉
璃
廠
孫
公
園

の
張
家
と
江
西
・
安
徽

の
会
館

五
城
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
五

／
五
／
一
八

八
月
二
四
日

午
前

皇
城
天
壇
祈
念
殿
に
落
雷

地
方
官
弁
・
五
城
水
会
・
太
常
寺
官
が
鎮
火
に
あ

た
る
。

『
申
報
』
光
緒
一
五

／
九
／
四

八
月
二
九
日

晩

外
城
前
門
外
西
珠
市
口
牛
角

胡
同
口
外
の
某
草
料
鋪
水
会
が
駆
け
つ
け
て
消
火
、
房
屋
三
〇
余
間
焼
失
。『
申
報
』
光
緒
一
五

／
九
／
一
〇

九
月
二
〇
日

二
四
時

外
城
崇
文
門
外
の
抽
分
廠
参

府
署

花
児
市
水
会
が
消
火
、
二
〇
余
家
が
焼
失
。
火
元

の
鋪
主
は
官
署
に
送
交
さ
れ
る
。

『
申
報
』
光
緒
一
五

／
一
〇
／
四

一
〇
月
六
日

八
時

外
城
前
門
外
花
児
市
大
街
の

恒
信
和
線
店

警
鑼
が
鳴
り
響
き
警
報
、
水
会
が
消
火
、
一
五
家

焼
失
。

『
申
報
』
光
緒
一
五

／
一
一
／
二

光
緒
一
六

（
一
八
九
〇
）

年

二
月
一
〇
日

一
〇
時

外
城
前
門
外
打
磨
廠
西
口
北

孝
順
胡
同
北
口
外
東
の

煤
鋪

各
水
会
が
駆
け
つ
け
鎮
火
、
房
屋
七
～
八
間
を
焼

失
。

『
申
報
』
光
緒
一
六

／
二
／
二
七

二
月
一
八
日

一
八
時

内
城
東
四
牌
楼
北
六
条
胡
同

外
大
街
路
西
の
永
升
杠

房
堆
房

水
会
と
各
地
面
汲
桶
が
鎮
火
、
房
屋
を
拆
毀
し
火

路
を
断
つ
。
本
城
官
庁
が
火
元
を
北
署
に
送
交
。
『
申
報
』
光
緒
一
六

／
二
／
三
〇
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閏
二
月
一
日

外
城
前
門
外
桜
桃
斜
街
北
首

の
某
草
鋪

　

警
鑼
四
出
で
警
報
、
各
水
会
が
全
力
で
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
六

／
閏
二
／
一
四

三
月
六
日

早
朝

外
城
前
門
外
廊
房
頭
巷
の
漆

鋪
二
家
・
首
飾
鋪
の
三

家
同
時
に
出
火

五
城
の
各
水
局
が
用
水
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
六

／
三
／
一
九

三
月
一
九
日

一
〇
時

内
城
西
直
門
内
南
小
街
口
内

半
壁
街
路
北
の
麟
大
人

旧
第

各
官
庁
と
水
会
汲
桶
が
駆
け
つ
け
消
火
に
あ
た
る
。

火
元
人
を
衙
署
に
送
交
。

『
申
報
』
光
緒
一
六

／
四
／
六

三
月
二
二
日

夕
方

外
城
前
門
外
肉
市
地
方
の
有

蒸
食
鋪

調
理
用
油
よ
り
発
火
、
串
鑼
が
響
き
警
報
、
水
会

が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
六

／
四
／
一
〇

五
月
二
日

午
後

内
城
西
四
牌
牌
北
新
街
路
東

の
義
和
小
器
作

官
庁
と
地
安
門
水
会
激
桶
が
消
火
、
火
元
人
は
衙

署
に
送
交
。

『
申
報
』
光
緒
一
六

／
五
／
一
四

五
月
九
日

六
時

外
城
前
門
外
以
西
寿
寺
街
路

西
の
合
興
當

警
鑼
四
伝
で
警
報
、
各
水
会
が
駆
け
つ
け
消
火
。
『
申
報
』
光
緒
一
六

／
五
／
二
三

八
月
四
日

午
後

外
城
前
門
外
潘
家
河
沿
路
西

の
某
宅

各
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
六

／
八
／
一
六

八
月
五
日

二
〇
時

外
城
宣
武
門
外
西
牌
口
南
岸

上
向
の
𣲙𣲙𣲙𣲙
窖

水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
六

／
八
／
一
八

九
月
四
日

一
〇
時

城
外
徳
勝
門
外
黒
寺
前
の
武

会
試
の
考
試
棚

各
官
兵
が
汲
桶
で
消
火
、
火
路
を
断
ち
、
水
龍
を

用
い
て
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
六

／
九
／
二
一

一
〇
月
二
八
日

一
四
時

城
外
京
西
三
家
店
付
近
琉
璃

局
地
方
の
神
機
営
火
機

器
局

総
辦
が
兵
匠
を
率
い
て
消
火
、
水
龍
も
使
用
。

『
申
報
』
光
緒
一
六

／
一
二
／
二

一
一
月
二
七
日

二
〇
時

内
城
前
門
内
東
城
根
巾
帽
胡

同
南
口
外
東
偏
路
の
北

大
興
人
参
局

各
庁
汲
桶
が
消
火
に
あ
た
る
。

『
申
報
』
光
緒
一
六

／
一
二
／
一
八

光
緒
一
七

（
一
八
九
一
）

年

一
月
四
日

一
四
時

外
城
前
門
外
糧
食
店
胡
同
の

某
顏
料
鋪

各
水
会
が
消
火
に
駆
け
つ
け
る
。

『
申
報
』
光
緒
一
七

／
一
／
二
五

二
月
一
六
日

一
時

内
城
宣
武
門
内
以
西
の
西
裕

茶
舖

各
庁
汲
桶
が
消
火
に
駆
け
つ
け
る
。
茶
舖
の
舖
夥

を
衙
署
に
送
交
。

『
申
報
』
光
緒
一
七

／
二
／
二
八

堀　地　　　明
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九
月
四
日

三
時

外
城
宣
武
門
外
驟
馬
市
の
小

安
南
營
火
神
廟
後
院
の

堆
積
乾
草

驟
馬
市
大
街
に
串
鑼
警
報
、
驟
馬
市
大
街
与
善
水

局
・
琉
璃
廠
安
平
水
局･

観
音
寺
公
議
水
局･

大

柵
欄
義
善
水
局
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
八

／
九
／
一
三

一
〇
月
一
一
日

二
三
時

外
城
前
門
外
大
街
大
蔣
家
胡

同
口
外
路
東
の
王
天
禄

膏
薬
鋪

水
会
が
警
報
を
聞
き
駆
け
つ
け
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
八

／
一
〇
／
二
四

一
〇
月
一
七
日

二
二
時

外
城
東
珠
市
口
の
広
隆
蠟
鋪
各
水
局
鑼
声
警
報
は
水
夫
を
集
め
水
龍
で
消
火
、

汛
弁
兵
は
隣
居
を
拆
毀
し
火
路
を
断
つ
。

『
申
報
』
光
緒
一
八

／
一
一
／
五

一
一
月
一
日

午
後

外
城
五
道
廟
前
の
霊
卉
堂
薬

舗

各
水
局
は
串
鑼
警
報
斉
集
、
水
夫
が
水
龍
で
放
水

し
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
八

／
一
一
／
二
五

一
二
月
八
日

二
〇
時

内
城
阜
成
門
内
大
街
馬
一
橋

東
路
の
南
双
盛
嫁
妝
鋪
各
処
汲
桶
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
九

／
一
／
六

光
緒
一
九

（
一
八
九
三
）

年

一
月
六
日

夜

外
城
宣
武
門
外
炸
子
橋
の
義

立
永
乾
果

左
近
水
局
が
串
鑼
警
報
を
聞
き
水
龍
を
運
び
消
火
、

地
壇
祭
幸
で
前
門
東
西
と
崇
文
門
外
の
水
局
に
は

未
連
絡
。

『
申
報
』
光
緒
一
九

／
一
／
二
八

一
月
一
五
日

早
朝

内
城
宣
武
門
大
街
車
子
營
の

某
席
鋪
の
葦
席
失
火

各
水
局
中
人
が
水
龍
で
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
九

／
一
／
二
九

一
月
二
二
日

夜

城
外
朝
陽
門
外
神
路
街
の
某

姓
兄
弟
僑
寓

武
員
弁
が
兵
役
を
率
い
て
消
火
、
水
局
も
加
勢
。
『
申
報
』
光
緒
一
九

／
二
／
一
四

二
月
一
一
日

夜

外
城
前
門
外
肉
市
以
北
の
天

章
醬
園
の
厨
房

各
水
局
中
人
が
水
龍
で
消
火
、
北
順
胡
同
の
牆
壁

を
拆
毀
し
火
路
を
断
つ
。

『
申
報
』
光
緒
一
九

／
二
／
二
三

三
月
四
日

一
一
時

皇
城
西
安
門
内
北
偏
菜
園
胡

同
の
関
帝
廟

汲
桶
水
会
が
消
火
、
各
水
会
は
墻
屋
を
拆
去
し
火

路
を
断
つ
。

『
申
報
』
光
緒
一
九

／
三
／
二
〇

三
月
四
日

二
四
時

外
城
崇
文
門
外
南
小
市
の
某

箱
鋪

各
水
会
が
消
火
、
牆
屋
を
拆
去
し
火
路
を
断
つ
。
『
申
報
』
光
緒
一
九

／
三
／
二
〇

六
月
一
六
日

二
二
時

内
城
崇
文
門
内
石
大
人
胡
同

口
外
の
天
成
灰
鋪

水
会
汲
桶
が
は
せ
参
じ
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
九

／
七
／
三

一
〇
月
七
日

夕

内
城
京
師
宣
武
門
内
兵
部
窪

石
牌
胡
同
路
南
の
某
甲

宅

新
設
の
西
安
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
九

／
一
〇
／
二
七

堀　地　　　明
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四
月
三
日

二
四
時

内
城
東
安
門
外
の
粥
鋪

各
庁
汲
桶
が
消
火
に
駆
け
つ
け
る
。
粥
舖
の
掌
櫃

を
衙
署
に
送
交
。

『
申
報
』
光
緒
一
七

／
四
／
一
七

四
月
一
〇
日

二
四
時

内
城
東
四
牌
楼
無
量
大
胡
同

の
某
宅
楼
房

地
方
汲
桶
が
駆
け
つ
け
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
七

／
四
／
二
三

四
月
一
一
日

二
時

内
城
朝
陽
門
内
の
太
平
倉

東
城
坎
済
水
会
の
紳
董
が
駆
け
つ
け
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
七

／
五
／
一
〇

四
月
一
五
日

一
四
時

外
城
宣
武
門
外
南
下
窪
子
の

某
柴
草
鋪

水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
七

／
四
／
二
九

七
月
二
二
日

夜

外
城
前
門
外
西
珠
市
口
大
街

阡
児
胡
同
外
の
長
順
乾

果
店

各
水
会
が
警
報
を
聞
き
斉
集
、
水
夫
が
水
龍
で
消

火
。

『
申
報
』
光
緒
一
七

／
八
／
二
九

八
月
一
二
日

夜

内
城
東
安
門
外
大
街
路
北
の

三
元
羊
肉
補

各
庁
と
同
安
水
会
の
汲
桶
が
駆
け
つ
け
消
火
。
舖

夥
は
衙
署
に
送
交
。

『
申
報
』
光
緒
一
七

／
八
／
二
五

一
〇
月
四
日

二
二
時

外
城
前
門
外
排
子
胡
同
白
衣

巷
の
殿
前
三
進

衆
水
局
は
警
報
を
聞
き
水
夫
を
集
め
水
龍
を
担
い

で
消
火
に
赴
き
、
鈎
杆
で
隣
居
を
拆
毀
し
火
路
を

断
つ
。

『
申
報
』
光
緒
一
七

／
一
〇
／
二
四

一
一
月
一
五
日

一
四
時

内
城
地
安
門
外
南
鑼
皷
巷
の

徐
姓
家
内

各
庁
汲
桶
と
水
会
水
龍
が
消
火
に
駆
け
つ
け
る
。
『
申
報
』
光
緒
一
七

／
一
二
／
三

一
一
月
一
六
日

二
四
時

内
城
朝
陽
門
内
の
海
運
倉

倉
内
吏
員
と
各
庁
汲
桶
・
水
会
が
消
火
に
駆
け
つ

け
る
。
花
戸
は
刑
部
に
送
交
さ
れ
る
。

『
申
報
』
光
緒
一
七

／
一
二
／
一
二

一
二
月
二
七
日
内
城
西
直
門
内
三
官
廟
胡
同

路
東
の
正
黄
旗
掌
襠
領

催
崔
文
五
宅

各
大
庁
汲
桶
が
消
火
に
駆
け
つ
け
る
。

『
申
報
』
光
緒
一
八

／
一
／
二
七

光
緒
一
八

（
一
八
九
二
）

年

三
月
一
日

二
時

外
城
崇
文
門
外
南
小
市
金
山

書
院
東
北
の
某
木
廠

隣
人
が
鳴
鑼
警
報
、
各
局
水
会
が
水
龍
よ
り
放
水

し
消
火
、
勇
役
が
付
近
房
屋
を
拆
毀
し
火
路
を
断

つ
。

『
申
報
』
光
緒
一
八

／
三
／
一
二

三
月
一
九
日

夜

外
城
前
門
外
觀
音
寺
前
北
の

利
源
洋
貨
店
後
院
空
房
本
街
と
大
柵
欄
の
水
局
が
知
ら
せ
を
聞
き
、
水
夫

を
集
め
水
龍
を
用
い
て
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
八

／
四
／
一

三
月
二
〇
日

二
二
時

内
城
地
安
門
内
東
板
橋
の
某

姓
家

水
会
の
水
龍
と
各
庁
汲
桶
が
消
火
、
房
屋
を
拆
去

し
火
道
を
断
つ
。

『
申
報
』
光
緒
一
八

／
四
／
八
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九
月
四
日

三
時

外
城
宣
武
門
外
驟
馬
市
の
小

安
南
營
火
神
廟
後
院
の

堆
積
乾
草

驟
馬
市
大
街
に
串
鑼
警
報
、
驟
馬
市
大
街
与
善
水

局
・
琉
璃
廠
安
平
水
局･

観
音
寺
公
議
水
局･

大

柵
欄
義
善
水
局
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
八

／
九
／
一
三

一
〇
月
一
一
日

二
三
時

外
城
前
門
外
大
街
大
蔣
家
胡

同
口
外
路
東
の
王
天
禄

膏
薬
鋪

水
会
が
警
報
を
聞
き
駆
け
つ
け
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
八

／
一
〇
／
二
四

一
〇
月
一
七
日

二
二
時

外
城
東
珠
市
口
の
広
隆
蠟
鋪
各
水
局
鑼
声
警
報
は
水
夫
を
集
め
水
龍
で
消
火
、

汛
弁
兵
は
隣
居
を
拆
毀
し
火
路
を
断
つ
。

『
申
報
』
光
緒
一
八

／
一
一
／
五

一
一
月
一
日

午
後

外
城
五
道
廟
前
の
霊
卉
堂
薬

舗

各
水
局
は
串
鑼
警
報
斉
集
、
水
夫
が
水
龍
で
放
水

し
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
八

／
一
一
／
二
五

一
二
月
八
日

二
〇
時

内
城
阜
成
門
内
大
街
馬
一
橋

東
路
の
南
双
盛
嫁
妝
鋪
各
処
汲
桶
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
九

／
一
／
六

光
緒
一
九

（
一
八
九
三
）

年

一
月
六
日

夜

外
城
宣
武
門
外
炸
子
橋
の
義

立
永
乾
果

左
近
水
局
が
串
鑼
警
報
を
聞
き
水
龍
を
運
び
消
火
、

地
壇
祭
幸
で
前
門
東
西
と
崇
文
門
外
の
水
局
に
は

未
連
絡
。

『
申
報
』
光
緒
一
九

／
一
／
二
八

一
月
一
五
日

早
朝

内
城
宣
武
門
大
街
車
子
營
の

某
席
鋪
の
葦
席
失
火

各
水
局
中
人
が
水
龍
で
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
九

／
一
／
二
九

一
月
二
二
日

夜

城
外
朝
陽
門
外
神
路
街
の
某

姓
兄
弟
僑
寓

武
員
弁
が
兵
役
を
率
い
て
消
火
、
水
局
も
加
勢
。
『
申
報
』
光
緒
一
九

／
二
／
一
四

二
月
一
一
日

夜

外
城
前
門
外
肉
市
以
北
の
天

章
醬
園
の
厨
房

各
水
局
中
人
が
水
龍
で
消
火
、
北
順
胡
同
の
牆
壁

を
拆
毀
し
火
路
を
断
つ
。

『
申
報
』
光
緒
一
九

／
二
／
二
三

三
月
四
日

一
一
時

皇
城
西
安
門
内
北
偏
菜
園
胡

同
の
関
帝
廟

汲
桶
水
会
が
消
火
、
各
水
会
は
墻
屋
を
拆
去
し
火

路
を
断
つ
。

『
申
報
』
光
緒
一
九

／
三
／
二
〇

三
月
四
日

二
四
時

外
城
崇
文
門
外
南
小
市
の
某

箱
鋪

各
水
会
が
消
火
、
牆
屋
を
拆
去
し
火
路
を
断
つ
。
『
申
報
』
光
緒
一
九

／
三
／
二
〇

六
月
一
六
日

二
二
時

内
城
崇
文
門
内
石
大
人
胡
同

口
外
の
天
成
灰
鋪

水
会
汲
桶
が
は
せ
参
じ
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
九

／
七
／
三

一
〇
月
七
日

夕

内
城
京
師
宣
武
門
内
兵
部
窪

石
牌
胡
同
路
南
の
某
甲

宅

新
設
の
西
安
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
九

／
一
〇
／
二
七
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一
月
一
四
日

九
時

外
城
前
門
外
果
子
市
の
天
成

果
店

警
鑼
四
出
で
警
報
、
大
栅
欄
の
義
善
水
会
と
普
善
・

同
善
の
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
二

／
二
／
五

一
月
一
六
日

四
時

外
城
宣
武
門
外
永
光
寺
街
の

某
宅

警
鑼
四
出
で
警
報
、
五
城
一
〇
余
家
の
水
会
が
消

火
。

『
申
報
』
光
緒
二
二

／
二
／
五

二
月
四
日

九
時

内
城
東
華
門
金
魚
胡
同
の
某

尼
菴

警
鑼
四
出
で
警
報
、
内
城
各
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
二

／
二
／
一
七

二
月
四
日

二
〇
時

内
城
王
府
井
大
街
の
某
鋪
戸
水
会
中
人
が
消
火
に
活
躍
。

『
申
報
』
光
緒
二
二

／
二
／
一
七

二
月
二
二
日

二
〇
時

内
城
戸
部
科
房
大
火

官
役
兵
丁
と
内
城
の
崇
正･

東
安･

西
安
の
各
水

会
、
及
び
外
城
南
里
河
の
同
義
水
会
等
五
城
内
外

の
二
二
の
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
二

／
三
／
三･

四
／

四

四
月
二
五
日

一
二
時

内
城
西
四
牌
楼
の
福
泰
公
雑

貨
店

各
水
会
の
善
紳
が
消
火
、
三
〇
余
間
を
焼
失
、
鋪

主
は
歩
軍
統
領
衙
門
に
送
交
。

『
直
報
』
光
緒
二
二

／
五
／
五

四
月
二
七
日

二
二
時

内
城
西
単
牌
楼
蜈
蚣
衛
胡
同

の
吏
部
恵
部
郎
宅
第

東
安
・
西
安
・
崇
正
の
各
水
会
が
消
火
。
家
人
が

歩
軍
統
領
衙
門
に
送
交
さ
れ
る
。

『
直
報
』
光
緒
二
二

／
五
／
五

五
月
二
九
日

二
時

内
城
東
四
牌
楼
四
条
胡
同
の

某
雑
貨
補

遠
近
の
各
水
会
が
消
火
。
火
元
人
は
衙
署
に
送
交

さ
れ
る
。

『
直
報
』
光
緒
二
二

／
六
／
一
〇

六
月
二
三
日

外
城
崇
文
門
外
磁
器
口
の
広

興
木
廠

鳴
鑼
警
報
、
義
善
・
同
善
・
普
善
・
崇
善
・
成
善
・

平
安
・
同
仁
・
治
平
・
与
善
が
協
力
し
、
水
龍

一
〇
数
台
で
消
火
。

『
直
報
』
光
緒
二
二

／
七
／
五

六
月
某
日

二
四
時

内
城
東
四
牌
楼
以
北
の
杠
房
四
処
警
鑼
で
警
報
、
各
官
庁
の
汲
桶
が
雲
の
よ
う

に
集
ま
り
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
二

／
六
／
一
六

九
月
二
九
日

一
五
時

内
城
東
四
牌
楼
の
隆
福
寺
に

落
雷

内
城
東
北
両
路
の
水
会
が
揃
っ
て
消
火
、
後
門
外

は
同
安
水
会
が
水
龍
で
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
二

／
一
〇
／
一
四

一
〇
月
七
日

二
四
時

外
城
崇
文
門
外
鍋
圏
胡
同
の

煙
行
経
紀
郭
某
家

水
龍
水
車
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
二

／
一
〇
／
二
四

一
〇
月
一
二
日

七
時

皇
城
紫
禁
城
西
華
門
外
北
長

街
の
某
煙
酒
鋪

水
会
雲
集
、
内
城
水
会
が
先
着
、
外
城
水
会
は
後

着
し
消
火
。
内
外
諸
水
会
は
紫
禁
城
を
通
り
抜
け

る
。
外
城
諸
水
会
は
長
安
門
か
ら
、
内
城
諸
水
会

は
神
武
門
よ
り
入
城
し
、
西
華
門
外
へ
赴
く
。
各

水
会
は
入
場
時
に
城
門
の
値
班
官
員
に
名
刺
一
枚

を
渡
し
紫
禁
城
内
へ
入
る
。

『
申
報
』
光
緒
二
二

／
一
〇
／
二
四
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一
〇
月
一
四
日

二
〇
時

内
城
宣
武
門
内
興
隆
街
東
小

東
嶽
廟
胡
同
の
某
甲
開

設
花
砲
作

官
庁
汲
桶
と
水
会
水
龍
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
一
九

／
一
〇
／
二
五

一
一
月
二
六
日

一
九
時

内
城
詹
事
府
公
署
内
大
堂
後

空
房

人
役
と
地
面
官
庁
汲
桶
と
水
会
の
水
龍
で
消
火
。
『
申
報
』
光
緒
一
九

／
一
二
／
一
六

光
緒
二
〇

（
一
八
九
四
）

年

一
月
一
四
日

一
六
時

内
城
西
四
牌
楼
北
護
国
寺
西

廊
下
の
某
姓
廚
房

警
鑼
四
出
で
警
報
、
官
庁
と
水
会
の
汲
桶
が
消
火
。『
申
報
』
光
緒
二
〇

／
二
／
八

二
月
一
四
日

二
〇
時

内
城
地
安
門
外
旧
鼓
楼
大
街

の
某
木
廠

各
庁
汲
桶
と
各
水
会
が
消
火
、
牆
壁
を
拆
去
し
火

路
を
断
つ
。
舖
夥
を
衙
署
に
送
交
。

『
申
報
』
光
緒
二
〇

／
三
／
一

二
月
二
七
日

夕

内
城
西
直
門
内
新
街
口
の
宝

興
香
燭
鋪

地
方
官
庁
と
水
会
激
桶
が
警
報
を
聞
き
消
火
に
赴

く
。

『
申
報
』
光
緒
二
〇

／
三
／
九

三
月
一
三
日

二
〇
時

外
城
前
門
外
廊
房
三
条
胡
同

西
紙
巷
路
西
の
某
顔
料

鋪

各
水
会
が
消
火
、
牆
屋
を
拆
去
し
火
路
を
断
つ
。
『
申
報
』
光
緒
二
〇

／
三
／
二
六

九
月
一
七
日

夜

内
城
前
門
内
西
交
民
巷
の
徳

興
煙
局
堆
房

各
庁
汲
桶
と
各
水
会
の
水
龍
で
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
〇

／
一
〇
／
一
四

光
緒
二
一

（
一
八
九
五
）

年

四
月
六
日

外
城
前
門
外
香
廠
北
上
坡
の

巡
緝
頭
目
宅

衆
水
会
が
駆
け
つ
け
消
火
。

『
直
報
』
光
緒
二
一

／
四
／
一
四

五
月
八
日

二
四
時

城
外
朝
陽
門
外
神
道
街
地
方

の
陳
姓
宅

地
面
水
会
が
用
水
消
火
。

『
直
報
』
光
緒
二
一

／
五
／
一
五

八
月
九
日

二
時

外
城
崇
文
門
外
王
広
福
斜
街

の
妓
館

五
城
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
一

／
八
／
一
九

一
一
月
一
八
日

二
四
時

内
城
東
四
牌
樓
十
字
街
西
北

隅
の
某
水
菸
鋪

内
城
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
一

／
一
二
／
八

一
二
月
一
日

二
四
時

内
城
朝
陽
門
内
の
南
小
街
地

方
の
某
官
僚
宅

鳴
鑼
警
報
、
地
面
兵
丁
が
消
火
に
駆
け
つ
け
る
。
『
直
報
』
光
緒
二
一

／
一
二
／
七

光
緒
二
二

（
一
八
九
六
）

年

一
月
二
日

早
朝

内
城
前
門
内
中
御
河
橋
の
某

草
鋪
に
爆
竹
が
引
火

該
地
面
官
庁
弁
兵
が
消
火
。

『
直
報
』
光
緒
二
二

／
一
／
一
二

一
月
五
日

夕
方

外
城
宣
武
門
外
北
極
庵
巷
中

の
古
樹

琉
璃
廠
の
安
平
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
二

／
一
／
二
四
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一
月
一
四
日

九
時

外
城
前
門
外
果
子
市
の
天
成

果
店

警
鑼
四
出
で
警
報
、
大
栅
欄
の
義
善
水
会
と
普
善
・

同
善
の
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
二

／
二
／
五

一
月
一
六
日

四
時

外
城
宣
武
門
外
永
光
寺
街
の

某
宅

警
鑼
四
出
で
警
報
、
五
城
一
〇
余
家
の
水
会
が
消

火
。

『
申
報
』
光
緒
二
二

／
二
／
五

二
月
四
日

九
時

内
城
東
華
門
金
魚
胡
同
の
某

尼
菴

警
鑼
四
出
で
警
報
、
内
城
各
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
二

／
二
／
一
七

二
月
四
日

二
〇
時

内
城
王
府
井
大
街
の
某
鋪
戸
水
会
中
人
が
消
火
に
活
躍
。

『
申
報
』
光
緒
二
二

／
二
／
一
七

二
月
二
二
日

二
〇
時

内
城
戸
部
科
房
大
火

官
役
兵
丁
と
内
城
の
崇
正･

東
安･

西
安
の
各
水

会
、
及
び
外
城
南
里
河
の
同
義
水
会
等
五
城
内
外

の
二
二
の
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
二

／
三
／
三･

四
／

四

四
月
二
五
日

一
二
時

内
城
西
四
牌
楼
の
福
泰
公
雑

貨
店

各
水
会
の
善
紳
が
消
火
、
三
〇
余
間
を
焼
失
、
鋪

主
は
歩
軍
統
領
衙
門
に
送
交
。

『
直
報
』
光
緒
二
二

／
五
／
五

四
月
二
七
日

二
二
時

内
城
西
単
牌
楼
蜈
蚣
衛
胡
同

の
吏
部
恵
部
郎
宅
第

東
安
・
西
安
・
崇
正
の
各
水
会
が
消
火
。
家
人
が

歩
軍
統
領
衙
門
に
送
交
さ
れ
る
。

『
直
報
』
光
緒
二
二

／
五
／
五

五
月
二
九
日

二
時

内
城
東
四
牌
楼
四
条
胡
同
の

某
雑
貨
補

遠
近
の
各
水
会
が
消
火
。
火
元
人
は
衙
署
に
送
交

さ
れ
る
。

『
直
報
』
光
緒
二
二

／
六
／
一
〇

六
月
二
三
日

外
城
崇
文
門
外
磁
器
口
の
広

興
木
廠

鳴
鑼
警
報
、
義
善
・
同
善
・
普
善
・
崇
善
・
成
善
・

平
安
・
同
仁
・
治
平
・
与
善
が
協
力
し
、
水
龍

一
〇
数
台
で
消
火
。

『
直
報
』
光
緒
二
二

／
七
／
五

六
月
某
日

二
四
時

内
城
東
四
牌
楼
以
北
の
杠
房
四
処
警
鑼
で
警
報
、
各
官
庁
の
汲
桶
が
雲
の
よ
う

に
集
ま
り
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
二

／
六
／
一
六

九
月
二
九
日

一
五
時

内
城
東
四
牌
楼
の
隆
福
寺
に

落
雷

内
城
東
北
両
路
の
水
会
が
揃
っ
て
消
火
、
後
門
外

は
同
安
水
会
が
水
龍
で
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
二

／
一
〇
／
一
四

一
〇
月
七
日

二
四
時

外
城
崇
文
門
外
鍋
圏
胡
同
の

煙
行
経
紀
郭
某
家

水
龍
水
車
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
二

／
一
〇
／
二
四

一
〇
月
一
二
日

七
時

皇
城
紫
禁
城
西
華
門
外
北
長

街
の
某
煙
酒
鋪

水
会
雲
集
、
内
城
水
会
が
先
着
、
外
城
水
会
は
後

着
し
消
火
。
内
外
諸
水
会
は
紫
禁
城
を
通
り
抜
け

る
。
外
城
諸
水
会
は
長
安
門
か
ら
、
内
城
諸
水
会

は
神
武
門
よ
り
入
城
し
、
西
華
門
外
へ
赴
く
。
各

水
会
は
入
場
時
に
城
門
の
値
班
官
員
に
名
刺
一
枚

を
渡
し
紫
禁
城
内
へ
入
る
。

『
申
報
』
光
緒
二
二

／
一
〇
／
二
四
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41 ─ 144 ─



三
月
一
一
日

夕

内
城
琉
璃
廠
以
西
北
柳
巷
の

陳
姓
家

廠
甸
の
安
平
水
会
人
夫
が
消
火

『
申
報
』
光
緒
二
四

／
三
／
二
三

閏
三
月
二
三
日

四
時

内
城
西
四
牌
楼
後
門
外

水
会
中
人
が
斉
集
し
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
四

／
四
／
一
八

六
月
二
〇
日

内
城
阜
成
門
内
宮
門
口
の
某

鋪

内
城
水
会
の
中
人
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
四

／
七
／
一
一

一
〇
月
二
四
日
内
城
前
門
内
東
交
民
巷
の

万
億
号
李
某
の
隣
家

水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
四

／
一
一
／
一
〇

一
〇
月
二
五
日

二
四
時

内
城
前
門
内
達
子
館
の
某
甲

家

各
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
四

／
一
一
／
五

一
一
月
二
五
日

二
時

外
城
前
門
大
街
の
永
盛
公
洋

広
雑
貨
補

地
面
各
庁
弁
兵
は
水
会
中
人
を
集
め
て
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
四

／
一
二
／
五

一
二
月
一
〇
日

夜

内
城
阜
成
門
内
孟
端
胡
同
の

王
宅

各
地
方
官
が
水
龍
に
用
水
消
火
を
命
じ
る
。

『
申
報
』
光
緒
二
五

／
一
／
一
七

光
緒
二
五

（
一
八
九
九
）

年

一
月
五
日

一
時

外
城
前
門
大
街
石
路
東
首
の

鮮
魚
棚
子

付
近
の
各
水
会
が
用
水
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
五

／
一
／
二
七

一
月
一
九
日

昼

内
城
崇
文
門
内
の
宝
興
斉
点

心
鋪
後
房

水
会
の
中
人
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
五

／
二
／
一
八

三
月
二
七
日

昼

内
城
刑
部
左
侍
郎
宅

婚
礼
祝
の
爆
竹
が
引
火
し
火
災
、
水
会
が
駆
け
つ

け
る
が
す
で
に
全
焼
。

『
申
報
』
光
緒
二
五

／
四
／
六

三
月
二
八
日

一
時

内
城
欽
天
監

水
会
が
消
火
に
あ
た
る
。

『
申
報
』
光
緒
二
五

／
四
／
六

三
月
二
八
日

午
後

内
城
崇
文
門
内
東
交
民
巷
の

某
糧
店
後
院

糧
店
後
院
の
草
束
が
燃
え
火
災
発
生
、
水
会
が
す

ぐ
に
駆
け
つ
け
用
水
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
五

／
四
／
六

五
月
二
〇
日

二
四
時

内
城
前
門
内
西
城
根
の
東
城

察
院
官
署
天
棚

付
近
水
会
と
歩
軍
統
領
堂
官
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
五

／
六
／
一
二

六
月
二
四
日

二
四
時

外
城
宣
武
門
外
の
鉄
門
巷
内
警
鑼
で
警
報
、
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
五

／
七
／
一
〇

七
月
一
一
日

二
時

外
城
前
門
外
糧
食
街
の
某
姓

乾
果
店
儲
貨
房

各
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
五

／
七
／
二
八
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一
一
月
二
三
日

一
五
時

外
城
崇
文
門
外
東
茶
食
胡
同

の
某
油
酒
店

各
水
会
の
激
桶
が
知
ら
せ
を
聞
き
斉
集
し
消
火
。
『
申
報
』
光
緒
二
二

／
一
二
／
一
四

光
緒
二
三

（
一
八
九
七
）

年

一
月
五
日

午
後

外
城
崇
文
門
外
以
南
半
里
ほ

ど
の
花
市
大
街
の
某
木

桶
鋪

水
会
の
中
人
が
用
水
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
三

／
二
／
四

一
月
六
日

夕

外
城
崇
文
門
外
花
児
市
以
北

三
条
胡
同
の
某
山
貨
廠
付
近
の
水
龍
が
知
ら
せ
を
聞
き
消
火
に
駆
け
つ
け

る
。

『
申
報
』
光
緒
二
三

／
二
／
四

二
月
一
五
日

二
二
時

城
外
三
里
河
の
純
一
堂
薬
店
五
城
水
会
は
警
報
を
聞
き
斉
集
、
水
勇
が
用
水
消

火
に
奮
闘
。

『
申
報
』
光
緒
二
三

／
二
／
二
七

五
月
一
一
日

二
〇
時

内
城
崇
文
門
内
東
単
牌
楼
以

北
石
大
人
胡
同
外
面
の

某
油
塩
店

内
城
水
会
が
消
火
、
外
城
水
会
も
消
火
に
赴
こ
う

と
す
る
が
、
城
壁
に
阻
ま
れ
て
行
け
ず
。

『
申
報
』
光
緒
二
三

／
五
／
三
〇

五
月
一
四
日

二
二
時

外
城
前
門
外
打
磨
廠
吉
隆
店

後
院
の
某
油
紙
局

南
城
水
会
が
消
火
に
赴
く
。

『
申
報
』
光
緒
二
三

／
五
／
三
〇

九
月
五
日

午
後

皇
城
東
安
門
内
南
地
子
御
薬

房
隣
の
官
所

歩
軍
統
領
と
内
城
と
外
城
の
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
三

／
九
／
一
六

一
〇
月
二
二
日

午
後

外
城
前
門
外
某
糧
食
店
歇
車

の
屋
内

水
会
中
人
が
水
龍
を
用
い
て
消
火
、
焼
け
た
家
屋

を
拆
去
し
火
路
を
断
つ
。

『
申
報
』
光
緒
二
三

／
一
一
／
六

一
一
月
二
四
日

一
二
時

外
城
崇
文
門
外
磁
器
口
迤
南

同
聚
染
坊

水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
三

／
一
二
／
一
〇

一
一
月
二
七
日

二
二
時

外
城
崇
文
門
外
以
南
二
里
ほ

ど
東
半
壁
街
の
駅
馬
官

圈
廐
長
陳
姓
の
家

中
城
大
柵
欄
の
義
善
水
会
等
が
消
火
に
あ
た
る
。
『
申
報
』
光
緒
二
三

／
一
二
／
二
一

一
二
月
二
七
日
外
城
前
門
外
西
荷
包
巷
の
某

紙
花
鋪

各
水
会
が
火
警
を
聞
い
て
消
火
に
駆
け
つ
け
る
。
『
申
報
』
光
緒
二
四

／
一
／
二
三

光
緒
二
四

（
一
八
九
八
）

年

一
月
一
一
日

内
城
崇
文
門
内
以
東
孝
順
胡

同
の
某
姓
家

西
半
城
の
諸
水
会
は
消
火
に
赴
こ
う
と
す
る
が
、

す
で
に
鎮
火
し
行
か
ず
。

『
申
報
』
光
緒
二
四

／
二
／
一
八

一
月
二
八
日

午
後

外
城
崇
文
門
外
上
三
巷
税
深

司
署
官
店
の
草
束

南
営
花
市
守
備
署
の
兵
丁
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
四

／
二
／
一
七

二
月
一
〇
日

二
二
時

内
城
西
安
門
内
の
某
粥
鋪

内
城
水
会
が
警
報
を
聞
き
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
四

／
二
／
二
七
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三
月
一
一
日

夕

内
城
琉
璃
廠
以
西
北
柳
巷
の

陳
姓
家

廠
甸
の
安
平
水
会
人
夫
が
消
火

『
申
報
』
光
緒
二
四

／
三
／
二
三

閏
三
月
二
三
日

四
時

内
城
西
四
牌
楼
後
門
外

水
会
中
人
が
斉
集
し
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
四

／
四
／
一
八

六
月
二
〇
日

内
城
阜
成
門
内
宮
門
口
の
某

鋪

内
城
水
会
の
中
人
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
四

／
七
／
一
一

一
〇
月
二
四
日
内
城
前
門
内
東
交
民
巷
の

万
億
号
李
某
の
隣
家

水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
四

／
一
一
／
一
〇

一
〇
月
二
五
日

二
四
時

内
城
前
門
内
達
子
館
の
某
甲

家

各
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
四

／
一
一
／
五

一
一
月
二
五
日

二
時

外
城
前
門
大
街
の
永
盛
公
洋

広
雑
貨
補

地
面
各
庁
弁
兵
は
水
会
中
人
を
集
め
て
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
四

／
一
二
／
五

一
二
月
一
〇
日

夜

内
城
阜
成
門
内
孟
端
胡
同
の

王
宅

各
地
方
官
が
水
龍
に
用
水
消
火
を
命
じ
る
。

『
申
報
』
光
緒
二
五

／
一
／
一
七

光
緒
二
五

（
一
八
九
九
）

年

一
月
五
日

一
時

外
城
前
門
大
街
石
路
東
首
の

鮮
魚
棚
子

付
近
の
各
水
会
が
用
水
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
五

／
一
／
二
七

一
月
一
九
日

昼

内
城
崇
文
門
内
の
宝
興
斉
点

心
鋪
後
房

水
会
の
中
人
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
五

／
二
／
一
八

三
月
二
七
日

昼

内
城
刑
部
左
侍
郎
宅

婚
礼
祝
の
爆
竹
が
引
火
し
火
災
、
水
会
が
駆
け
つ

け
る
が
す
で
に
全
焼
。

『
申
報
』
光
緒
二
五

／
四
／
六

三
月
二
八
日

一
時

内
城
欽
天
監

水
会
が
消
火
に
あ
た
る
。

『
申
報
』
光
緒
二
五

／
四
／
六

三
月
二
八
日

午
後

内
城
崇
文
門
内
東
交
民
巷
の

某
糧
店
後
院

糧
店
後
院
の
草
束
が
燃
え
火
災
発
生
、
水
会
が
す

ぐ
に
駆
け
つ
け
用
水
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
五

／
四
／
六

五
月
二
〇
日

二
四
時

内
城
前
門
内
西
城
根
の
東
城

察
院
官
署
天
棚

付
近
水
会
と
歩
軍
統
領
堂
官
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
五

／
六
／
一
二

六
月
二
四
日

二
四
時

外
城
宣
武
門
外
の
鉄
門
巷
内
警
鑼
で
警
報
、
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
五

／
七
／
一
〇

七
月
一
一
日

二
時

外
城
前
門
外
糧
食
街
の
某
姓

乾
果
店
儲
貨
房

各
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
五

／
七
／
二
八
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四
月
一
六
日

夕

外
城
崇
文
門
外
東
曉
市
魯
班

廟
前
の
徳
源
卓
椅
鋪

水
会
中
人
が
用
水
消
火
に
駆
け
つ
け
る
。

『
申
報
』
光
緒
二
六

／
四
／
二
六

四
月
二
〇
日

早
朝

内
城
東
四
牌
楼
以
南
大
街
東

首
の
元
壇
廟

内
城
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
六

／
四
／
二
七

五
月
四
日

二
四
時

外
城
宣
武
門
外
虎
坊
橋
上
道

南
の
某
草
鋪
積
薪

各
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
六

／
五
／
一
四

五
月
一
二
日

内
城
宣
武
門
外
内
西
四
牌
楼

の
某
糧
食
店

坊
保
が
鳴
鑼
警
報
、
西
安
他
の
水
会
が
駆
け
つ
け

消
火
、
房
屋
一
〇
余
間
が
焼
失
。

『
申
報
』
光
緒
二
六

／
五
／
二
五

一
二
月
七
日

午
後

外
城
前
門
外
抄
手
胡
同
の
龍

海
居

ド
イ
ツ
の
巡
捕
兵
が
駆
け
つ
け
、
水
会
も
消
火
に

協
力
。

『
申
報
』
光
緒
二
六

／
一
二
／
一
九

光
緒
二
七

（
一
九
〇
一
）

年

一
月
八
日

夜

外
城
宣
武
門
外
琉
璃
廠
二
甸

以
西
の
某
刻
字
鋪

観
音
寺
水
会
が
駆
け
つ
け
、
ド
イ
ツ
製
の
洋
龍
で

用
水
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
七

／
一
／
一
二

三
月
一
三
日

一
九
時

外
城
前
門
外
小
李
紗
帽
胡
同

の
某
油
鹽
店

ド
イ
ツ
兵
と
水
会
が
協
力
し
て
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
七

／
三
／
二
四

四
月
一
八
日

夜

皇
城
紫
禁
城
太
和
殿
西
の
武

英
殿

落
雷
で
発
火
、
占
領
軍
の
洋
人
が
水
龍
で
消
火
。
『
申
報
』
光
緒
二
七

／
四
／
二
八

八
月
九
日

二
〇
時

外
城
前
門
外
取
灯
胡
同
の
同

興
堂
飯
荘

煤
油
か
ら
発
火
、
水
会
が
来
て
激
桶
二
〇
余
桶
を

並
べ
用
水
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
七

／
八
／
二
九

一
〇
月
二
〇
日

夜

外
城
前
門
外
南
大
街
の
給
孤

寺

柴
草
よ
り
発
火
、
衆
軍
が
消
火
に
あ
た
り
、
三
善

水
会
の
中
人
も
補
助
。

『
申
報
』
光
緒
二
七

／
一
一
／
一
〇

一
一
月
二
日

二
二
時

外
城
崇
文
門
外
金
台
書
院
付

近
の
某
木
廠

各
水
龍
が
全
力
で
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
七

／
一
一
／
二
〇

一
一
月
六
日

二
四
時

外
城
前
門
外
東
小
市
の
祥
盛

木
廠

水
会
が
駆
け
つ
け
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
七

／
一
一
／
二
三

一
二
月
一
一
日

二
〇
時

外
城
前
門
外
珠
市
口
以
南
狗

尾
巴
胡
同
の
某
客
店

水
会
中
人
が
給
水
し
用
水
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
八

／
一
／
八

光
緒
二
八

（
一
九
〇
二
）

年

一
月
五
日

午
後

外
城
李
鉄
拐
斜
街
の
万
宝
全

銭
店

水
会
中
人
が
駆
け
つ
け
て
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
八

／
二
／
二

一
月
二
一
日

早
朝

外
城
前
門
外
打
磨
廠
の
三
山

眼
鏡
鋪

水
会
の
中
人
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
八

／
二
／
三

堀　地　　　明
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八
月
八
日

一
一
時

外
城
前
門
外
糧
食
店
街
の
義

聚
成
乾
果
鋪

西
北
二
城
の
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
五

／
八
／
二
三

八
月
一
六
日

夜

外
城
宣
武
門
外
米
市
胡
同
内

扁
担
胡
同
小
巷
の
某
宦

家

水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
五

／
九
／
一
六

九
月
中
旬

外
城
宣
武
門
外
琉
璃
廠
以
南

八
宝
琉
璃
井
左
の
書
局
安
平
と
三
善
の
二
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
五

／
一
〇
／
六

一
〇
月
一
七
日

三
時

外
城
前
門
外
打
磨
廠
新
開
路

の
某
草
料
鋪

水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
五

／
一
一
／
一
一

一
〇
月
三
〇
日

二
二
時

外
城
琉
璃
廠
以
南
八
宝
琉
璃

井
小
巷
の
貨
房

三
善
水
会
が
水
車
と
と
も
に
駆
け
つ
け
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
五

／
一
一
／
一
四

一
一
月
四
日

一
一
時

内
城
兵
部
署
内
馬
館
の
馬
神

廟
殿

城
内
外
水
会
が
消
火
、
特
に
虎
坊
橋
東
首
の
三
善

水
会
が
活
躍
。
官
庁
三
軒
を
拆
去
し
火
路
を
断
つ
。『
申
報
』
光
緒
二
五

／
一
一
／
二
一

一
一
月
四
日

午
後

外
城
前
門
外
大
柵
欄
の
畔
某

鋪

兵
部
の
消
火
に
あ
た
っ
て
い
た
城
外
各
水
会
が
外

城
に
帰
還
し
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
五

／
一
一
／
二
一

一
一
月
一
三
日

二
四
時

内
城
東
長
安
門
外
の
松
聚
木

廠
廠
後
屋

主
に
内
城
水
会
が
消
火
、
外
城
の
三
善
も
消
火
に

あ
た
る
。

『
申
報
』
光
緒
二
五

／
一
二
／
一
一

一
二
月
二
〇
日

一
九
時

外
城
前
門
外
大
柵
欄
の
范
徳

盛
洋
薬
鋪
廚
屋

本
街
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
六

／
一
／
一
七

光
緒
二
六

（
一
九
〇
〇
）

年

一
月
五
日

二
二
時

外
城
崇
文
門
外
花
児
市
左
近

の
竃
君
廟
後
配
房

付
近
の
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
六

／
二
／
一

二
月
一
四
日

八
時

内
城
崇
文
門
内
東
交
民
巷
の

英
商
匯
豊
銀
行
三
階
の

洋
楼

歩
軍
統
領
衙
門
が
駆
け
つ
け
、
内
城
の
崇
正･

西

安･

同
安･

三
善
の
北
局
四
家
、
外
城
の
三
善
の

老
局
と
東
分
局･

義
善･

公
議･

崇
東
の
五
家
で

消
火
。�

『
申
報
』
光
緒
二
六

／
二
／
二
一

二
月
二
二
日

夜

外
城
南
城
南
橋
湾
左
近
の
永

泰
茶
館

南
城
水
会
の
中
人
が
駆
け
つ
け
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
六

／
三
／
七

四
月
三
日

午
後

外
城
前
門
外
以
西
五
道
廟
前

の
草
鋪

各
水
会
が
用
水
消
火
に
あ
た
る
が
、
房
屋
一
〇
余

を
延
焼
。

『
申
報
』
光
緒
二
六

／
四
／
一
六

四
月
八
日

一
九
時

内
城
前
門
内
西
城
根
の
広
玉

香
局

水
会
の
中
人
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
六

／
四
／
二
六
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四
月
一
六
日

夕

外
城
崇
文
門
外
東
曉
市
魯
班

廟
前
の
徳
源
卓
椅
鋪

水
会
中
人
が
用
水
消
火
に
駆
け
つ
け
る
。

『
申
報
』
光
緒
二
六

／
四
／
二
六

四
月
二
〇
日

早
朝

内
城
東
四
牌
楼
以
南
大
街
東

首
の
元
壇
廟

内
城
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
六

／
四
／
二
七

五
月
四
日

二
四
時

外
城
宣
武
門
外
虎
坊
橋
上
道

南
の
某
草
鋪
積
薪

各
水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
六

／
五
／
一
四

五
月
一
二
日

内
城
宣
武
門
外
内
西
四
牌
楼

の
某
糧
食
店

坊
保
が
鳴
鑼
警
報
、
西
安
他
の
水
会
が
駆
け
つ
け

消
火
、
房
屋
一
〇
余
間
が
焼
失
。

『
申
報
』
光
緒
二
六

／
五
／
二
五

一
二
月
七
日

午
後

外
城
前
門
外
抄
手
胡
同
の
龍

海
居

ド
イ
ツ
の
巡
捕
兵
が
駆
け
つ
け
、
水
会
も
消
火
に

協
力
。

『
申
報
』
光
緒
二
六

／
一
二
／
一
九

光
緒
二
七

（
一
九
〇
一
）

年

一
月
八
日

夜

外
城
宣
武
門
外
琉
璃
廠
二
甸

以
西
の
某
刻
字
鋪

観
音
寺
水
会
が
駆
け
つ
け
、
ド
イ
ツ
製
の
洋
龍
で

用
水
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
七

／
一
／
一
二

三
月
一
三
日

一
九
時

外
城
前
門
外
小
李
紗
帽
胡
同

の
某
油
鹽
店

ド
イ
ツ
兵
と
水
会
が
協
力
し
て
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
七

／
三
／
二
四

四
月
一
八
日

夜

皇
城
紫
禁
城
太
和
殿
西
の
武

英
殿

落
雷
で
発
火
、
占
領
軍
の
洋
人
が
水
龍
で
消
火
。
『
申
報
』
光
緒
二
七

／
四
／
二
八

八
月
九
日

二
〇
時

外
城
前
門
外
取
灯
胡
同
の
同

興
堂
飯
荘

煤
油
か
ら
発
火
、
水
会
が
来
て
激
桶
二
〇
余
桶
を

並
べ
用
水
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
七

／
八
／
二
九

一
〇
月
二
〇
日

夜

外
城
前
門
外
南
大
街
の
給
孤

寺

柴
草
よ
り
発
火
、
衆
軍
が
消
火
に
あ
た
り
、
三
善

水
会
の
中
人
も
補
助
。

『
申
報
』
光
緒
二
七

／
一
一
／
一
〇

一
一
月
二
日

二
二
時

外
城
崇
文
門
外
金
台
書
院
付

近
の
某
木
廠

各
水
龍
が
全
力
で
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
七

／
一
一
／
二
〇

一
一
月
六
日

二
四
時

外
城
前
門
外
東
小
市
の
祥
盛

木
廠

水
会
が
駆
け
つ
け
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
七

／
一
一
／
二
三

一
二
月
一
一
日

二
〇
時

外
城
前
門
外
珠
市
口
以
南
狗

尾
巴
胡
同
の
某
客
店

水
会
中
人
が
給
水
し
用
水
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
八

／
一
／
八

光
緒
二
八

（
一
九
〇
二
）

年

一
月
五
日

午
後

外
城
李
鉄
拐
斜
街
の
万
宝
全

銭
店

水
会
中
人
が
駆
け
つ
け
て
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
八

／
二
／
二

一
月
二
一
日

早
朝

外
城
前
門
外
打
磨
廠
の
三
山

眼
鏡
鋪

水
会
の
中
人
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
八

／
二
／
三
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七
月
一
五
日

早
朝

外
城
前
門
以
東
草
廠
胡
同
六

巷
の
某
姓
家

水
会
中
人
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
九

／
八
／
一
七

一
二
月
一
〇
日

一
時

外
城
前
門
外
西
河
沿
の
宝
豊

金
店

水
会
中
人
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
三
一

／
一
／
二
三

光
緒
三
〇

（
一
九
〇
四
）

年

二
月
六
日

午
後

外
城
虎
坊
橋
以
西
福
州
会
館

隣
の
餅
肆
後
院

水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
三
〇

／
三
／
九

二
月
六
日

二
四
時

内
城
内
城
東
四
牌
楼
前
の
大

院
某
鋪

水
会
中
人
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
三
〇

／
三
／
九

五
月
二
六
日

一
〇
時

外
城
宣
武
門
外
椿
樹
三
条
胡

同
路
北
の
長
沙
会
館

琉
璃
廠
の
安
平
水
会
が
駆
け
つ
け
消
火
。

『
大
公
報
』
光
緒

三
〇
／
五
／
二
九

七
月
二
六
日

夜
半

外
城
前
門
外
観
音
寺
の
澡
堂
各
路
水
会
が
消
火
に
行
く
。

『
大
公
報
』
光
緒

三
〇
／
七
／
三
〇

光
緒
三
一

（
一
九
〇
五
）

年

二
月
一
六
日

夜

外
城
前
門
外
琉
璃
廠
廠
甸
土

地
祠
後
院
の
裱
画
作

水
龍
が
消
火
し
、
隣
居
に
延
焼
せ
ず
。

『
申
報
』
光
緒
三
一

／
三
／
四

二
月
一
七
日

一
九
時

外
城
前
門
外
廊
房
頭
首
条
の

農
工
商
部
陳
列
所

水
会
と
消
防
隊
が
消
火
す
る
が
、
楼
が
高
く
頂
ま

で
放
水
で
き
ず
。

『
申
報
』
光
緒
三
四

／
二
／
二
六

七
月
一
四
日

外
城
護
国
寺
胡
同
西
口
四
路
周
辺
は
房
屋
を
拆
去
し
延
焼
防
止
、
水
会
の
激
桶

が
用
水
消
火
。

『
大
公
報
』
光
緒

三
一
／
七
／
九

光
緒
三
二

（
一
九
〇
六
）

年

四
月
四
日

夕

内
城
南
新
倉

消
防
隊
が
消
火
に
あ
た
り
、
他
の
倉
に
延
焼
せ
ず
。『
大
公
報
』
光
緒

三
二
／
四
／
八

一
〇
月
二
一
日

一
二
時

外
城
下
斜
街
農
工
商
部
時
宅
外
城
巡
警
総
庁
庁
丞
が
巡
官
・
長
警
巡
官
・
長
警

を
率
い
水
龍
を
用
い
て
消
火
。

『
大
典
』
二
七
四
九

光
緒
三
三

（
一
九
〇
七
）

年

四
月
四
日

一
七
時

外
城
右
分
庁
第
五
区
校
場
三

条
の
万
宅

電
禀
で
報
火
、
外
城
巡
警
総
庁
が
官
員
巡
官
・
長

警
を
率
い
て
火
事
場
へ
、
右
分
庁
の
知
事･

課
長

･

馬
巡
隊･

消
防
隊
と
水
会
が
協
力
し
て
消
火
。

『
大
典
』
二
七
六
四

四
月
四
日

一
八
時

外
城
左
分
庁
第
一
区
羊
尾
巴

胡
同
の
万
安
客
桟

火
警
を
電
告
、
外
城
巡
警
総
庁
が
巡
官
・
長
警
が

火
事
場
へ
、
左
分
庁
と
付
近
各
区
の
官
警
と
消
防

隊
、
及
び
水
会
が
共
同
消
火
。
客
桟
の
火
夫
を
分

庁
へ
連
行
し
聴
取
。

『
大
典
』
二
七
六
四

堀　地　　　明
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三
月
一
八
日

二
〇
時

外
城
前
門
外
以
南
東
珠
市
口

草
市
巷
の
某
薬
店

水
会
中
人
が
消
火
し
鎮
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
八

／
四
／
二

三
月
下
旬

城
外
徳
勝
門
外
大
街
以
西
の

某
家

隣
人
が
消
火
に
あ
た
る
。
徳
安
水
会
の
中
人
も
水

龍
で
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
八

／
四
／
四

四
月
一
日

午
後

内
城
東
四
牌
楼
西
大
街
の
某

煙
鋪

水
会
中
人
が
消
火
に
あ
た
る
。

『
申
報
』
光
緒
二
八

／
四
／
一
二

四
月
二
五
日

夕

外
城
前
門
外
東
珠
市
口
の
采

芝
堂
薬
店

水
会
中
人
と
弁
兵
が
共
同
で
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
八

／
五
／
九

四
月
二
六
日

一
五
時

内
城
東
交
民
巷
の
仏
公
使
館

儲
糧
屋

各
国
兵
が
洋
龍
で
吸
水
し
消
火
、
内
城
諸
水
会
も

消
火
し
よ
う
と
す
る
が
拒
否
さ
れ
る
。

『
申
報
』
光
緒
二
八

／
五
／
九

七
月
一
日

一
五
時

外
城
宣
武
門
外
羊
肉
胡
同
の

笙
徳
会
館

三
善･

与
善･

同
善･

成
善･

普
善･

義
善
の
水

会
中
人
が
消
火
に
駆
け
つ
け
る
。

『
申
報
』
光
緒
二
八

／
七
／
一
九

一
〇
月
二
五
日

夜
二
四
時

外
城
宣
武
門
外
以
西
西
草
廠

胡
同
の
某
姓
家

　

警
信
警
報
を
聞
い
た
各
水
会
が
救
援
に
向
か
い
用

水
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
八

／
一
一
／
八

一
〇
月
二
八
日

一
九
時

外
城
宣
武
門
外
椿
樹
三
巷
の

某
姓
家
披
屋
內

水
会
中
人
が
消
火
に
あ
た
る
。

『
申
報
』
光
緒
二
八

／
一
一
／
二
一

光
緒
二
九

（
一
九
〇
三
）

年

二
月
四
日

二
四
時

外
城
前
門
外
廊
房
頭
巷
の
某

金
店
の
修
造
房
屋

水
会
中
人
が
消
火
に
あ
た
る
。

『
申
報
』
光
緒
二
九

／
三
／
一

四
月
一
二
日

午
後

外
城
前
門
外
以
東
草
廠
九
条

胡
同
の
大
厦

　

水
会
が
駆
け
つ
け
て
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
九

／
五
／
七

五
月
一
四
日

一
七
時

内
城
前
門
内
の
戸
部

東
四
牌
楼
の
永
済
と
前
門
外
の
三
善
・
同
善
の
水

会
が
洋
水
龍
を
用
い
て
効
果
的
に
消
火
。

『
大
公
報
』
光
緒

二
九
／
五
／
一
七

閏
五
月
一
四
日

午
後

皇
城
景
山
大
高
殿

値
班
の
官
員
が
内
城
水
会
を
呼
び
入
れ
て
消
火
。
『
申
報
』
光
緒
二
九

／
六
／
七

閏
五
月
二
六
日

一
時

外
城
前
門
外
施
家
胡
同
の
義

善
等
票
号
舖
夥
一
〇
〇

間

落
雷
が
引
火
、
水
会
中
人
が
消
火
す
る
が
、
翌
朝

七
時
頃
に
よ
う
や
く
鎮
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
九

／
六
／
二
一

六
月
二
一
日

七
時

外
城
宣
武
門
外
虎
坊
橋
西
中

州
会
館
隣
の
木
桶
鋪

水
会
中
人
が
用
水
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
九

／
七
／
一
五

七
月
三
日

二
三
時

外
城
前
門
大
柵
欄
の
大
観
楼

東
慶
雲
楼
香
燭
店

水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
九

／
七
／
二
五
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七
月
一
五
日

早
朝

外
城
前
門
以
東
草
廠
胡
同
六

巷
の
某
姓
家

水
会
中
人
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
二
九

／
八
／
一
七

一
二
月
一
〇
日

一
時

外
城
前
門
外
西
河
沿
の
宝
豊

金
店

水
会
中
人
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
三
一

／
一
／
二
三

光
緒
三
〇

（
一
九
〇
四
）

年

二
月
六
日

午
後

外
城
虎
坊
橋
以
西
福
州
会
館

隣
の
餅
肆
後
院

水
会
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
三
〇

／
三
／
九

二
月
六
日

二
四
時

内
城
内
城
東
四
牌
楼
前
の
大

院
某
鋪

水
会
中
人
が
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
三
〇

／
三
／
九

五
月
二
六
日

一
〇
時

外
城
宣
武
門
外
椿
樹
三
条
胡

同
路
北
の
長
沙
会
館

琉
璃
廠
の
安
平
水
会
が
駆
け
つ
け
消
火
。

『
大
公
報
』
光
緒

三
〇
／
五
／
二
九

七
月
二
六
日

夜
半

外
城
前
門
外
観
音
寺
の
澡
堂
各
路
水
会
が
消
火
に
行
く
。

『
大
公
報
』
光
緒

三
〇
／
七
／
三
〇

光
緒
三
一

（
一
九
〇
五
）

年

二
月
一
六
日

夜

外
城
前
門
外
琉
璃
廠
廠
甸
土

地
祠
後
院
の
裱
画
作

水
龍
が
消
火
し
、
隣
居
に
延
焼
せ
ず
。

『
申
報
』
光
緒
三
一

／
三
／
四

二
月
一
七
日

一
九
時

外
城
前
門
外
廊
房
頭
首
条
の

農
工
商
部
陳
列
所

水
会
と
消
防
隊
が
消
火
す
る
が
、
楼
が
高
く
頂
ま

で
放
水
で
き
ず
。

『
申
報
』
光
緒
三
四

／
二
／
二
六

七
月
一
四
日

外
城
護
国
寺
胡
同
西
口
四
路
周
辺
は
房
屋
を
拆
去
し
延
焼
防
止
、
水
会
の
激
桶

が
用
水
消
火
。

『
大
公
報
』
光
緒

三
一
／
七
／
九

光
緒
三
二

（
一
九
〇
六
）

年

四
月
四
日

夕

内
城
南
新
倉

消
防
隊
が
消
火
に
あ
た
り
、
他
の
倉
に
延
焼
せ
ず
。『
大
公
報
』
光
緒

三
二
／
四
／
八

一
〇
月
二
一
日

一
二
時

外
城
下
斜
街
農
工
商
部
時
宅
外
城
巡
警
総
庁
庁
丞
が
巡
官
・
長
警
巡
官
・
長
警

を
率
い
水
龍
を
用
い
て
消
火
。

『
大
典
』
二
七
四
九

光
緒
三
三

（
一
九
〇
七
）

年

四
月
四
日

一
七
時

外
城
右
分
庁
第
五
区
校
場
三

条
の
万
宅

電
禀
で
報
火
、
外
城
巡
警
総
庁
が
官
員
巡
官
・
長

警
を
率
い
て
火
事
場
へ
、
右
分
庁
の
知
事･

課
長

･
馬
巡
隊･

消
防
隊
と
水
会
が
協
力
し
て
消
火
。

『
大
典
』
二
七
六
四

四
月
四
日

一
八
時

外
城
左
分
庁
第
一
区
羊
尾
巴

胡
同
の
万
安
客
桟

火
警
を
電
告
、
外
城
巡
警
総
庁
が
巡
官
・
長
警
が

火
事
場
へ
、
左
分
庁
と
付
近
各
区
の
官
警
と
消
防

隊
、
及
び
水
会
が
共
同
消
火
。
客
桟
の
火
夫
を
分

庁
へ
連
行
し
聴
取
。

『
大
典
』
二
七
六
四

堀　地　　　明
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三
月
三
日

一
一
時

内
城
西
堂
子
胡
同
外
路
西
徳

義
卓
椅
鋪

什
景
花
園
消
防
分
遣
隊
と
長
兵
が
消
火
。

『
大
典
』
二
七
八
五

三
月
八
日

二
二
時

内
城
右
分
庁
兵
部
洼
横
街
路

東
の
和
順
永
塩
店

消
防
隊
と
長
兵
が
消
火
。

『
大
典
』
二
七
八
六

四
月
一
六
日

九
時

外
城
右
分
庁
第
二
区
観
音
寺

内
門
牌
第
一
五
七
二
八

号
の
聚
隆
席
棚
鋪

外
城
巡
警
総
庁
右
分
庁
第
二
区
が
房
屋
を
拆
去
、

火
路
を
遮
断
し
水
龍
で
消
火
、
左
右
分
庁･

同
善

･

普
善
の
水
会
も
消
火
。

『
大
典
』
二
七
八
七

四
月
二
二
日

五
時

外
城
右
分
庁
第
一
区
西
珠
市

口
路
南
門
牌
第
一
八
六�

六
八
号
の
誠
順
草
鋪

外
城
巡
警
総
庁
右
分
庁
第
一
区
が
巡
官
と
長
警
を

率
い
て
火
事
場
へ
、
左
右
分
庁
区
各
員
と
水
会
が

共
同
消
火
。

『
大
典
』
二
七
八
九

五
月
一
日

一
時

外
城
右
分
庁
一
区
煤
市
街
悦

賓
楼
飯
館

外
城
巡
警
総
庁
右
分
庁
第
一
区
が
巡
官
と
長
警
を

率
い
て
火
事
場
へ
、
左
右
分
庁
区
各
員
と
水
会
が

共
同
消
火
。

『
大
典
』
二
七
八
九

五
月
四
日

二
二
時

外
城
右
分
庁
第
四
区
果
子
巷

内
羊
肉
胡
同
門
牌
第

二
四
四
一
六
号
の
雷
宅

外
城
巡
警
総
庁
右
分
庁
第
四
区
が
巡
官
と
長
警
を

率
い
て
火
事
場
へ
、
長
警
は
拆
断
火
路
、
左
右
分

庁
区
各
員
と
水
会
が
共
同
消
火
。

『
大
典
』
二
七
九
〇

五
月
八
日

二
一
時

内
城
左
分
庁
第
五
区
後
池
地

方
門
牌
第
三
九
九
九
二

号
の
丹
鳳
火
柴
公
司

外
城
巡
警
総
庁
左
分
庁
第
五
区
が
巡
官
と
長
警
を

率
い
て
火
事
場
へ
、
水
会
の
到
着
が
遅
れ
、
長
警

は
該
区
の
公
立
水
龍
で
消
火
。

『
大
典
』
二
七
九
〇

五
月
九
日

一
四
時

城
外
万
寿
山
以
北
の
北
安
河

橋
西
街
路
北
隆
聚
永
雑

糧
店

駐
湖
隊
長
が
消
防
隊
を
率
い
て
消
火
。

『
大
典
』
二
七
九
〇

五
月
二
〇
日

二
〇
時

内
城
雍
和
宮

内
城
巡
警
総
庁
左
分
庁
が
消
防
隊
に
電
知
、
消
防

隊
と
警
官
で
消
火
。

『
大
典
』
二
七
九
一

八
月
二
七
日

一
時

内
城
右
分
庁
第
四
区
西
直
門

内
横
橋
路
南
興
隆
紙
店
内
城
巡
警
総
庁
右
分
庁
第
四
区
よ
り
電
告
、
消
防

隊
が
駆
け
つ
け
消
火
。

『
大
典
』
二
七
九
四

一
二
月
一
七
日

五
時

内
城
左
分
庁
第
五
区
真
武
廟

天
佑
木
廠

内
城
巡
警
総
庁
左
分
庁
第
二
区
が
巡
官
・
長
警
を

率
い
、
ま
た
自
治
水
龍
（
水
会
）
を
帯
同
し
消
火
。『
大
典
』
二
八
〇
一

宣
統
一

（
一
九
〇
九
）

年�

閏
二
月
二
日

二
〇
時

内
城
太
僕
寺
街
路
南
裕
泰
糧

店
堆
房

内
城
巡
警
総
庁
右
分
庁
一
区
か
ら
消
防
隊
に
通
報
、

消
防
隊
が
消
火
。

『
大
典
』
二
八
一
二

閏
二
月
二
五
日

七
時

外
城
右
五
区
粉
房
琉
璃
街
の

永
義
和
蠟
燭
芯
鋪

外
城
巡
警
右
五
区
が
巡
官
・
長
警
を
率
い
て
火
事

場
へ
、
水
会
と
共
同
消
火
。

『
大
典
』
二
八
一
三

堀　地　　　明
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五
月
三
日

二
〇
時

内
城
大
隆
護
国
寺
内

満
洲
副
尉
が
司
員･

両
翼
尉･

激
桶
処
官
兵
と
民

政
部
各
庁
官
員
巡
警
を
率
い
、
各
城
水
会
紳
士
と

と
も
に
消
火
。

『
大
典
』
二
七
六
八

五
月
五
日

〇
時

外
城
左
分
庁
五
区
上
頭
条
胡

同
路
南
門
牌
二
一
一
号

の
馮
宅

巡
警
総
庁
が
巡
官
・
長
警
率
い
て
現
場
へ
、
左
分

庁
の
知
事･

課
長･

課
員･

付
近
各
区
区
長
と
水

会
が
共
同
消
火
。

『
大
典
』
二
七
六
八

八
月
七
日

一
五
時

外
城
右
分
庁
第
五
区
菜
市
口

以
西
門
牌
一
九
八
九
九

号
の
万
茂
茶
葉
鋪

外
城
巡
警
総
庁
・
左
右
分
庁
の
各
員･

巡
官
・
長

警
が
拆
房
し
火
路
を
断
ち
、
消
防
隊
と
水
会
が
共

同
消
火
。

『
大
典
』
二
七
七
二

光
緒
三
四

（
一
九
〇
八
）

年

二
月
一
六
日

一
九
時

外
城
前
門
外
廊
房
頭
首
善
第

一
茶
楼

京
師
各
水
会
と
消
防
隊
一
〇
〇
余
人
で
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
三
四

／
二
／
二
七･

二
八

二
月
二
〇
日

三
時

外
城
宣
武
門
外
の
湘
学
堂

消
防
隊
と
長
兵
が
消
火
。

『
大
典
』
二
七
八
三

二
月
二
〇
日

二
〇
時

内
城
雍
和
宮

消
防
隊
と
同
安
水
会･

永
済
水
会
、
及
び
各
庁
区

左
右
翼
槍
隊
等
が
駆
け
つ
け
消
火
。

『
申
報
』
光
緒
三
四

／
三
／
一

二
月
二
一
日

一
八
時

外
城
右
分
庁
一
区
煤
市
街
東

門
牌
一
三
六
七
七
号
の

大
新
点
心
鋪

外
城
巡
警
総
庁
右
分
庁
第
一
区
の
巡
官
と
長
警
が

火
事
場
へ
、
左
右
分
庁
区
各
員
と
水
会･

消
防
隊

が
共
同
消
火
。

『
大
典
』
二
七
八
四

二
月
二
三
日

二
〇
時

外
城
左
分
庁
第
一
区
大
蔣
家

胡
同
門
牌
第
一
〇
三
八�

五
号
の
公
興
紙
店

外
城
巡
警
総
庁
左
分
庁
が
巡
官
と
長
警
を
率
い
火

事
場
へ
、
左
右
分
庁
区
各
員
と
水
会･

消
防
隊
が

共
同
消
火
。

『
大
典
』
二
七
八
四

二
月
二
六
日

二
〇
時

内
城
地
安
門
外
什
刹
海
西
河

沿
の
恭
王
府
馬
圏

消
防
隊
が
消
火
に
あ
た
る
。

『
大
典
』
二
七
八
四

二
月
二
九
日

一
一
時

内
城
兵
部
洼
天
聚
永
絨
線
鋪
消
防
隊
と
内
城
巡
警
総
庁
右
分
庁
の
長
兵
が
消
火
。『
大
典
』
二
七
八
五

三
月
二
日

一
一
時

内
城
東
四
牌
楼
栄
和
茶
鋪

什
景
花
園
消
防
分
遣
隊
と
長
兵
が
消
火
。

『
大
典
』
二
七
八
五

三
月
二
日

二
〇
時

外
城
左
分
庁
第
二
区
喜
鵲
門

牌
第
八
三
〇
二
号
の
同

興
徳
油
紙
鋪

外
城
巡
警
総
庁
左
分
庁
第
二
区
の
巡
官
と
長
警
が

火
事
場
へ
、
左
右
分
庁
区
各
員
と
水
会･

消
防
隊

が
共
同
消
火
。

『
大
典
』
二
七
八
五
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三
月
三
日

一
一
時

内
城
西
堂
子
胡
同
外
路
西
徳

義
卓
椅
鋪

什
景
花
園
消
防
分
遣
隊
と
長
兵
が
消
火
。

『
大
典
』
二
七
八
五

三
月
八
日

二
二
時

内
城
右
分
庁
兵
部
洼
横
街
路

東
の
和
順
永
塩
店

消
防
隊
と
長
兵
が
消
火
。

『
大
典
』
二
七
八
六

四
月
一
六
日

九
時

外
城
右
分
庁
第
二
区
観
音
寺

内
門
牌
第
一
五
七
二
八

号
の
聚
隆
席
棚
鋪

外
城
巡
警
総
庁
右
分
庁
第
二
区
が
房
屋
を
拆
去
、

火
路
を
遮
断
し
水
龍
で
消
火
、
左
右
分
庁･

同
善

･

普
善
の
水
会
も
消
火
。

『
大
典
』
二
七
八
七

四
月
二
二
日

五
時

外
城
右
分
庁
第
一
区
西
珠
市

口
路
南
門
牌
第
一
八
六�

六
八
号
の
誠
順
草
鋪

外
城
巡
警
総
庁
右
分
庁
第
一
区
が
巡
官
と
長
警
を

率
い
て
火
事
場
へ
、
左
右
分
庁
区
各
員
と
水
会
が

共
同
消
火
。

『
大
典
』
二
七
八
九

五
月
一
日

一
時

外
城
右
分
庁
一
区
煤
市
街
悦

賓
楼
飯
館

外
城
巡
警
総
庁
右
分
庁
第
一
区
が
巡
官
と
長
警
を

率
い
て
火
事
場
へ
、
左
右
分
庁
区
各
員
と
水
会
が

共
同
消
火
。

『
大
典
』
二
七
八
九

五
月
四
日

二
二
時

外
城
右
分
庁
第
四
区
果
子
巷

内
羊
肉
胡
同
門
牌
第

二
四
四
一
六
号
の
雷
宅

外
城
巡
警
総
庁
右
分
庁
第
四
区
が
巡
官
と
長
警
を

率
い
て
火
事
場
へ
、
長
警
は
拆
断
火
路
、
左
右
分

庁
区
各
員
と
水
会
が
共
同
消
火
。

『
大
典
』
二
七
九
〇

五
月
八
日

二
一
時

内
城
左
分
庁
第
五
区
後
池
地

方
門
牌
第
三
九
九
九
二

号
の
丹
鳳
火
柴
公
司

外
城
巡
警
総
庁
左
分
庁
第
五
区
が
巡
官
と
長
警
を

率
い
て
火
事
場
へ
、
水
会
の
到
着
が
遅
れ
、
長
警

は
該
区
の
公
立
水
龍
で
消
火
。

『
大
典
』
二
七
九
〇

五
月
九
日

一
四
時

城
外
万
寿
山
以
北
の
北
安
河

橋
西
街
路
北
隆
聚
永
雑

糧
店

駐
湖
隊
長
が
消
防
隊
を
率
い
て
消
火
。

『
大
典
』
二
七
九
〇

五
月
二
〇
日

二
〇
時

内
城
雍
和
宮

内
城
巡
警
総
庁
左
分
庁
が
消
防
隊
に
電
知
、
消
防

隊
と
警
官
で
消
火
。

『
大
典
』
二
七
九
一

八
月
二
七
日

一
時

内
城
右
分
庁
第
四
区
西
直
門

内
横
橋
路
南
興
隆
紙
店
内
城
巡
警
総
庁
右
分
庁
第
四
区
よ
り
電
告
、
消
防

隊
が
駆
け
つ
け
消
火
。

『
大
典
』
二
七
九
四

一
二
月
一
七
日

五
時

内
城
左
分
庁
第
五
区
真
武
廟

天
佑
木
廠

内
城
巡
警
総
庁
左
分
庁
第
二
区
が
巡
官
・
長
警
を

率
い
、
ま
た
自
治
水
龍
（
水
会
）
を
帯
同
し
消
火
。『
大
典
』
二
八
〇
一

宣
統
一

（
一
九
〇
九
）

年�

閏
二
月
二
日

二
〇
時

内
城
太
僕
寺
街
路
南
裕
泰
糧

店
堆
房

内
城
巡
警
総
庁
右
分
庁
一
区
か
ら
消
防
隊
に
通
報
、

消
防
隊
が
消
火
。

『
大
典
』
二
八
一
二

閏
二
月
二
五
日

七
時

外
城
右
五
区
粉
房
琉
璃
街
の

永
義
和
蠟
燭
芯
鋪

外
城
巡
警
右
五
区
が
巡
官
・
長
警
を
率
い
て
火
事

場
へ
、
水
会
と
共
同
消
火
。

『
大
典
』
二
八
一
三

堀　地　　　明
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三
月
二
〇
日

二
二
時

内
城
東
四
牌
楼
六
条
胡
同
東

口
外
地
方

消
防
公
所
と
東
直
門
消
防
分
遣
隊
が
消
火
。

『
大
典
』
二
八
三
六

六
月
二
四
日

三
時

内
城
左
二
区
崇
文
門
大
街
西

門
牌
一
〇
七
号
の
義
興

誠
青
線
鋪

外
城
巡
警
総
庁
の
巡
官
長
警･

消
防
馬
巡
隊･

各

水
会
が
共
同
消
火
。

『
大
典
』
二
八
四
一

六
月
二
六
日

二
二
時

外
城
右
二
区
広
安
門
大
街
北

線
閣
南
口
外
門
牌
三
〇�

一
号
の
聚
慶
長
乾
果
店

外
城
巡
警
総
庁
の
巡
警
と
長
官
・
消
防
隊
・
水
会

が
共
同
消
火
。

『
大
典
』
二
八
四
一

六
月
二
八
日

二
四
時

内
城
西
四
牌
楼
以
北
新
街
口

路
西
の
正
大
茶
店

消
防
公
所
と
東
直
門
大
街
消
防
分
遣
隊
が
消
火
。
『
大
典
』
二
八
四
一

一
〇
月
一
九
日

二
時

外
城
前
門
外
東
珠
市
口
の
魁

盛
号
蠟
鋪

煤
市
街
消
防
分
遣
隊
が
火
災
発
見
、
消
防
隊
が
自

来
水
か
ら
取
水
し
激
桶
で
消
火
。

『
大
典
』
二
八
四
八

一
〇
月
二
八
日

三
時

内
城
西
単
牌
楼
以
南
油
房
胡

同
路
東
の
申
泰
木
廠

消
防
公
所
と
外
城
消
防
分
遣
隊
が
消
火
。

『
大
典
』
二
八
四
八

一
一
月
二
六
日

一
一
時

内
城
西
単
牌
楼
旧
刑
部
街
以

西
路
北
の
海
軍
部
譚
宅
消
防
公
所
長
兵
が
消
火
。

『
大
典
』
二
八
四
九

宣
統
三

（
一
九
一
一
）

年

三
月
一
一
日

二
時

外
城
左
二
区
界
内
平
楽
園
大

順
糧
店
堆
房

各
水
会
・
消
防
隊
が
消
火
。

『
大
典
』
二
八
五
九

四
月
一
二
日

〇
時

城
外
紙
荘
堆
房

外
城
巡
警
総
庁
の
巡
官
と
長
警
が
消
火
。

『
大
典
』
二
八
六
九

四
月
一
四
日

五
時

外
城
巡
警
右
一
区
内
東
北
園

地
方
の
京
都
日
報
館

外
城
巡
警
総
庁
の
巡
官
と
長
警
が
消
防
隊
・
水
会

に
電
知
し
消
火
に
あ
た
る
。

『
大
典
』
二
八
六
九

閏
六
月
二
〇
日

五
時

外
城
八
角
琉
璃
井
路
南
の
憲

報
印
刷
品

外
城
消
防
分
隊
が
自
来
水
龍
で
用
水
消
火
。

『
大
典
』
二
八
七
六

七
月
七
日

一
四
時

外
城
前
門
外
鮮
魚
口
内
抄
手

胡
同
路
東
の
関
閉
し
た

恵
興
楼
飯
鋪

甘
井
胡
同
消
防
分
遣
隊
が
電
報
、
同
隊
と
河
泊
消

防
分
遣
隊
が
消
火
、
自
来
水
よ
り
取
水
。

『
大
典
』
二
八
七
七

九
月
一
〇
日

一
五
時

内
城
東
四
牌
楼
以
北
芝
麻
胡

同
路
北
の
静
寧
寺

長
兵
が
消
防
器
具
を
運
搬
、
灯
市
口
消
防
分
遣
隊

が
自
来
水
龍
頭
を
つ
な
げ
激
桶
を
設
置
し
て
用
水

消
火
。

『
大
典
』
二
八
八
三

堀　地　　　明
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閏
二
月
二
五
日

一
三
時

外
城
左
二
区
閻
王
廟
前
街
明

教
寺

外
城
巡
警
総
庁
左
二
区
が
巡
官
・
長
警
を
率
い
て

火
事
場
へ
、
水
会
と
共
同
消
火
。

『
大
典
』
二
八
一
三

閏
二
月
二
七
日

四
時

内
城
東
四
牌
楼
五
条
胡
同
同

中
間
路
南
の
義
聚
興
油

店

消
防
隊
と
宏
興
寺
分
遣
所
の
長
兵
が
消
火
。

『
大
典
』
二
八
一
三

閏
二
月
二
八
日

一
七
時

外
城
右
二
区
騾
馬
市
大
街
和

盛
當
鋪

外
城
巡
警
総
庁
が
官
警
を
率
い
て
消
火
に
あ
た
る
。

水
会
も
駆
け
つ
け
共
同
消
火
。

『
大
典
』
二
八
一
三

三
月
四
日

一
四
時

外
城
左
三
区
大
石
橋
の
恒
発

車
店

外
城
巡
警
総
庁
左
三
区
が
巡
官
と
長
警
を
率
い
、

自
治
水
龍
（
水
会
）
を
帯
同
し
共
同
消
火
。

『
大
典
』
二
八
一
四

三
月
一
九
日

一
時

外
城
左
二
区
花
市
大
街
の
瑞

昇
恒
帯
子
局

外
城
巡
警
総
庁
左
二
区
が
巡
官
・
長
警
を
率
い
現

場
へ
、
水
会
と
共
同
消
火
。

『
大
典
』
二
八
一
五

六
月
一
八
日

二
二
時

内
城
東
四
牌
楼
以
南
報
房
胡

同
路
北
の
日
昇
煙
鋪

消
防
公
所
駐
宏
興
寺
分
遣
隊
と
東
直
門
大
街
分
遣

隊
が
消
火
。

『
大
典
』
二
八
二
〇

宣
統
二

（
一
九
一
〇
）

年

一
月
一
日

二
時

外
城
前
門
外
珠
宝
市
路
の
東

裕
興
爐
房

消
防
公
所
長
と
煤
市
街
消
防
分
遣
隊
が
消
火
。

『
大
典
』
二
八
三
〇

一
月
二
一
日

一
一
時

外
城
前
門
外
湿
井
胡
同
路
北

の
北
祥
記
茶
店

消
防
公
所
長
と
煤
市
街
消
防
分
遣
隊
が
消
火
。

『
大
典
』
二
八
三
二

三
月
一
〇
日

二
四
時

外
城
崇
文
門
外
花
児
市
東
口

路
南
門
牌
九
〇
号
の
元

泰
茶
鋪

外
城
巡
警
庁
左
二
区
の
巡
官
と
長
官
・
消
防
隊
・

各
水
会
が
消
火
。

『
大
典
』
二
八
三
五

三
月
一
二
日

二
一
時

外
城
広
安
門
大
街
河
東
会
館
煤
市
街
消
防
分
遣
隊
の
長
兵
が
消
火
。

『
大
典
』
二
八
三
五

三
月
一
二
日

二
二
時

内
城
東
四
牌
楼
六
条
胡
同
東

口
外
地
方

東
直
門
消
防
分
遣
隊
と
消
防
公
所
備
防
兵
が
消
火
。『
大
典
』
二
八
三
六

三
月
一
二
日

二
四
時

外
城
左
三
区
中
四
条
門
牌

一
二
号
義
和
水
花
局

外
城
巡
警
総
庁
左
三
区
と
消
防
隊
、
及
び
水
会
で

消
火
。

『
大
典
』
二
八
三
五

三
月
一
五
日

一
九
時

内
城
東
単
牌
楼
以
北
天
興
茶

店

東
直
門
大
街
消
防
分
遣
隊
が
消
火
。

『
大
典
』
二
八
三
五

三
月
一
八
日

三
時

内
城
鼓
楼
東
宝
鈔
胡
同
南
口

外
路
北
の
増
和
油
塩
糧

店

消
防
公
所
と
東
直
門
消
防
分
遣
隊
が
消
火
。

『
大
典
』
二
八
三
六
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三
月
二
〇
日

二
二
時

内
城
東
四
牌
楼
六
条
胡
同
東

口
外
地
方

消
防
公
所
と
東
直
門
消
防
分
遣
隊
が
消
火
。

『
大
典
』
二
八
三
六

六
月
二
四
日

三
時

内
城
左
二
区
崇
文
門
大
街
西

門
牌
一
〇
七
号
の
義
興

誠
青
線
鋪

外
城
巡
警
総
庁
の
巡
官
長
警･

消
防
馬
巡
隊･

各

水
会
が
共
同
消
火
。

『
大
典
』
二
八
四
一

六
月
二
六
日

二
二
時

外
城
右
二
区
広
安
門
大
街
北

線
閣
南
口
外
門
牌
三
〇�

一
号
の
聚
慶
長
乾
果
店

外
城
巡
警
総
庁
の
巡
警
と
長
官
・
消
防
隊
・
水
会

が
共
同
消
火
。

『
大
典
』
二
八
四
一

六
月
二
八
日

二
四
時

内
城
西
四
牌
楼
以
北
新
街
口

路
西
の
正
大
茶
店

消
防
公
所
と
東
直
門
大
街
消
防
分
遣
隊
が
消
火
。
『
大
典
』
二
八
四
一

一
〇
月
一
九
日

二
時

外
城
前
門
外
東
珠
市
口
の
魁

盛
号
蠟
鋪

煤
市
街
消
防
分
遣
隊
が
火
災
発
見
、
消
防
隊
が
自

来
水
か
ら
取
水
し
激
桶
で
消
火
。

『
大
典
』
二
八
四
八

一
〇
月
二
八
日

三
時

内
城
西
単
牌
楼
以
南
油
房
胡

同
路
東
の
申
泰
木
廠

消
防
公
所
と
外
城
消
防
分
遣
隊
が
消
火
。

『
大
典
』
二
八
四
八

一
一
月
二
六
日

一
一
時

内
城
西
単
牌
楼
旧
刑
部
街
以

西
路
北
の
海
軍
部
譚
宅
消
防
公
所
長
兵
が
消
火
。

『
大
典
』
二
八
四
九

宣
統
三

（
一
九
一
一
）

年

三
月
一
一
日

二
時

外
城
左
二
区
界
内
平
楽
園
大

順
糧
店
堆
房

各
水
会
・
消
防
隊
が
消
火
。

『
大
典
』
二
八
五
九

四
月
一
二
日

〇
時

城
外
紙
荘
堆
房

外
城
巡
警
総
庁
の
巡
官
と
長
警
が
消
火
。

『
大
典
』
二
八
六
九

四
月
一
四
日

五
時

外
城
巡
警
右
一
区
内
東
北
園

地
方
の
京
都
日
報
館

外
城
巡
警
総
庁
の
巡
官
と
長
警
が
消
防
隊
・
水
会

に
電
知
し
消
火
に
あ
た
る
。

『
大
典
』
二
八
六
九

閏
六
月
二
〇
日

五
時

外
城
八
角
琉
璃
井
路
南
の
憲

報
印
刷
品

外
城
消
防
分
隊
が
自
来
水
龍
で
用
水
消
火
。

『
大
典
』
二
八
七
六

七
月
七
日

一
四
時

外
城
前
門
外
鮮
魚
口
内
抄
手

胡
同
路
東
の
関
閉
し
た

恵
興
楼
飯
鋪

甘
井
胡
同
消
防
分
遣
隊
が
電
報
、
同
隊
と
河
泊
消

防
分
遣
隊
が
消
火
、
自
来
水
よ
り
取
水
。

『
大
典
』
二
八
七
七

九
月
一
〇
日

一
五
時

内
城
東
四
牌
楼
以
北
芝
麻
胡

同
路
北
の
静
寧
寺

長
兵
が
消
防
器
具
を
運
搬
、
灯
市
口
消
防
分
遣
隊

が
自
来
水
龍
頭
を
つ
な
げ
激
桶
を
設
置
し
て
用
水

消
火
。

『
大
典
』
二
八
八
三

堀　地　　　明
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（
６
）�

侯
宣
傑
「
清
代
広
西
城
市
消
防
事
業
考
論
」（『
河
池
学
院
学
報
』
二
九
―
六
、二
〇
〇
九
）。

（
７
）�

邱
仲
麟
「
明
代
北
京
的
火
災
与
消
防
」（『
淡
江
史
学
』
五
、一
九
九
三
）。

（
８
）�

劉
宝
健
「
紫
禁
城
内
清
代
防
火
設
施
」（
中
国
紫
禁
城
学
会
編
『
中
国
紫
禁
城
学
会
論
文
集
』
二
、
紫
禁
城
出
版
社
、

二
〇
〇
二
）。

（
９
）�

紀
天
斌
主
編
『
故
宮
消
防
』（
紫
禁
城
出
版
社
、
二
〇
〇
五
）
史
事
録
要
、
第
一
章
「
明
代
時
期
」、
第
二
章
「
清
代
時
期
」、
と

も
に
金
玉
琢
の
執
筆
。

（
10
）�

王
銘
珍
「
明
清
皇
宮
火
災
概
述
」（『
紫
禁
城
学
会
論
文
集
』
五
下
、
紫
禁
城
出
版
社
、
二
〇
〇
七
）。

（
11
）�

倉
持
徳
一
郎
「
北
京
の
五
城
、
特
に
清
の
五
城
十
坊
」（
日
本
大
学
史
学
会
頌
寿
記
念
論
文
集
刊
行
委
員
会
『
石
田
・
和
田
・
龍
・

山
中
四
先
生
頌
寿
記
念
史
学
論
文
集
』、
一
九
六
二
）。

（
12
）�

呉
建
雍
「
清
代
北
京
外
城
管
理
制
度
」（『
首
都
博
物
館
叢
刊
』
一
六
、二
〇
〇
二
）。

（
13
）�

歩
軍
統
領
衙
門
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
修
「
清
代
の
歩
軍
統
領
衙
門
に
つ
い
て
」（
立
教
史
学
会
『
史
苑
』
四
一
―
一
、

一
九
八
一
）、A

lison�D
ray-N

ovey,Spatial�O
rder�and�Police�in�Im

perial�Beijing,�T
he Journal of A

sian Studies�52-

4,1993

、
韓
光
輝
『
従
幽
都
会
到
中
華
国
都
』（
商
務
印
書
館
、
二
〇
一
一
）
第
一
二
章
「
清
代
北
京
城
市
郊
区
行
政
界
線
的
確

定
」、
北
山
勝
次
『
歩
軍
統
領
小
史
』（
北
九
州
中
国
書
店
、
二
〇
一
三
）
参
照
。

（
14
）�

光
緒
『
大
清
会
典
事
例
』
巻
六
一
二
、
兵
部
、
八
旗
処
分
則
例
、
救
火
。

（
15
）�

光
緒
『
大
清
会
典
事
例
』
巻
一
〇
三
六
、
都
察
院
、
五
城
、
救
火
。

（
16
）�

光
緒
『
大
清
会
典
事
例
』
巻
六
一
二
、
兵
部
、
八
旗
処
分
則
例
、
救
火
。

（
17
）�

中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
蔵
、
軍
機
処
全
宗
、
録
副
奏
摺
〇
三
―
〇
二
八
三
―
〇
三
一
、
德
爾
敏
四
格
、
乾
隆
一
八
年
九
月
四
日
。

〇
三
で
始
ま
る
史
料
は
、
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
が
架
蔵
す
る
軍
機
処
全
宗
の
録
副
奏
摺
で
あ
り
、
以
下
で
は
架
蔵
機
関
と
全
宗

堀　地　　　明
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註（
１
）�

堀
地
明
「
明
末
福
建
諸
都
市
の
火
災
と
防
火
行
政
」（『
東
洋
学
報
』
七
七
―
一
・
二
、一
九
九
五
）。

（
２
）�

高
嶋
航
「
水
龍
会
の
誕
生
」（『
東
洋
史
研
究
』
五
六
―
二
、一
九
九
七
）。
天
津
の
火
会
に
つ
い
て
は
、
吉
澤
誠
一
郎
『
天
津
の
近

代
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
）
第
二
章
「
火
会
と
天
津
教
案
」、
上
海
の
救
火
会
に
つ
い
て
は
、
小
浜
正
子
『
近
代
上

海
の
公
共
性
と
国
家
』（
研
文
出
版
出
版
、
二
〇
〇
〇
）
第
三
章
「
救
火
会
」
参
照
。

（
３
）�

周
允
基
・
劉
鳳
雲
「
清
代
的
消
防
組
織
与
救
火
工
具
」（『
故
宮
博
物
院
院
刊
』
二
〇
〇
二
―
六
）。

（
４
）�

鄒
怡
「
清
代
城
市
社
会
公
共
事
業
的
運
作
」（『
清
史
研
究
』
二
〇
〇
三
―
四
）。

（
５
）�

張
家
玉
・
劉
正
剛
「
晩
清
火
災
及
防
御
器
制
探
討
」（『
安
徽
史
学
』
二
〇
〇
五
―
三
）。

九
月
一
七
日

一
二
時

内
城
吏
部
の
内
閣
敘
官
局

灯
市
口
消
防
分
遣
隊
と
外
城
消
防
分
遣
隊
に
電
伝
、

西
四
牌
楼
広
済
寺
消
防
分
遣
隊
も
消
火
に
駆
け
つ

け
る
。

『
大
典
』
二
八
八
五

九
月
二
一
日

一
九
時

内
城
東
四
牌
楼
弓
箭
大
院
内

路
南
の
徳
興
撣
子
鋪

灯
市
口
消
防
分
遣
隊
が
出
動
、
自
来
水
よ
り
激
桶

に
取
水
し
消
火
。

『
大
典
』
二
八
八
六

九
月
二
六
日

二
一
時

内
城
崇
文
門
内
趙
堂
子
胡
同

の
住
戸
胡
姓
宅

灯
市
口
消
防
分
遣
隊
が
自
来
水
よ
り
激
桶
に
取
水

し
消
火
。

『
大
典
』
二
八
八
六

一
一
月
二
六
日

二
時

外
城
前
門
東
珠
市
口
大
蔣
家

胡
同
の
双
土
地
廟

甘
井
胡
同
消
防
分
遣
隊
が
出
動
、
自
来
水
よ
り
喞

筒
に
取
水
し
消
火
。

『
大
典
』
二
八
九
一

内
〇
九
二
五
一
五
―
〇
〇
一
は
内
閣
大
庫
檔
案
の
登
録
号
、
〇
三
で
始
ま
る
も
の
は
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
編
蔵
、
軍
機
処
全

宗
録
副
奏
摺
の
檔
号
、
故
〇
一
五
八
七
二
は
国
立
故
宮
博
物
院
蔵
の
軍
機
処
奏
摺
録
副
の
文
献
編
号
、『
大
典
』
二
七
八
三
は

『
中
国
火
災
大
典
』
の
頁
数
、
同
書
所
収
の
民
政
部
檔
案
に
よ
る
。
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（
６
）�

侯
宣
傑
「
清
代
広
西
城
市
消
防
事
業
考
論
」（『
河
池
学
院
学
報
』
二
九
―
六
、二
〇
〇
九
）。

（
７
）�

邱
仲
麟
「
明
代
北
京
的
火
災
与
消
防
」（『
淡
江
史
学
』
五
、一
九
九
三
）。

（
８
）�

劉
宝
健
「
紫
禁
城
内
清
代
防
火
設
施
」（
中
国
紫
禁
城
学
会
編
『
中
国
紫
禁
城
学
会
論
文
集
』
二
、
紫
禁
城
出
版
社
、

二
〇
〇
二
）。

（
９
）�
紀
天
斌
主
編
『
故
宮
消
防
』（
紫
禁
城
出
版
社
、
二
〇
〇
五
）
史
事
録
要
、
第
一
章
「
明
代
時
期
」、
第
二
章
「
清
代
時
期
」、
と

も
に
金
玉
琢
の
執
筆
。

（
10
）�

王
銘
珍
「
明
清
皇
宮
火
災
概
述
」（『
紫
禁
城
学
会
論
文
集
』
五
下
、
紫
禁
城
出
版
社
、
二
〇
〇
七
）。

（
11
）�

倉
持
徳
一
郎
「
北
京
の
五
城
、
特
に
清
の
五
城
十
坊
」（
日
本
大
学
史
学
会
頌
寿
記
念
論
文
集
刊
行
委
員
会
『
石
田
・
和
田
・
龍
・

山
中
四
先
生
頌
寿
記
念
史
学
論
文
集
』、
一
九
六
二
）。

（
12
）�

呉
建
雍
「
清
代
北
京
外
城
管
理
制
度
」（『
首
都
博
物
館
叢
刊
』
一
六
、二
〇
〇
二
）。

（
13
）�

歩
軍
統
領
衙
門
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
修
「
清
代
の
歩
軍
統
領
衙
門
に
つ
い
て
」（
立
教
史
学
会
『
史
苑
』
四
一
―
一
、

一
九
八
一
）、A

lison�D
ray-N

ovey,Spatial�O
rder�and�Police�in�Im

perial�Beijing,�T
he Journal of A

sian Studies�52-

4,1993

、
韓
光
輝
『
従
幽
都
会
到
中
華
国
都
』（
商
務
印
書
館
、
二
〇
一
一
）
第
一
二
章
「
清
代
北
京
城
市
郊
区
行
政
界
線
的
確

定
」、
北
山
勝
次
『
歩
軍
統
領
小
史
』（
北
九
州
中
国
書
店
、
二
〇
一
三
）
参
照
。

（
14
）�

光
緒
『
大
清
会
典
事
例
』
巻
六
一
二
、
兵
部
、
八
旗
処
分
則
例
、
救
火
。

（
15
）�

光
緒
『
大
清
会
典
事
例
』
巻
一
〇
三
六
、
都
察
院
、
五
城
、
救
火
。

（
16
）�

光
緒
『
大
清
会
典
事
例
』
巻
六
一
二
、
兵
部
、
八
旗
処
分
則
例
、
救
火
。

（
17
）�

中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
蔵
、
軍
機
処
全
宗
、
録
副
奏
摺
〇
三
―
〇
二
八
三
―
〇
三
一
、
德
爾
敏
四
格
、
乾
隆
一
八
年
九
月
四
日
。

〇
三
で
始
ま
る
史
料
は
、
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
が
架
蔵
す
る
軍
機
処
全
宗
の
録
副
奏
摺
で
あ
り
、
以
下
で
は
架
蔵
機
関
と
全
宗
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二
〇
〇
一
）、
趙
軍
「
川
島
浪
速
と
清
末
警
察
制
度
の
樹
立
」（『
千
葉
商
大
紀
要
』
三
九
―
三
、二
〇
〇
一
）、
肖
朗
・
施
崢
「
日

本
教
習
与
京
師
警
務
学
堂
」（『
近
代
史
研
究
』
二
〇
〇
四
―
五
）、
王
宇
（
翻
訳
後
藤
裕
也
）「
辛
亥
前
後
の
中
日
政
治
に
お
け
る

人
生
の
邂
逅
」（
関
西
大
学
文
化
交
渉
学
教
育
研
究
拠
点
『
近
代
世
界
の
「
言
説
」
と
「
意
象
」』
二
〇
一
二
）。
こ
れ
ら
の
研
究

で
、
消
防
隊
に
僅
か
な
が
ら
言
及
す
る
の
は
趙
軍
と
肖
朗
・
施
崢
で
あ
り
、
日
本
語
史
料
の
存
在
は
教
示
を
受
け
た
。

（
33
）�『
北
京
警
察
沿
革
紀
要
』
三
〇
頁
、
第
二
章
附
属
機
関
之
興
廃
、
消
防
隊
、
吳
廷
燮
纂
『
北
京
市
志
稿
』
民
生
志
（
北
京
燕
山
出

版
社
、
一
九
九
八
）
五
三
三
頁
、
巻
一
二
警
察
四
、
消
防
隊
。

（
34
）�

江
衛
社
「
清
末
警
務
学
堂
消
防
隊
」（『
北
京
人
民
警
察
学
院
学
報
』
二
〇
〇
七
年
三
月
第
二
期
）。

（
35
）�『
大
公
報
』
光
緒
三
二
年
四
月
二
四
日
、
時
事
、
消
防
隊
定
期
挪
移
。

（
36
）�

光
緒
二
九
年
の
創
設
か
ら
光
緒
三
〇
年
ま
で
の
記
述
は
、
清
国
駐
屯
司
令
部
『
北
京
誌
』（
博
文
堂
、
一
九
〇
八
）
三
八
一
～

三
八
六
頁
、
消
防
警
察
、
二
消
防
隊
に
よ
る
。
日
本
式
の
軍
隊
組
織
と
し
た
の
は
、
黒
龍
会
『
東
亜
先
覚
志
士
列
伝
』
中
（
黒
龍

会
出
版
部
、
一
九
三
三
、『
明
治
百
年
史
叢
書
』
第
二
三
巻
、
原
書
房
、
一
九
七
四
）
二
八
六
頁
、「
一
五
、
北
京
警
務
学
堂
を
中

心
と
し
て
」（
川
島
浪
速
の
伝
記
）
に
よ
る
。

（
37
）�

中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
蔵
、
民
政
部
檔
案
二
一
―
〇
五
四
三
―
〇
〇
三
四
、
協
営
統
帯
官
于
秉
良
、
光
緒
三
三
年
四
月
二
〇
日
、

二
一
―
〇
二
九
二
―
〇
〇
四
五
、
消
防
公
所
、
光
緒
三
三
年
四
月
二
〇
日
、
二
一
―
〇
二
九
二
―
〇
〇
四
六
、
消
防
隊
、
光
緒

三
三
年
四
月
。
二
一
で
始
ま
る
史
料
は
、
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
が
架
蔵
す
る
民
政
部
檔
案
で
あ
り
、
以
下
で
は
架
蔵
機
関
と
全

宗
名
は
省
略
す
る
。

（
38
）�

二
一
―
〇
五
四
三
―
〇
一
九
四
、
消
防
公
所
、
宣
統
二
年
九
月
一
七
日
、『
消
防
彙
編
』
一
九
二
〇
年
一
二
月
、
京
師
警
察
庁
消

防
処
長
序
言
。

（
39
）�『
大
公
報
』
宣
統
三
年
一
〇
月
八
日
、
資
政
院
之
左
右
為
難
。
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名
・
文
書
種
類
は
省
略
す
る
。

（
18
）�

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
蔵
、
内
閣
大
庫
檔
案
〇
二
二
六
〇
九
―
〇
〇
一
、
ま
た
『
明
清
檔
案
』
Ａ
二
二
八
―
一
〇
六
、
歩

軍
統
領
福
隆
安
、
乾
隆
四
一
年
一
二
月
六
日
、
奏
副
。�

（
19
）�
国
立
故
宮
博
物
院
蔵
、
軍
機
処
奏
摺
録
副
〇
三
〇
一
七
三
、
英
廉
、
乾
隆
四
六
年
三
月
二
七
日
。

（
20
）�
国
立
故
宮
博
物
院
蔵
、
軍
機
処
奏
摺
録
副
〇
四
三
一
五
五
、
綿
恩
、
乾
隆
五
五
年
三
月
一
九
日
。

（
21
）�

〇
三
―
〇
二
八
四
―
〇
一
八
、
巡
視
中
城
給
事
中
立
柱
、
乾
隆
二
二
年
一
二
月
三
日
。

（
22
）�

〇
三
―
〇
二
八
五
―
〇
五
七
、
巡
視
中
城
監
察
御
史
豊
盛
額
、
乾
隆
三
八
年
四
月
一
〇
日
。

（
23
）�

〇
三
―
〇
二
八
五
―
〇
五
八
、
巡
視
南
城
給
事
中
図
薩
布
、
乾
隆
三
八
年
四
月
一
〇
日
。

（
24
）�

〇
三
―
一
六
〇
〇
―
〇
二
八
、
巡
視
中
城
御
史
図
翰
・
巡
視
中
城
兵
科
給
事
中
楊
昭
、
嘉
慶
一
一
年
一
一
月
一
四
日
。

（
25
）�

〇
三
―
二
六
一
五
―
〇
四
九
、
中
城
御
史
覚
羅
明
奎
・
孫
善
宝
、
道
光
一
一
年
一
〇
月
一
四
日
。

（
26
）�

康
熙
『
大
清
会
典
』
巻
一
二
三
、
刑
部
一
五
、
失
火
。

（
27
）�『
世
宗
実
録
』
巻
七
三
、
雍
正
六
年
正
月
辛
酉
、
諭
内
閣
。

（
28
）�

〇
三
―
〇
二
八
〇
―
〇
三
〇
、
兵
科
給
事
中
呉
元
安
、
乾
隆
六
年
一
月
一
二
日
。
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
編
『
乾
隆
朝
上
諭
檔
』

（
中
国
檔
案
出
版
社
、
一
九
九
八
）
第
一
輯
一
六
八
〇
（
文
献
序
数
）、
乾
隆
六
年
正
月
一
二
日
内
閣
奉
上
諭
。

（
29
）�『
高
宗
実
録
』
巻
一
三
四
、
乾
隆
六
年
正
月
戊
寅
、
呉
安
元
奏
。

（
30
）�

〇
三
―
二
八
一
二
―
〇
五
五
、
巡
視
中
城
工
科
給
事
中
扎
克
丹
・
掌
貴
州
道
監
察
御
史
雷
以
誠
等
、
道
光
二
三
年
一
一
月
二
四
日
。

（
31
）�

一
九
四
四
年
二
月
蔡
恂
序
『
北
京
警
察
沿
革
紀
要
』
一
～
五
頁
。

（
32
）�

警
務
学
堂
と
川
島
浪
速
に
関
し
て
は
、
下
記
を
参
照
し
た
。
弘
谷
多
喜
夫
「
北
京
警
務
学
堂
と
川
島
浪
速
」（『
国
立
教
育
研
究
所

紀
要
』
一
一
五
、一
九
八
八
）、
中
見
立
夫
「
川
島
浪
速
と
北
京
警
務
学
堂
・
高
等
巡
警
学
堂
」（『
近
く
に
在
り
て
』
三
九
、
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二
〇
〇
一
）、
趙
軍
「
川
島
浪
速
と
清
末
警
察
制
度
の
樹
立
」（『
千
葉
商
大
紀
要
』
三
九
―
三
、二
〇
〇
一
）、
肖
朗
・
施
崢
「
日

本
教
習
与
京
師
警
務
学
堂
」（『
近
代
史
研
究
』
二
〇
〇
四
―
五
）、
王
宇
（
翻
訳
後
藤
裕
也
）「
辛
亥
前
後
の
中
日
政
治
に
お
け
る

人
生
の
邂
逅
」（
関
西
大
学
文
化
交
渉
学
教
育
研
究
拠
点
『
近
代
世
界
の
「
言
説
」
と
「
意
象
」』
二
〇
一
二
）。
こ
れ
ら
の
研
究

で
、
消
防
隊
に
僅
か
な
が
ら
言
及
す
る
の
は
趙
軍
と
肖
朗
・
施
崢
で
あ
り
、
日
本
語
史
料
の
存
在
は
教
示
を
受
け
た
。

（
33
）�『
北
京
警
察
沿
革
紀
要
』
三
〇
頁
、
第
二
章
附
属
機
関
之
興
廃
、
消
防
隊
、
吳
廷
燮
纂
『
北
京
市
志
稿
』
民
生
志
（
北
京
燕
山
出

版
社
、
一
九
九
八
）
五
三
三
頁
、
巻
一
二
警
察
四
、
消
防
隊
。

（
34
）�

江
衛
社
「
清
末
警
務
学
堂
消
防
隊
」（『
北
京
人
民
警
察
学
院
学
報
』
二
〇
〇
七
年
三
月
第
二
期
）。

（
35
）�『
大
公
報
』
光
緒
三
二
年
四
月
二
四
日
、
時
事
、
消
防
隊
定
期
挪
移
。

（
36
）�

光
緒
二
九
年
の
創
設
か
ら
光
緒
三
〇
年
ま
で
の
記
述
は
、
清
国
駐
屯
司
令
部
『
北
京
誌
』（
博
文
堂
、
一
九
〇
八
）
三
八
一
～

三
八
六
頁
、
消
防
警
察
、
二
消
防
隊
に
よ
る
。
日
本
式
の
軍
隊
組
織
と
し
た
の
は
、
黒
龍
会
『
東
亜
先
覚
志
士
列
伝
』
中
（
黒
龍

会
出
版
部
、
一
九
三
三
、『
明
治
百
年
史
叢
書
』
第
二
三
巻
、
原
書
房
、
一
九
七
四
）
二
八
六
頁
、「
一
五
、
北
京
警
務
学
堂
を
中

心
と
し
て
」（
川
島
浪
速
の
伝
記
）
に
よ
る
。

（
37
）�

中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
蔵
、
民
政
部
檔
案
二
一
―
〇
五
四
三
―
〇
〇
三
四
、
協
営
統
帯
官
于
秉
良
、
光
緒
三
三
年
四
月
二
〇
日
、

二
一
―
〇
二
九
二
―
〇
〇
四
五
、
消
防
公
所
、
光
緒
三
三
年
四
月
二
〇
日
、
二
一
―
〇
二
九
二
―
〇
〇
四
六
、
消
防
隊
、
光
緒

三
三
年
四
月
。
二
一
で
始
ま
る
史
料
は
、
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
が
架
蔵
す
る
民
政
部
檔
案
で
あ
り
、
以
下
で
は
架
蔵
機
関
と
全

宗
名
は
省
略
す
る
。

（
38
）�

二
一
―
〇
五
四
三
―
〇
一
九
四
、
消
防
公
所
、
宣
統
二
年
九
月
一
七
日
、『
消
防
彙
編
』
一
九
二
〇
年
一
二
月
、
京
師
警
察
庁
消

防
処
長
序
言
。

（
39
）�『
大
公
報
』
宣
統
三
年
一
〇
月
八
日
、
資
政
院
之
左
右
為
難
。
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（
52
）�『
大
公
報
』
光
緒
三
四
年
一
二
月
一
一
日
、
時
事
、
北
京
。

（
53
）�

二
一
―
〇
五
四
二
―
〇
〇
一
七
、
消
防
公
所
、
宣
統
元
年
七
月
二
九
日
。

（
54
）�

花
園
什
錦
胡
同
は
二
一
―
〇
二
九
二
―
〇
〇
一
二
、
消
防
公
所
、
光
緒
三
三
年
四
月
六
日
に
、
煤
市
街
は
二
一
―
〇
五
四
二
―

〇
〇
一
五
、
宣
統
元
年
七
月
九
日
、
消
防
公
所
に
よ
る
。

（
55
）�

巡
警
部
檔
案
一
五
〇
一
―
二
八
三
、
消
防
隊
、
光
緒
三
二
年
三
月
八
日
～
八
月
。

（
56
）�

巡
警
部
檔
案
一
五
〇
一
―
二
八
三
、
光
緒
三
二
年
八
月
八
日
、
統
帯
官
于
秉
良
・
幇
統
官
英
普
。

（
57
）�

巡
警
部
檔
案
一
五
〇
一
―
二
八
三
、
光
緒
三
二
年
九
月
一
七
日
、
消
防
隊
。

（
58
）�

二
一
―
〇
五
四
三
―
〇
〇
三
七
、
消
防
公
所
、
光
緒
三
三
年
四
月
一
〇
日
。

（
59
）�

消
防
公
所
火
災
報
告
表
は
民
政
部
檔
案
二
一
―
〇
五
四
三
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
巡
警
部
檔
案
中
に
も
消
防
公
所
火
災
報

告
表
と
消
防
公
所
日
報
表
が
あ
る
。
両
部
の
火
災
報
告
表
は
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

（
60
）�

巡
警
部
檔
案
一
一
二
、
消
防
公
所
火
災
報
告
表
、
光
緒
三
四
年
三
月
一
〇
日��

大
柵
欄
路
東
陸
軍
部
主
事
慶
雲
失
火
。�

（
61
）�

巡
警
部
檔
案
一
一
二
、
消
防
公
所
日
報
表
、
宣
統
元
年
三
月
二
〇
日
。

（
62
）�『
北
京
警
察
沿
革
紀
要
』
三
〇
頁
。

（
63
）�

本
稿
は
北
京
に
お
け
る
巡
警
に
つ
い
て
網
羅
的
に
論
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
吉
澤
誠
一
郎
『
天
津
の
近
代
』
第
五
章
「
巡
警
創
設

と
行
政
の
変
容
」
は
天
津
の
巡
警
の
創
設
と
都
市
社
会
で
の
機
能
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
た
清
末
北
京
の
巡

警
研
究
の
必
要
を
痛
感
す
る
。
北
洋
政
府
期
の
京
師
警
察
庁
に
つ
い
て
は
、
丁
芮
『
管
理
北
京
：
北
洋
政
府
時
期
京
師
警
察
庁
研

究
』（
山
西
人
民
出
版
社
・
山
西
経
済
出
版
社
、
二
〇
一
三
）
参
照
。

（
64
）�

二
一
―
〇
一
九
四
―
〇
〇
〇
三
、
呈
内
外
城
巡
警
総
庁
章
程
、
光
緒
三
三
年
一
二
月
。

（
65
）�

国
立
国
会
図
書
館
蔵
、
北
京
警
務
学
堂
初
等
科
警
察
法
講
義
録
『
稽
査
戸
口
規
則
』（
順
天
時
報
社
刊
行
、
清
季
）、
第
七
章
巡
捕

堀　地　　　明
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（
40
）�

二
一
―
一
〇
一
一
―
〇
〇
九
三
、
消
防
公
所
、
宣
統
三
年
二
月
二
一
日
。
二
一
―
〇
五
四
三
―
〇
二
四
五
、
消
防
公
所
火
災
報
告

表
、
宣
統
三
年
一
〇
月
二
二
日
。

（
41
）�『
政
府
公
報
』
第
二
一
九
期
二
四
頁
、
交
通
部
通
告
、
一
九
一
六
年
八
月
一
二
日
、
京
師
警
察
庁
警
鐘
台
長
警
服
務
章
程
第
二
条
。

（
42
）�
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
蔵
、
巡
警
部
檔
案
一
五
〇
一
―
三
、
光
緒
三
二
年
八
月
、
咨
呈
、
奏
底
。

（
43
）�
巡
警
部
檔
案
一
一
三
、
隊
員
履
歴
冊
、
文
書
に
題
目
な
く
、
筆
者
に
よ
る
仮
称
。

（
44
）�

光
緒
『
大
清
会
典
事
例
』
卷
一
一
六
四
、
步
軍
統
領
九
、
営
制
三
、
抜
補
兵
丁
、
道
光
二
二
年
奏
准
。

（
45
）�

光
緒
『
大
清
会
典
事
例
』
卷
六
一
二
、
兵
部
七
一
、八
旗
処
分
例
九
、
夜
禁
、
咸
豊
一
一
年
奏
准
。

（
46
）�

二
一
―
〇
八
六
〇
―
〇
〇
〇
四
、
高
等
巡
警
学
堂
為
申
請
事
、
光
緒
三
三
年
三
月
二
二
日
。
近
代
日
中
関
係
研
究
会
編
集
近
代
日

中
関
係
史
料
第
Ⅱ
集
、
南
里
知
樹
『
中
国
政
府
雇
用
の
日
本
人
』（
龍
渓
書
舍
、
一
九
七
六
）「
資
料
一��

中
国
政
府
傭
聘
日
本
人

人
名
表
（
一
九
〇
三
～
一
九
一
一
）」
七
～
八
頁
。
染
川
豊
彦
の
着
任
と
離
任
の
時
期
は
、
前
掲
弘
谷
多
喜
夫
「
北
京
警
務
学
堂

と
川
島
浪
速
」
九
七
頁
と
一
〇
一
頁
に
よ
る
。

（
47
）�

以
上
の
記
述
は
、『
二
十
世
紀
上
半
葉
北
京
警
察
警
務
檔
案
文
献
選
編
』（
二
〇
〇
七
年
序
、
出
版
社
不
明
）
上
編
清
代
部
分
第
五

冊
、
六
四
九
～
六
五
六
頁
、
四
一
一
〇
〇
二
、
巡
警
部
（
一
五
〇
一
）
巻
一
八
九
、
光
緒
三
二
年
消
防
隊
幇
統
官
英
普
擬
請
関
於

拡
充
消
防
暫
定
章
則
的
禀
文
に
よ
る
。

（
48
）�『
大
公
報
』
光
緒
三
二
年
九
月
一
六
日
、
時
事
、
北
京
、
設
消
防
隊
辦
法
。

（
49
）�

二
一
―
〇
五
四
二
―
〇
〇
〇
四
、
消
防
公
所
、
光
緒
三
三
年
二
月
一
八
日
。

（
50
）�

二
一
―
〇
五
四
二
―
〇
〇
〇
五
、
消
防
公
所
、
光
緒
三
四
年
二
月
二
六
日
。
本
史
料
を
内
城
消
防
隊
の
増
員
と
判
断
し
た
の
は
次

註
の
史
料
の
記
述
に
よ
る
。

（
51
）�

二
一
―
〇
五
四
二
―
〇
〇
〇
四
、
外
城
巡
警
庁
候
補
九
品
警
官
于
芝
瑞
、
光
緒
三
四
年
二
月
二
七
日
。

清代北京の官治消防と火災消火活動年表
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（
52
）�『
大
公
報
』
光
緒
三
四
年
一
二
月
一
一
日
、
時
事
、
北
京
。

（
53
）�

二
一
―
〇
五
四
二
―
〇
〇
一
七
、
消
防
公
所
、
宣
統
元
年
七
月
二
九
日
。

（
54
）�

花
園
什
錦
胡
同
は
二
一
―
〇
二
九
二
―
〇
〇
一
二
、
消
防
公
所
、
光
緒
三
三
年
四
月
六
日
に
、
煤
市
街
は
二
一
―
〇
五
四
二
―

〇
〇
一
五
、
宣
統
元
年
七
月
九
日
、
消
防
公
所
に
よ
る
。

（
55
）�
巡
警
部
檔
案
一
五
〇
一
―
二
八
三
、
消
防
隊
、
光
緒
三
二
年
三
月
八
日
～
八
月
。

（
56
）�

巡
警
部
檔
案
一
五
〇
一
―
二
八
三
、
光
緒
三
二
年
八
月
八
日
、
統
帯
官
于
秉
良
・
幇
統
官
英
普
。

（
57
）�

巡
警
部
檔
案
一
五
〇
一
―
二
八
三
、
光
緒
三
二
年
九
月
一
七
日
、
消
防
隊
。

（
58
）�

二
一
―
〇
五
四
三
―
〇
〇
三
七
、
消
防
公
所
、
光
緒
三
三
年
四
月
一
〇
日
。

（
59
）�

消
防
公
所
火
災
報
告
表
は
民
政
部
檔
案
二
一
―
〇
五
四
三
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
巡
警
部
檔
案
中
に
も
消
防
公
所
火
災
報

告
表
と
消
防
公
所
日
報
表
が
あ
る
。
両
部
の
火
災
報
告
表
は
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

（
60
）�

巡
警
部
檔
案
一
一
二
、
消
防
公
所
火
災
報
告
表
、
光
緒
三
四
年
三
月
一
〇
日��

大
柵
欄
路
東
陸
軍
部
主
事
慶
雲
失
火
。�

（
61
）�

巡
警
部
檔
案
一
一
二
、
消
防
公
所
日
報
表
、
宣
統
元
年
三
月
二
〇
日
。

（
62
）�『
北
京
警
察
沿
革
紀
要
』
三
〇
頁
。

（
63
）�

本
稿
は
北
京
に
お
け
る
巡
警
に
つ
い
て
網
羅
的
に
論
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
吉
澤
誠
一
郎
『
天
津
の
近
代
』
第
五
章
「
巡
警
創
設

と
行
政
の
変
容
」
は
天
津
の
巡
警
の
創
設
と
都
市
社
会
で
の
機
能
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
た
清
末
北
京
の
巡

警
研
究
の
必
要
を
痛
感
す
る
。
北
洋
政
府
期
の
京
師
警
察
庁
に
つ
い
て
は
、
丁
芮
『
管
理
北
京
：
北
洋
政
府
時
期
京
師
警
察
庁
研

究
』（
山
西
人
民
出
版
社
・
山
西
経
済
出
版
社
、
二
〇
一
三
）
参
照
。

（
64
）�

二
一
―
〇
一
九
四
―
〇
〇
〇
三
、
呈
内
外
城
巡
警
総
庁
章
程
、
光
緒
三
三
年
一
二
月
。

（
65
）�

国
立
国
会
図
書
館
蔵
、
北
京
警
務
学
堂
初
等
科
警
察
法
講
義
録
『
稽
査
戸
口
規
則
』（
順
天
時
報
社
刊
行
、
清
季
）、
第
七
章
巡
捕
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朝
鮮
後
期
の
絹
織
物
業

�

山

　本

　
　
　進�

　
　
　は
じ
め
に

　古
代
よ
り
近
世
初
頭
ま
で
生
糸
や
絹
織
物
は
基
本
的
に
中
国
で
し
か
生
産
で
き
な
い
貴
重
な
手
工
業
製
品
で
あ
っ

た
。
養
蚕
・
製
糸
技
術
自
体
は
早
く
か
ら
朝
鮮
や
日
本
な
ど
周
辺
諸
国
に
伝
播
し
て
い
た
が
、
上
質
の
生
糸
は
近
世

中
国
で
も
長
江
下
流
の
浙
西
地
方
す
な
わ
ち
嘉
興
府
・
湖
州
府
一
帯
で
し
か
生
産
で
き
な
か
っ
た
。
浙
西
産
の
高
級

生
糸
は
南
京
・
蘇
州
・
杭
州
な
ど
の
機
業
都
市
に
集
荷
さ
れ
、
高
機
を
用
い
て
綾
織
り
の
紗
（
薄
絹
）
や
緞
（
緞ど
ん

子す

）
な
ど
に
製
織
さ
れ
た
。
江
南
の
紗
緞
は
国
内
市
場
に
止
ま
ら
ず
海
外
市
場
を
も
席
巻
し
、
対
価
と
し
て
大
量
の

銀
を
吸
い
寄
せ
た
。

　日
本
で
は
一
七
世
紀
よ
り
中
国
産
高
級
生
糸
で
あ
る
白
絲
を
輸
入
し
京
都
西
陣
で
織
り
上
げ
る
絹
布
の
輸
入
代
替

化
が
始
ま
り
、
や
が
て
幕
府
の
銀
流
出
抑
制
政
策
に
よ
り
白
絲
輸
入
が
梗
塞
す
る
と
、
東
日
本
か
ら
の
上
せ
糸
を
原

料
と
し
た
純
国
産
絹
布
が
製
織
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
湖
絲
と
呼
ば
れ
る
中
国
産
高
級
白
絲
に
匹
敵
す
る
純
白
な

生
糸
を
倣
製
す
る
た
め
に
は
相
当
の
歳
月
と
困
難
を
伴
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
一
九
世
紀
中
葉
ま
で
に
は
達
成

さ
れ
、
開
港
後
は
輸
出
品
の
大
宗
と
な
っ
た
。

山　本　　　進
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救
火
規
矩
。

（
66
）�『
中
国
火
災
大
典
』
六
〇
八
六
頁
、
北
京
照
会
各
国
公
使
、
民
政
部
檔
案
全
宗
第
三
五
二
、
外
城
巡
警
庁
七
品
警
官
林
襄
、
光
緒

三
四
年
二
月
二
六
日
。

（
67
）�
二
一
―
〇
五
四
三
―
〇
〇
八
八
、
外
城
巡
警
総
庁
、
光
緒
三
三
年
八
月
二
七
日
、
〇
二
―
〇
五
四
三
―
〇
〇
八
九
、
光
緒
三
三
年

八
月
二
七
日
、
堂
批
。
火
場
救
護
規
則
の
条
文
は
二
一
―
〇
五
四
三
―
〇
〇
六
二
、
光
緒
三
三
年
二
月
二
九
日
に
よ
る
。
宣
統
年

間
刊
『
大
清
法
規
大
全
』（
宏
業
書
局
、
一
九
七
二
、
台
北
）
第
二
冊
一
〇
一
一
～
一
〇
一
二
頁
、
民
政
部
巻
三
巡
警
、
消
防
弾

圧
指
揮
規
則
、
ま
た
『
申
報
』
宣
統
元
年
七
月
一
五
日
、
内
城
巡
警
総
庁
擬
定
各
項
規
則
續
、
消
防
弾
圧
指
揮
規
則
は
全
一
〇
条

は
火
場
救
護
規
則
の
簡
易
版
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

（
68
）�『
北
京
誌
』
三
六
〇
～
三
六
一
頁
。

　本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
一
八
Ｈ
〇
〇
七
〇
の
資
助
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

清代北京の官治消防と火災消火活動年表
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